
資料４ 

 

事業運営上の留意事項  

 

 

指定に関すること 

・指定後の各種手続について（変更、休廃止、更新、手数料）・・・・・・・・・８９～９２ 

 

指導に関すること 

・指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項・・・・・・・・・・・・９３～１１６ 

 

その他 

・ICT導入支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

・介護ロボット導入活用支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ 

・介護職員等特定処遇改善加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９～１２２ 

・介護サービス情報の公表制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ 

・訪問看護ステーション（医療保険）の取扱いに関する留意点について・・・・・・１２４ 

・介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項・・・・・・・・・・・・・・１２５ 

・「生活保護法に基づく介護について」（居宅）・・・・・・・・・・・・・・１２６～１２９ 

・介護支援専門員に対する処分事例について／介護支援専門員証の有効期間に関するお知

らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０ 

・介護支援専門員の資格登録、証交付・更新、法定研修等の対応関係・・・・・・・１３１ 

・主任介護支援専門員研修・更新研修に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２ 

・新型コロナウイルス感染症に関する特例措置・・・・・・・・・・・・・１３３～１３６ 

（介護支援専門員資格、主任介護支援専門員更新研修の受講要件） 
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指 定 後 の 各 種 手 続 に つ い て 

 

 

 

 

■変更の届出・介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

(1)変更届出書の提出 

下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から 10日以内に届出が必要です。「変更届出書」

に必要書類を添付して届け出てください。 

＊ 必要書類や届出方法は、所管する指定権者（大阪府知事、政令指定都市、中核市及び権限移譲市

町村の長）のホームページ等で確認してください。 

＊ 事業所の名称や所在地の変更は、介護保険事業所番号が変わる場合がありますので、事前に相談

してください。（(3)ア参照） 

【全サービス共通】 

事業所の名称又は所在地 

法人情報（名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は名称） 

＊ 事業譲渡により法人が変更となる場合は、廃止、新規指定の手続きが必要です。 

登記事項証明書（当該サービスに関するものに限る。） 

事業所の平面図、管理者の氏名若しくは住所又は運営規程 

＊ 平面図（区画）の変更については、事前協議が必要なサービスがあります。 

【サービスによって届出が必要】 

定員・・・・・・・・・通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

協力医療機関・・・・・訪問入浴、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護 

福祉用具の保管、消毒方法、(委託している場合)委託先の状況・・福祉用具貸与 

サービス提供責任者・・訪問介護 

備品・・・・・・・・・訪問入浴 

 

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)の提出 

指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)」の内容を変更する場合は、

届出が必要です。加算については、月の１５日までに届出て、翌月から算定できるものと、月末まで

に届出て、翌月から算定できるものがあります。締切日に注意してください。 

なお、通所介護事業所の大幅な定員の変更は、｢介護報酬に係る事業所規模による区分｣も変更とな

り、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要になる場合があります。 

 

【介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算について】 

 ○指定権者への届出 

      加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月（４月から算定するなら

ば２月）の末日までに、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を所管する

指定権者に提出してください。 

ここでは岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町・泉佐野市・泉南市・
阪南市・熊取町・田尻町・岬町の取扱いを説明しています。大阪府所管、指定都市、
中核市及び権限移譲市町村に所在する事業所についての手続、方法は、各市町村のホ
ームページ等で御確認ください。 
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      なお、当該計画書を複数の介護サービス事業所等について一括作成する場合は、それを各介護サ

ービス事業所等を所管する指定権者にそれぞれ提出します。 

 ○賃金改善の実績報告 

      各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月（３月まで加算を算定したならば７

月）の末日までに、「介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書」を所管

する指定権者に提出するとともに、２年間保存してください。事業年度中に事業を廃止した場合も

提出が必要です。 

なお、提出がないと加算の要件を満たさず、介護報酬返還の対象となることがあります。 

 

(3)変更届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 変更届出書の提出に伴い介護保険事業所番号が変更となる場合 

   次のような場合には、介護保険事業所番号が変更されます。 

・市町村を越えて事業所の所在地を移転した場合 

→移転前後で指定権者が異なる場合は、廃止・新規の手続が必要な場合があります。所管する指定

権者に確認してください。 

・同一所在地で同一名称で運営している複数の介護保険サービス事業の一部の事業について事業所

名称を変更した場合（同一所在地、同一名称の事業所に対して１つの事業所番号を付与している

ため） 

・異なる事業所名称で運営していたが同一名称にした場合（同一所在地、同一名称の事業所に対し

て１つの事業所番号を付与しているため） 

 

イ 介護保険事業所番号、事業所名称、事業所所在地を変更した場合に必要な手続 

・居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者並びに利用者に対する介護保険事業所番号等の変更

の周知徹底  

・大阪府国民健康保険団体連合会に対する所定の手続（詳細は連合会にお問い合わせください。） 

    

 

■廃止、休止、再開の届出 

(1)廃止(休止･再開)届出書の提出 

指定以降に廃止、休止、再開をする場合は、「廃止(休止･再開)届出書」の提出が必要です。 

 

(2)廃止(休止･再開)届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 休止の場合 

事業者としての要件（指定基準）を満たさなくなった場合等で、かつ、事業継続の意思を有する

場合は、休止届出書の提出が必要です。（休止期間は最大６か月です） 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎ

の対応を行ってください。 

届出日・・・休止予定日の 1か月前 
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イ 再開の場合 

     休止届出書を提出した事業者が事業を再開するには、再開届出書を提出してください。 

届出日・・・再開後10日以内 

 

  ウ 廃止の場合 

    事業を廃止する場合は、廃止届出書の提出が必要です。（指定書（又は更新指定書）の原本を添

付してください） 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎ

の対応を行ってください。 

  届出日・・・廃止予定日の 1か月前 

 

 

■指定の更新 

指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定の更新が必要です。指定の更新を受けなけ

れば、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります。 

（例） 

 

 

 

 

 

(1)対象となる事業所 

指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所（介護保険法第 71条第１項及び第 72条第

1 項並びに介護保険法施行法第４条の規定により指定があったものとみなされる保健医療機関及び保

険薬局を除く。） 

※介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、平成 30年４月１日以降なくなったので（市町村

が実施する「総合事業」に移行）、更新の必要はありません。 

 

(2)更新手続 

更新手続が必要な事業所については、直接、郵送等で更新申請日時を連絡しますが、各事業者に置

かれましても更新時期をお忘れなくお願いします。 

 

【留意点】 

○ 事業者（法人にあってはその役員、開設する各事業所の管理者も）が指定の更新の欠格事由に該当

するときは、指定の更新が受けられません。 

○ 事業者が法人で、同一法人グループに属し密接な関係を有する別の法人が指定の取消処分を受けた

場合には、指定の更新が受けられないことがあります。 

○ 休止中の事業所については指定の更新が受けられません。更新申請までに再開届を提出し事業を再

開するか、廃止届を提出する必要があります。 

 

新規指定日 令和３年４月１日 

有効期間満了日 令和９年３月 31日 

更新日 令和９年４月１日 

更新後の有効期間満了日 令和15年３月31日 
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■様式及び添付書類 

変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)、廃止（休止・再開）届出書の様式や添

付書類等は指定権者のホームページに掲載しています。 

 令和３年４月より全ての様式、添付書類への押印は廃止しています。（写しへの原本証明も不要です。） 

 

★指定・更新に係る手数料 

指定申請や指定更新申請等の際には手数料が必要です。 

＊1 令和３年４月現在、いずれの指定権者も同額です。 

 

新規指定申請（事業開始時） 

居宅サービス 

 

  
1件につき

30,000円 

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同

時申請する場合35,000円（注3） 

 

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防

サービスを同時申請する場合10,000円（注4） 

共生型居宅サービス    

（注１） 

1件につき

10,000円 

介護予防サービス 

  
1件につき

30,000円 

共生型介護予防サービス

（注２） 

1件につき

10,000円 

居宅介護支援   
1件につき

30,000円  

指定更新申請（6年毎） 

居宅サービス 

  
1件につき

10,000円 

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同

時申請する場合10,000円（注3） 

 

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防

サービスを同時申請する場合10,000円（注4） 

共生型居宅サービス      

（注2） 

1件につき

10,000円 

介護予防サービス 
 

1件につき

10,000円 

共生型介護予防サービ

ス（注4） 

1件につき

10,000円 

居宅介護支援   
1件につき

10,000円 
  

(注 1)共生型居宅サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から訪問介護、通所介護、短

期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。 

(注 2)共生型介護予防サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から介護予防短期入所生

活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。 

(注 3)同一の事業所において、同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合に限りま

す。 

(注 4)同一の事業所において、同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時に申請する

場合に限ります。 
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業

所
等

に
お

け
る

第
三

者
評

価
の

実
施

に
係

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
」

（
平

成
3
0
年

３
月

2
6
日

付
け

老
発

０
３

２
６

第
８

号
）

心
身

の
状

況
等

の
把

握

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ
て

は
、
利

用
者

に
係

る
居

宅
介

護

支
援

事
業

者
が

開
催

す
る

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
り
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

て
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
置

か
れ

て
い

る
環

境
、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

い
て

把
握

す
る

こ
と
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

記
録

を
作

成
し

、
保

管
し

て
お

くこ
と
。

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
の

変

更
の

援
助

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
利

用
者

が
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

を
希

望
す

る
場

合
は

、
当

該
利

用

者
に

係
る

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
へ

の
連

絡
そ

の
他

の
必

要
な

援
助

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
利

用
者

の
希

望
等

に
よ

り
恒

常
的

に
利

用
時

間
等

が
変

更
さ

れ
て

い
る

状
況

で
、
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
は

変
更

し
て

い
る

が
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
は

変
更

さ
れ

て
い

な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
が

必
要

な
場

合
、
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

へ
連

絡
し

利
用

者
の

状
況

を
報

告
す

る
等

必
要

な
援

助
を

行
う
。

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

内
容

及
び

手
続

の
説

明
及

び
同

意
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

記
録

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
に

は
、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記
録

す
る

と
と
も

に
、
利

用
者

か
ら

の
申

出
が

あ
っ
た

場
合

に
は

、
文

書
の

交
付

そ
の

他
適

切
な

方
法

に

よ
り
、
そ

の
情

報
を

利
用

者
に

対
し

て
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
記

録
書

類
等

に
つ

い
て

消
し

ゴ
ム

等
で

容
易

に
消

す
こ

と
が

可
能

な
ボ

ー
ル

ペ
ン

や
鉛

筆
等

で
記

入
し

て
お

り
、
容

易
に

改
ざ

ん
で

き
る

状
態

と
な

っ
て

い
る

。

〇
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

時
刻

・終
了

時
刻

が
、
実

際
の

時
間

で
は

な
く、

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

標
準

的
な

時
間

と
な

っ
て

い
る

。

〇
利

用
者

の
心

身
の

状
況

の
記

録
が

な
い

、
ま

た
は

、
単

に
サ

ー
ビ

ス
内

容
を

記
載

し
た

も
の

等
記

録
と
し

て
不

十
分

な
も

の
と
な

っ
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
記

録
書

類
等

に
つ

い
て

は
消

す
こ

と
の

で
き

な
い

筆
記

用
具

に
よ

り
、
明

確
に

記
入

す
る

こ
と
。

・サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

の
、
提

供
日

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
他

必
要

な
事

項
（

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
の

氏
名

な
ど
）

を

記
録

す
る

こ
と
。

・「
利

用
者

の
心

身
の

状
況

」の
記

録
内

容

当
該

項
目

の
記

載
が

な
い

、
ま

た
は

、
単

に
サ

ー
ビ

ス
内

容
を

記
載

し
た

も
の

等
記

録
と
し

て
不

十
分

な
も

の
が

見
受

け
ら

れ
る

の
で

、
今

後
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
活

か
す

た
め

に
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
つ

い
て

把
握

し
た

内
容

を
記

録
す

る
こ

と
。
(例

:「
咳

が
続

い
て

い
る

」「
食

事
の

呑
み

込
み

が
悪

く
な

っ
た

」「
体

調
が

よ
か

っ
た

の
で

外
出

し

た
」)

等
、
体

調
な

ど
の

変
化

に
も

注
意

し
た

記
載

内
容

と
す

る
。

・ 
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
に

記
録

す
る

項
目

【訪
問

介
護

・訪
問

入
浴

（
予

防
）

・訪
問

看
護

（
予

防
）

等
】

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
他

必
要

な
事

項
（

提
供

者
の

氏
名

等
）

【通
所

介
護

・通
所

リ
ハ

ビ
リ
（

予
防

）
】

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、
提

供
者

の
氏

名
、
送

迎
時

間
（

事
業

所
及

び
利

用
者

宅
の

発
着

時
間

）
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等

【福
祉

用
具

貸
与

（
予

防
）

・特
定

福
祉

用
具

販
売

（
予

防
）

】

訪
問

日
、
貸

与
開

始
日

、
終

了
日

、
種

目
及

び
品

名
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

高
齢

者
虐

待
の

防
止

(高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
　
抜
粋
）

第
二

十
条

　
養

介
護

施
設

の
設

置
者

又
は

養
介

護
事

業
を

行
う
者

は
、
養

介
護

施
設

従
事

者
等

の
研

修
の

実
施

、
当

該
養

介
護

施
設

に
入

所
し

、
そ

の
他

当
該

養
介

護
施

設
を

利
用

し
、
又

は
当

該
養

介
護

事
業

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
受

け
る

高
齢

者
及

び
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

の
処

理
の

体
制

の
整

備
そ

の
他

の
養

介
護

施
設

従
事

者
等

に
よ

る
高

齢
者

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

○
虐

待
と
疑

わ
れ

る
ケ

ー
ス

が
見

受
け

ら
れ

て
も

対
応

し
て

い
な

い
。

〇
医

療
系

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

、
必

要
な

手
続

き
の

な
い

ま
ま

ミ
ト

ン
等

を
使

用
し

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・事
業

者
は

従
業

者
に

対
し

て
研

修
の

機
会

を
提

供
す

る
な

ど
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

関
す

る
取

組
み

を
行

う
こ

と
。

参
考

：
大

阪
府

の
認

知
症

・高
齢

者
虐

待
防

止
関

連
サ

イ
ト

  
  
  
  
 「

認
知

症
施

策
・高

齢
者

虐
待

防
止

」

  
  
  
  
 h

tt
p
s:

//
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

k
a
.l
g
.j

p
/k

a
ig

o
sh

ie
n
/n

in
n
sh

is
h
o
u
-g

y
a
k
u
ta

i/
in

d
e
x
.h

tm
l

　
　
　
　
　
「身

体
拘

束
ゼ

ロ
へ

の
手

引
き

」「
大

阪
府

身
体

拘
束

ゼ
ロ

推
進

標
準

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

  
  
  
  
 h

tt
p
s:

//
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

k
a
.l
g
.j

p
/k

o
re

is
h
is

e
ts

u
/k

y
o
tu

in
fo

/s
in

ta
ik

o
u
so

k
u
.h

tm
l

領
収

証
の

発
行

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

す
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

に
は

、
そ

の
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

一
部

と
し

て
、
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
か

ら
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
支

払
わ

れ
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
の

額
を

控
除

し
て

得
た

額
の

支
払

い
を

受
け

る
も

の
と
す

る
。

○
交

付
す

る
領

収
証

に
保

険
給

付
対

象
額

、
そ

の
他

の
費

用
、
医

療
費

控
除

対
象

額
を

区
分

し
て

記
載

し
、
当

該
そ

の
他

の
費

用
の

額
に

つ
い

て
は

そ
れ

ぞ
れ

個
別

の

費
用

ご
と
に

区
分

し
て

記
載

し
て

い
な

い
。

○
医

療
費

控
除

対
象

額
に

含
ま

れ
な

い
額

を
記

載
し

て
い

る
。

○
医

療
費

控
除

額
を

記
載

し
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・医
療

費
控

除
の

対
象

と
な

り
う
る

サ
ー

ビ
ス

①
 医

療
系

サ
ー

ビ
ス

(訪
問

看
護

等
)

②
 ケ

ア
プ

ラ
ン

に
も

と
づ

き
、
①

の
サ

ー
ビ

ス
ま

た
は

医
療

保
険

の
訪

問
看

護
と
併

せ
て

利
用

し
て

い
る

訪
問

・通
所

サ
ー

ビ
ス

・短
期

入
所

生
活

介
護

　
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

を
除

く）

③
 介

護
福

祉
士

等
に

よ
る

喀
痰

吸
引

等
の

対
価

（
自

己
負

担
額

の
１

０
％

）

参
考

：
「介

護
保

険
制

度
下

で
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

対
価

に
係

る
医

療
費

控
除

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
2
年

6
月

1
日

付
け

老
発

第
5
0
9
号

・平
成

1
8
年

1
2
月

1
日

事
務

連
絡

・平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

事
務

連
絡

・平
成

2
5
年

1
月

2
5
日

事
務

連
絡

抜
粋

）
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

保
険

外
サ

ー
ビ

ス

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

し
な

い
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
に

、
そ

の
利

用
者

か
ら

支
払

い
を

受
け

る
利

用
料

の
額

と
、
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
と
の

間
に

、
不

合
理

な
差

額
が

生
じ

な
い

よ
う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

が
、
同

じ
運

営
規

程
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

。

○
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

の
会

計
が

区
分

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・利
用

者
間

の
公

平
及

び
利

用
者

の
保

護
の

観
点

か
ら

、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
で

な
い

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

に
、
そ

の
利

用
者

か
ら

支
払

を
受

け
る

利

用
料

の
額

と
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

額
の

間
に

、
一

方
の

管
理

経
費

の
他

方
へ

の
転

嫁
等

に
よ

る
不

合
理

な
差

額
を

設

け
な

い
こ

と
。

な
お

、
そ

も
そ

も
介

護
保

険
給

付
の

対
象

と
な

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

次
の

よ
う
サ

ー
ビ

ス
と
明

確
に

区
分

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
次

の
よ

う
な

方
法

に
よ

り
別

の
料

金
設

定
を

し
て

差
し

支
え

な
い

。

イ
　
利

用
者

に
、
当

該
事

業
が

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
と
は

別
事

業
で

あ
り
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
が

介
護

保
険

給
付

の
対

象
と
な

ら
な

い
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

こ
と
を

説
明

し
、

理
解

を
得

る
こ

と
。

ロ
　
当

該
事

業
の

目
的

、
運

営
方

針
、
利

用
料

等
が

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
運

営
規

程
と
は

別
に

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

ハ
　
会

計
が

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

と
区

分
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

参
考

：
「指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
」（

平
成

1
1
年

９
月

1
7
日

付
け

老
企

第
2
5
号

抜
粋

）

・介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

と
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

を
同

時
一

体
的

に
提

供
す

る
こ

と
や

、
特

定
の

介
護

職
員

に
よ

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
た

め
の

指
名

料
や

、
繁

忙
期

・繁
忙

時
間

帯
に

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

た
め

の
時

間
指

定
料

と
し

て
利

用
者

の
自

費
負

担
に

よ
る

上
乗

せ
料

金
を

徴
収

す
る

こ
と
に

つ
い

て
は

、
単

に
生

活
支

援
の

利
便

性
の

観
点

か
ら

、
自

立
支

援
・重

度
化

防
止

と
い

う
介

護
保

険
の

目
的

に
そ

ぐ
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

助
長

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と
や

、
家

族
へ

の
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

目

的
と
し

て
介

護
保

険
を

利
用

し
よ

う
と
す

る
な

ど
、
利

用
者

本
人

の
ニ

ー
ズ

に
か

か
わ

ら
ず

家
族

の
意

向
に

よ
っ
て

サ
ー

ビ
ス

提
供

が
左

右
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と
、
指

名
料

・

時
間

指
定

料
を

支
払

え
る

利
用

者
へ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

優
先

さ
れ

、
社

会
保

険
制

度
と
し

て
求

め
ら

れ
る

公
平

性
を

確
保

で
き

な
くな

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
等

が
指

摘
さ

れ
て

お
り
、
認

め
て

い
な

い
。

参
考

：
「介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

を
組

み
合

わ
せ

て
提

供
す

る
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
介

護
保

険
最

新
情

報
V
o
l.
6
7
8
（

平
成

3
0
年

9
月

2
8
日

）

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
利

用
者

に
対

し
適

切
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

ご
と
に

、
従

業
員

等
の

勤
務

の
体

制
を

整
備

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
介

護
保

険
法

の
基

準
に

お
け

る
常

勤
の

考
え

方
を

誤
っ
て

理
解

し
て

い
る

為
、
人

員
基

準
を

満
た

し
て

い
な

か
っ
た

。

○
翌

月
の

勤
務

表
が

前
月

末
ま

で
に

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。

○
勤

務
表

が
事

業
所

ご
と
に

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。

○
勤

務
表

に
従

業
者

の
日

々
の

勤
務

時
間

、
常

勤
・非

常
勤

の
別

、
職

種
、
兼

務
関

係
な

ど
が

明
記

さ
れ

て
い

な
い

。

○
非

常
勤

職
員

（
登

録
型

の
訪

問
介

護
員

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

勤
務

予
定

の
管

理
を

行
っ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・常
勤

と
は

当
該

事
業

所
に

お
け

る
勤

務
時

間
が

、
当

該
事

業
所

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
常

勤
の

従
業

者
が

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
3
2
時

間
を

下
回

る
場

合
は

3
2

時
間

を
基

本
と
す

る
。
）

に
達

し
て

い
る

こ
と
を

い
う
。

【勤
務

表
に

つ
い

て
】

・ 
管

理
者

を
含

む
全

て
の

従
業

者
を

記
載

し
、
事

業
所

ご
と
、
原

則
と
し

て
月

ご
と
に

作
成

す
る

こ
と
。

・ 
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
し

た
時

間
が

分
か

る
よ

う
に

区
別

す
る

こ
と
。

・ 
従

業
者

の
日

々
の

勤
務

時
間

、
職

務
の

内
容

、
常

勤
・非

常
勤

の
別

、
管

理
者

と
の

兼
務

関
係

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

で
あ

る
旨

等
を

明
確

に
す

る
こ

と
。
な

お
、
登

録
型

の
訪

問
介

護
員

等
に

つ
い

て
は

、
確

実
に

勤
務

で
き

る
も

の
と
し

て
管

理
者

が
把

握
し

て
い

る
時

間
を

明
記

す
る

こ
と
。

・ 
法

人
代

表
、
役

員
が

管
理

者
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

等
の

常
勤

従
業

者
と
な

リ
雇

用
契

約
が

必
要

と
さ

れ
な

い
場

合
で

あ
っ
て

も
、
勤

務
時

間
、
職

務
の

内
容

等
を

明
確

に
す

る
こ

と
。

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

ご
と
に

、
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の

従
業

員
等

に
よ

っ
て

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
訪

問
介

護
員

以
外

の
者

が
指

定
訪

問
介

護
を

提
供

し
て

い
る

。

○
雇

用
契

約
書

も
し

くは
労

働
条

件
通

知
書

等
に

よ
り
当

該
事

業
所

管
理

者
の

指
揮

命
令

下
に

あ
る

こ
と
及

び
職

務
の

内
容

が
明

確
に

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
常

勤
・非

常
勤

を
問

わ
ず

、
従

業
者

に
労

働
条

件
（

雇
用

期
間

、
就

業
場

所
、
従

事
す

る
業

務
（

兼
務

の
職

務
）

、
勤

務
時

間
等

）
を

書
面

で
示

す
こ

と
。
（

労

働
条

件
通

知
書

・雇
用

契
約

書
等

を
作

成
し

、
交

付
す

る
）

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
従

業
員

等
の

資
質

の
向

上
の

た
め

に
、
そ

の
研

修
の

機
会

を
確

保
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

○
従

業
員

等
の

資
質

向
上

に
関

す
る

研
修

の
機

会
が

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。

○
研

修
（

内
部

、
外

部
を

含
む

）
の

実
施

記
録

等
が

保
存

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・前
年

度
末

に
翌

年
度

の
年

間
計

画
を

立
て

る
な

ど
計

画
的

に
研

修
を

行
う
こ

と
。

・外
部

研
修

へ
参

加
し

そ
の

内
容

に
つ

い
て

伝
達

研
修

を
行

う
な

ど
、
従

業
員

の
資

質
の

向
上

に
取

り
組

む
こ

と
。

・研
修

実
施

後
は

資
料

等
も

含
め

、
記

録
を

残
す

こ
と
。

勤
務

体
制

の
確

保
等

95



項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

衛
生

管
理

等

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
従

業
員

等
の

清
潔

の
保

持
及

び
健

康
状

態
に

つ
い

て
、
必

要
な

管
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
管

理
者

が
従

業
者

の
健

康
診

断
の

結
果

を
把

握
す

る
等

の
管

理
を

行
っ
て

い
な

い
。

○
感

染
症

予
防

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

し
、
従

業
者

に
周

知
す

る
、
な

ど
、
従

業
員

が
感

染
源

と
な

ら
な

い
た

め
の

措
置

が
と
ら

れ
て

い
な

い
。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

・施
設

系
サ

ー
ビ

ス
）

が
事

業
所

内
で

の
食

中
毒

及
び

感
染

症
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
と
っ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・雇
用

形
態

、
勤

務
時

間
に

関
わ

ら
ず

す
べ

て
の

従
業

員
等

の
健

康
状

態
に

つ
い

て
管

理
を

行
う
こ

と
。

・深
夜

業
を

1
週

に
1
回

以
上

ま
た

は
1
月

に
4
回

以
上

行
う
従

業
員

等
に

つ
い

て
は

6
か

月
以

内
ご

と
に

１
回

健
康

診
断

を
実

施
す

る
こ

と
。

秘
密

保
持

等

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
従

業
者

は
、
正

当
な

理
由

が
な

く
、
そ

の
業

務
上

知
り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
。

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
従

業
者

で
あ

っ
た

者
が

、
正

当
な

理

由
が

な
く
、
そ

の
業

務
上

知
り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

す
こ

と
が

な
い

よ
う
、
必

要
な

措
置

を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に

お
い

て
、
利

用
者

の
個

人
情

報
を

用
い

る
場

合
は

利
用

者
の

同
意

を
、
利

用
者

の
家

族
の

個
人

情
報

を
用

い
る

場
合

は
当

該
家

族
の

同
意

を
、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
得

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【従
業

者
の

秘
密

保
持

に
つ

い
て

】

○
従

業
者

の
在

職
中

及
び

退
職

後
に

お
け

る
、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
個

人
情

報
に

関
す

る
秘

密
保

持
に

つ
い

て
、
事

業
者

と
従

業
者

間
の

雇
用

契
約

、
就

業
規

則
、
労

働
条

件
通

知
書

、
誓

約
書

等
で

取
り
決

め
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

○
取

り
決

め
が

行
わ

れ
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、
秘

密
保

持
の

対
象

が
、
「利

用
者

及
び

利
用

者
の

家
族

の
個

人
情

報
」で

あ
る

こ
と
が

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
。

【個
人

情
報

の
使

用
同

意
に

つ
い

て
】

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に

お
い

て
、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
個

人
情

報
を

用
い

る
場

合
に

つ
い

て
、
そ

れ
ぞ

れ
か

ら
文

書
に

よ
る

同
意

が
得

ら
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・家
族

の
個

人
情

報
を

使
用

す
る

場
合

は
、
利

用
者

だ
け

で
な

く家
族

に
つ

い
て

も
記

名
で

き
る

様
式

に
し

て
お

くこ
と
。
必

要
最

小
限

の
個

人
情

報
を

得
る

よ
う
に

す
る

こ
と
。

【個
人

情
報

の
取

扱
い

の
徹

底
に

つ
い

て
】

〇
運

営
規

程
や

重
要

事
項

説
明

書
に

、
平

成
2
9
年

5
月

2
9
日

に
廃

止
さ

れ
た

「医
療

・介
護

関
係

事
業

者
に

お
け

る
個

人
情

報
の

適
切

な
取

り
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ

イ
ン

」が
引

用
さ

れ
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・新
た

に
作

成
さ

れ
平

成
2
9
年

5
月

3
0
日

か
ら

適
用

さ
れ

て
い

る
「医

療
・介

護
関

係
事

業
者

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

」に
修

正
す

る

こ
と
。

苦
情

処
理

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
提

供
し

た
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、
苦

情
を

受
け

付
け

る
た

め
の

窓
口

を
設

置
す

る
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
当

該
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
苦

情
の

内
容

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
、
又

は
そ

の
様

式
や

記
録

が
整

備
さ

れ
て

い
な

い
。

○
苦

情
の

内
容

を
踏

ま
え

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
向

け
た

取
り
組

み
を

行
っ
て

い
な

い
。

○
苦

情
記

録
に

「そ
の

後
の

経
過

」「
原

因
の

分
析

」「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」の
記

録
が

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・相
談

や
要

望
な

ど
に

つ
い

て
も

記
録

し
、
苦

情
に

つ
な

が
ら

な
い

よ
う
に

対
策

す
る

こ
と
。

け
た

取
組

み
を

自
ら

行
う
こ

と
。

事
故

発
生

時
の

対
応

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り
事

故
が

発
生

し
た

場

合
は

、
市

町
村

、
当

該
利

用
者

の
家

族
、
当

該
利

用
者

に
係

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
行

っ
た

処
置

に
つ

い
て

記
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
事

故
・ひ

や
り
は

っ
と
事

例
報

告
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。

○
事

故
・ひ

や
り
は

っ
と
に

関
す

る
記

録
の

整
備

（
処

理
簿

、
台

帳
の

作
成

等
）

が
さ

れ
て

い
な

い
。

○
事

故
記

録
等

に
「そ

の
後

の
経

過
」、

「原
因

の
分

析
」、

「再
発

防
止

の
た

め
の

取
組

み
」が

記
録

さ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
「再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」が
行

わ
れ

て
い

な
い

。

○
報

告
す

べ
き

事
故

に
つ

い
て

市
町

村
等

に
報

告
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・事
故

の
状

況
等

に
よ

っ
て

は
、
各

市
町

村
の

取
扱

い
に

応
じ

て
市

町
村

等
へ

の
報

告
を

行
う
こ

と
。

・事
故

が
生

じ
た

際
に

は
、
そ

の
原

因
を

解
明

し
再

発
防

止
の

対
策

を
講

じ
る

こ
と
。

・事
故

・ひ
や

り
は

っ
と
事

例
発

生
時

の
状

況
及

び
こ

れ
ら

に
際

し
て

採
っ
た

処
置

等
に

つ
い

て
事

業
所

内
で

共
有

を
行

う
こ

と
。

会
計

の
区

分

  
 指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

ご
と
に

経
理

を
区

分
す

る
と
と
も

に
、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

の
会

計
と
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

を
区

分
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
各

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

事
業

ご
と
及

び
他

の
事

業
の

経
理

・会
計

が
区

分
さ

れ
て

い
な

い
。
（

訪
問

介
護

と
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
、
訪

問
介

護
と
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
）

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・人
件

費
、
事

務
的

経
費

等
に

つ
い

て
も

按
分

す
る

な
ど
の

方
法

に
よ

り
、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

ご
と
に

会
計

を
区

分
す

る
こ

と
。

参
照

：
「介

護
保

険
の

給
付

対
象

事
業

に
お

け
る

会
計

の
区

分
に

つ
い

て
」（

H
1
3
.3

.2
8
  
　
老

振
発

第
１

８
号

）
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（
平

成
3
0
年

3
月

2
2
日

　
老

発
0
3
2
2
第

２
号

　
抜

粋
）

（
加

算
の

算
定

要
件

）

加
算

を
取

得
す

る
に

当
た

っ
て

は
、
次

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
て

、
届

け
出

る
こ

と
。

イ
 加

算
（

Ⅰ
）

に
つ

い
て

は
、
キ

ャ
リ
ア

パ
ス

要
件

Ⅰ
、
キ

ャ
リ
ア

パ
ス

要
件

Ⅱ
、
キ

ャ
リ
ア

パ
ス

要

件
Ⅲ

及
び

職
場

環
境

等
要

件
の

全
て

を
満

た
す

こ
と
。

【
参
考
　
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
、
職
場
環
境
等
要
件
に
つ
い
て
】

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
：
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
３
種
類
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

Ⅰ
・
・
・
職
位
・
職
責
・
職
務
内
容
に
応
じ
た
任
用
要
件
と
賃
金
体
系
の
整
備
を
す
る
こ
と

Ⅱ
・
・
・
資
質
向
上
の
た
め
の
計
画
を
策
定
し
て
、
研
修
の
実
施
ま
た
は
研
修
の
機
会
を
設
け
る
こ
と

Ⅲ
・
・
・
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
又
は
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定

す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
。

職
場
環
境
要
件
：
賃
金
改
善
以
外
の
処
遇
改
善
（
職
場
環
境
の
改
善
な
ど
）
の
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
。

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

（
平

成
2
7
年

３
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

9
5
号

　
抜

粋
）

四
　
訪

問
介

護
費

に
お

け
る

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
基

準

（
省

略
）

(４
)　

当
該

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
に

お
い

て
、
事

業
年

度
ご

と
に

介
護

職
員

の
処

遇
改

善
に

関
す

る
実

績
を

都
道

府
県

知
事

に
報

告
す

る
こ

と
。

（
省

略
）

(７
)　

次
に

掲
げ

る
基

準
の

い
ず

れ
に

も
適

合
す

る
こ

と
。

(一
)　

介
護

職
員

の
任

用
の

際
に

お
け

る
職

責
又

は
職

務
内

容
等

の
要

件
(介

護
職

員
の

賃
金

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。
)を

定
め

て
い

る
こ

と
。

(二
)　

(一
)の

要
件

に
つ

い
て

書
面

を
も

っ
て

作
成

し
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知

し
て

い
る

こ
と
。

(三
)　

介
護

職
員

の
資

質
の

向
上

の
支

援
に

関
す

る
計

画
を

策
定

し
、
当

該
計

画
に

係
る

研
修

の
実

施
又

は

研
修

の
機

会
を

確
保

し
て

い
る

こ
と
。

(四
)　

(三
)に

つ
い

て
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知

し
て

い
る

こ
と
。

(五
)　

介
護

職
員

の
経

験
若

し
く
は

資
格

等
に

応
じ

て
昇

給
す

る
仕

組
み

又
は

一
定

の
基

準
に

基
づ

き
定

期
に

昇
給

を
判

定
す

る
仕

組
み

を
設

け
て

い
る

こ
と
。

(六
)　

(五
)に

つ
い

て
書

面
を

も
っ
て

作
成

し
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知

し
て

い
る

こ
と
。

（
省

略
）

○
賃

金
改

善
を

行
う
方

法
に

つ
い

て
、
職

員
に

対
し

て
周

知
し

て
い

な
か

っ
た

。

○
介

護
業

務
に

従
事

し
な

い
職

員
に

対
し

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

対
象

と
し

て
い

た
。
(例

：
管

理
者

、
事

務
職

員
e
tc

）

○
処

遇
改

善
実

績
報

告
書

の
賃

金
額

が
不

正
確

で
あ

っ
た

。
（

例
：

根
拠

資
料

の
積

算
結

果
と
相

違
し

て
い

る
、
加

算
対

象
外

(障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
）

の
職

員
分

も
合

算
し

て
い

る
な

ど
)

○
改

善
実

施
期

間
中

に
加

算
額

に
相

当
す

る
賃

金
改

善
が

完
了

し
て

い
な

か
っ
た

。

〇
キ

ャ
リ
ア

パ
ス

要
件

Ⅲ
の

資
格

に
応

じ
昇

給
す

る
仕

組
み

に
つ

い
て

、
介

護
福

祉
士

資
格

を
有

し
て

入
職

し
た

者
が

、
そ

の
後

資
格

に
応

じ
た

賃
金

改
善

を
受

け
ら

れ
る

仕
組

み
と
な

っ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
等

を
掲

示
す

る
等

の
方

法
に

よ
り
、
介

護
職

員
に

周
知

す
る

こ
と
。

　
加

算
区

分
に

よ
り
周

知
が

必
要

な
事

項
を

把
握

し
て

漏
れ

な
く周

知
し

、
そ

の
こ

と
が

確
認

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と
。

　
(参

考
）

加
算

（
Ⅰ

）
を

算
定

す
る

事
業

所
に

お
い

て
周

知
が

必
要

な
事

項

　
　
　
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

　
　
　
介

護
職

員
の

任
用

の
際

に
お

け
る

職
責

又
は

職
務

内
容

等
の

要
件

（
介

護
職

員
の

賃
金

に
関

す
る

も
の

を
含

む
）

　
　
　
介

護
職

員
の

資
質

の
向

上
の

支
援

に
関

す
る

計
画

を
策

定
し

、
当

該
計

画
に

係
る

研
修

の
実

施
又

は
研

修
の

機
会

を
確

保
し

て
い

る
こ

と

　
　
　
介

護
職

員
の

経
験

若
し

くは
資

格
等

に
応

じ
て

昇
給

す
る

仕
組

み
又

は
一

定
の

基
準

に
基

づ
き

定
期

に
昇

給
を

判
定

す
る

仕
組

み
を

設
け

て
い

る
こ

と

　
　
　
介

護
職

員
の

処
遇

改
善

の
内

容
（

賃
金

改
善

に
関

す
る

も
の

を
除

く）
及

び
当

該
介

護
職

員
の

処
遇

改
善

に
要

し
た

費
用

【報
酬

に
関

す
る

基
準

】

介
護

職
員

処
遇

改
善

加

算
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項
目

条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

訪
問

介
護

【人
員

に
関

す
る

基
準

】

  
 指

定
訪

問
介

護
の

事
業

を
行

う
者

が
当

該
事

業
を

行
う
事

業
所

ご
と
に

置
くべ

き
訪

問
介

護
員

等
（

指
定

訪
問

介
護

の
提

供
に

当
た

る
介

護
福

祉
士

又
は

法
第

八
条

第
二

項
 に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

者
を

い
う
。

以
下

こ
の

節
か

ら
第

四
節

ま
で

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
員

数
は

、
常

勤
換

算
方

法
で

、
2
.5

以
上

と
す

る
。

○
訪

問
介

護
員

等
が

常
勤

換
算

方
法

で
、
2
.5

以
上

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。

○
勤

務
表

上
に

お
け

る
登

録
訪

問
介

護
員

の
勤

務
時

間
数

と
実

態
が

乖
離

し
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・登
録

訪
問

介
護

員
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

実
績

が
あ

る
事

業
所

に
つ

い
て

は
、
登

録
訪

問
介

護
員

等
１

人
当

た
り
の

勤
務

時
間

数
は

、
当

該
事

業
所

の
登

録
訪

問
介

護
員

等
の

前
年

度
の

週
当

た
り
の

平
均

稼
働

時
間

（
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
及

び
移

動
時

間
を

い
う
）

に
よ

り
、
常

勤
換

算
す

る
こ

と
。

・登
録

訪
問

介
護

員
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

実
績

が
な

い
事

業
所

、
又

は
極

め
て

短
期

の
実

績
し

か
な

い
等

の
た

め
前

年
度

の
稼

働
実

績
に

よ
っ
て

、
勤

務
延

時
間

数
の

算
定

を
行

う
こ

と
が

適
当

で
な

い
と
認

め
ら

れ
る

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
当

該
登

録
訪

問
介

護
員

等
が

確
実

に
稼

働
で

き
る

も
の

と
し

て
勤

務
表

に
明

記
さ

れ
て

い
る

時

間
の

み
を

勤
務

延
時

間
数

に
算

入
す

る
こ

と
。
な

お
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
も

、
勤

務
表

上
の

勤
務

時
間

数
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

実
態

に
即

し
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

た
め

、
勤

務
表

上
の

勤
務

時
間

と
実

態
が

乖
離

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
勤

務
表

上
の

勤
務

時
間

の
適

正
化

の
指

導
対

象
と
な

る
。

 　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
利

用
者

の
日

常
生

活
全

般
の

状
況

及
び

希
望

を
踏

ま
え

て
、
指

定
訪

問
介

護

の
目

標
、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記
載

し
た

訪
問

介
護

計
画

を
作

成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
訪

問
介

護
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。

○
訪

問
介

護
計

画
に

訪
問

介
護

の
目

標
、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

○
訪

問
介

護
計

画
の

訪
問

介
護

の
目

標
が

利
用

者
の

た
め

の
目

標
と
な

っ
て

い
な

い
。

○
不

定
期

な
サ

ー
ビ

ス
（

通
院

介
助

等
）

が
未

記
載

、
ま

た
は

不
十

分
な

記
載

と
な

っ
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
利

用
者

の
状

況
を

把
握

・分
析

し
、
訪

問
介

護
の

提
供

に
よ

っ
て

、
解

決
す

べ
き

問
題

状
況

を
明

ら
か

に
し

た
上

で
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

）
、
援

助
の

方
向

性
や

目
標

を
明

確
に

し
、
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

具
体

的
内

容
、
所

要
時

間
、
日

程
等

を
明

ら
か

に
し

た
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
 訪

問
介

護
計

画
は

、
既

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
当

該
計

画
の

内
容

に
沿

っ

て
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

基
づ

か
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

位
置

づ
け

て
い

る
、
又

は
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
を

位
置

付
け

て
い

な
い

。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

変
更

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
訪

問
介

護
計

画
が

変
更

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
訪

問
介

護
計

画
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

内
容

に
沿

っ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

に
当

た
っ
て

は
、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
訪

問
介

護
計

画
を

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

説
明

の
う
え

、
利

用
者

の
同

意
を

得
て

い
な

い
。

○
利

用
者

の
同

意
・交

付
日

が
サ

ー
ビ

ス
提

供
後

に
な

っ
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

に
あ

た
っ
て

は
、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

こ
と
。

４
　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、
当

該
訪

問
介

護
計

画
を

利
用

者
に

交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
訪

問
介

護
計

画
を

、
利

用
者

に
交

付
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
作

成
し

た
訪

問
介

護
計

画
は

利
用

者
に

交
付

す
る

こ
と
。

５
　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

後
、
当

該
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
当

該
訪

問
介

護
計

画
の

変
更

を
行

う
も

の
と
す

る
。

〇
突

発
的

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ
た

際
に

訪
問

介
護

計
画

の
変

更
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

〇
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

よ
り
追

加
的

な
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
訪

問
介

護
計

画
の

変
更

が
さ

れ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・訪
問

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
の

な
い

突
発

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ

い
て

介
護

報
酬

の
算

定
を

す
る

場
合

に
は

介
護

支
援

専
門

員
が

必
要

と
認

め
る

範
囲

に
お

い
て

、

訪
問

介
護

計
画

に
つ

い
て

必
要

な
変

更
を

行
う
こ

と
。

・ 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

よ
り
、
追

加
的

な
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

や
サ

ー
ビ

ス

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
当

該
状

況
を

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
へ

情
報

提
供

し
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
提

案
を

行
い

、
変

更
後

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

基
づ

き
訪

問
介

護
計

画
の

変
更

を
行

う
こ

と
。

訪
問

介
護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

居
宅
サ
ー
ビ
ス
別
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

　
 指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
管

理
者

は
、
当

該
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
を

、

一
元

的
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
管

理
者

は
、
当

該
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
従

業
者

に
こ

の
章

の
規

定
を

遵

守
さ

せ
る

た
め

必
要

な
指

揮
命

令
を

行
う
も

の
と
す

る
。

３
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
第

二
十

四
条

に
規

定
す

る
業

務
の

ほ
か

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う
も

の

と
す

る
。

一
 　

指
定

訪
問

介
護

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

を
す

る
こ

と
。

二
 　

利
用

者
の

状
態

の
変

化
や

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

意
向

を
定

期
的

に
把

握
す

る
こ

と
。

三
 　

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
へ

の
出

席
等

に
よ

り
、
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

等
と
連

携
を

図
る

こ
と
。

四
 　

訪
問

介
護

員
等

（
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

を
除

く。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
対

し
、

　
　
　
具

体
的

な
援

助
目

標
及

び
援

助
内

容
を

指
示

す
る

と
と
も

に
、
利

用
者

の
状

況
に

つ
い

て
の

情
報

を

　
　
　
伝

達
す

る
こ

と
。

五
　
 訪

問
介

護
員

等
の

業
務

の
実

施
状

況
を

把
握

す
る

こ
と
。

六
 　

訪
問

介
護

員
等

の
能

力
や

希
望

を
踏

ま
え

た
業

務
管

理
を

実
施

す
る

こ
と
。

七
 　

訪
問

介
護

員
等

に
対

す
る

研
修

、
技

術
指

導
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

八
 　

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
業

務
を

実
施

す
る

こ
と
。

【管
理

者
の

責
務

に
つ

い
て

】

○
従

業
者

に
運

営
基

準
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

っ
て

い
な

い
。

○
管

理
者

責
務

に
関

す
る

理
解

が
不

十
分

で
あ

っ
た

。

○
管

理
者

が
頻

繁
に

訪
問

に
出

て
お

り
、
管

理
者

の
本

来
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

来
し

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・管
理

者
は

事
業

所
の

従
業

者
に

運
営

基
準

等
を

遵
守

さ
せ

る
よ

う
指

揮
命

令
を

行
う
こ

と
。

・管
理

者
は

事
業

所
の

従
業

者
及

び
業

務
の

管
理

を
一

元
的

に
行

う
こ

と
。

【サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

責
務

に
つ

い
て

】

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
行

っ
て

い
る

訪
問

介
護

業
務

が
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
本

来
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

来
し

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

訪
問

介
護

業
務

を
行

う
場

合
は

、
本

来
業

務
に

支
障

が
な

い
よ

う
留

意
す

る
こ

と
。
な

お
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、
訪

問
介

護
計

画
の

作

成
業

務
の

ほ
か

、
訪

問
介

護
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
業

務
と
し

て
次

の
業

務
を

行
う
も

の
と
す

る
。

①
　
訪

問
介

護
の

利
用

の
申

込
み

に
係

る
調

整
を

す
る

こ
と
。

②
　
利

用
者

の
状

態
の

変
化

や
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
意

向
を

定
期

的
に

把
握

す
る

こ
と
。

③
　
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

へ
の

出
席

等
に

よ
り
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

等
と
連

携
を

図
る

こ
と
。

④
　
訪

問
介

護
員

等
に

対
し

、
具

体
的

な
援

助
目

標
及

び
援

助
内

容
を

指
示

す
る

と
と
も

に
、
利

用
者

の
状

況
に

つ
い

て
の

情
報

を
伝

達
す

る
こ

と
。

⑤
　
訪

問
介

護
員

等
の

業
務

の
実

施
状

況
を

把
握

す
る

こ
と
。

⑥
　
訪

問
介

護
員

等
の

能
力

や
希

望
を

踏
ま

え
た

業
務

管
理

を
す

る
こ

と
。

⑦
　
訪

問
介

護
員

等
に

対
す

る
研

修
、
技

術
指

導
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

⑧
　
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

内
容

の
管

理
に

つ
い

て
、
必

要
な

業
務

を
実

施
す

る
こ

と
。
ま

た
、
業

務
を

画
一

的
に

と
ら

え
る

の
で

は
な

く、
訪

問
介

護
事

業
所

の
状

況
や

実
施

体
制

に
応

じ
て

適
切

か
つ

柔
軟

に
業

務
を

実
施

す
る

よ
う
留

意
す

る
と
と
も

に
、
常

に
必

要
な

知
識

の
修

得
及

び
能

力
の

向
上

に
努

め
る

こ
と
。

訪
問

介
護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】
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養
護

老
人

ホ
ー

ム
、
軽

費

老
人

ホ
ー

ム
、
有

料
老

人

ホ
ー

ム
、
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢

者
向

け
住

宅
に

併
設

す
る

訪
問

介
護

事
業

所
に

お
け

る
訪

問
介

護
サ

ー
ビ

ス
提

供

に
つ

い
て

の
留

意
事

項

【
設

備
基

準
】

〇
専

用
区

画
の

配
置

等
を

変
更

し
て

い
る

が
、
所

管
庁

へ
届

け
出

て
い

な
い

。

【
人

員
基

準
】

○
管

理
者

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
夜

間
の

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
こ

と
に

よ
り
、
訪

問
介

護
事

業
所

の
営

業
時

間
に

勤
務

し
て

い
な

い
日

が
多

く
、
管

理
者

業
務

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

き
た

し
て

い
る

。

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
こ

と
に

よ
り
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

要
件

で
あ

る
常

勤
専

従
を

満
た

し
て

い
な

い
。

○
訪

問
介

護
員

等
が

介
護

保
険

外
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

す
る

こ
と
に

よ
り
、
常

勤
換

算
で

2
.5

人
の

人
員

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。

【
勤
務
体
制
の
確
保
】

○
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
職
員
と
訪
問
介
護
事
業
所
の
ヘ
ル
パ
ー
と
の
職
務
内
容
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
。

○
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
で
訪
問
介
護
員
が
常
駐
し
て
い
た
り
、
書
類
の
保
管
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
状
況
の
把
握
、
従
業
者
の
勤
務
管
理
等
の
一
部
の
業
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
拠
点
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
区
画
で
事
業
所
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
。

【
衛

生
管

理
等

】

〇
深

夜
業

を
1
週

に
1
回

以
上

又
は

1
月

に
4
回

以
上

行
う
従

業
員

等
に

つ
い

て
6
か

月
以

内
ご

と
に

１
回

健
康

診
断

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

【
虐

待
防

止
】

〇
必

要
な

手
続

き
を

経
る

こ
と
な

く４
点

柵
な

ど
の

身
体

的
拘

束
が

さ
れ

て
い

る
。

【
訪
問
介
護
計
画
】

○
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
い
た
、
適
切
な
訪
問
介
護
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
為
、
不
必
要
な
若
し
く
は
過
剰
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
一
律
に
行
わ
れ
て
い
る
。

○
訪
問
介
護
等
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
と
介
護
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
の
区
分
が
明
確
で
な
い
た
め
、
従
業
員
が
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
の
か
把
握
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
利
用
者
は
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
の
か
把
握
で
き
て
い
な
い
。

【
介

護
報

酬
】

○
１

人
の

訪
問

介
護

員
等

が
同

時
に

複
数

の
利

用
者

に
対

し
て

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ
て

い
る

。

○
複

数
の

要
介

護
者

が
い

る
世

帯
に

お
い

て
、
同

一
時

間
帯

に
訪

問
介

護
を

提
供

し
た

際
、
い

ず
れ

か
一

方
の

利
用

者
の

み
の

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
報

酬
が

請
求

さ
れ

て
い

る
。

○
同

一
建

物
居

住
者

に
行

っ
た

サ
ー

ビ
ス

に
対

し
て

、
適

正
に

減
算

さ
れ

て
い

な
い

。

○
日

中
・
夜

間
を

問
わ

ず
、
訪

問
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

内
容

が
単

な
る

本
人

の
安

否
確

認
や

健
康

チ
ェ
ッ
ク

で
あ

り
そ

れ
に

伴
い

若
干

の
身

体
介

護
又

は
生

活
援

助
を

行
う
よ

う
な

場
合

は
訪

問
介

護
費

を
算

定
で

き
な

い
が

、
算

定
し

て
い

た
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

  
  
  
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
高

齢
者

向
け

住
宅

で
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
あ

た
っ
て

は
、
勤

務
体

制
の

区
分

、
利

用
者

に
対

し
て

の
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

と
の

区
分

に
留

意
す

る
こ

と
。

　
な

お
、
常

勤
の

訪
問

介
護

員
等

が
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
場

合
は

、
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
し

た
時

間
を

考
慮

し
、
訪

問
介

護
員

等
の

員
数

確
保

に
留

意
す

る
こ

と
。

＜
参
考
＞
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

 　
看

護
師

等
（

准
看

護
師

を
除

く。
以

下
同

じ
。
）

は
、
利

用
者

の
希

望
、
主

治
の

医
師

の
指

示
及

び
心

身

の
状

況
等

を
踏

ま
え

て
、
療

養
上

の
目

標
、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記

載
し

た
訪

問
看

護
計

画
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
看

護
師

等
は

、
既

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
等

が
作

成
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
当

該
計

画
の

内
容

に
沿

っ
て

訪

問
看

護
計

画
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
　
看

護
師

等
は

、
訪

問
看

護
計

画
書

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、
そ

の
主

要
な

事
項

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
　
看

護
師

等
は

、
訪

問
看

護
計

画
書

を
作

成
し

た
際

に
は

、
当

該
訪

問
看

護
計

画
書

を
利

用
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
介

護
予

防
訪

問
看

護
）

　
看

護
師

等
は

、
介

護
予

防
訪

問
看

護
計

画
書

に
基

づ
くサ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
時

か
ら

、
当

該
介

護
予

防

訪
問

看
護

計
画

書
に

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う
期

間
が

終
了

す
る

ま
で

に
、
少

な
くと

も
１

回
は

、
当

該

介
護

予
防

訪
問

看
護

計
画

書
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
う
も

の
と
す

る
。

○
訪

問
看

護
計

画
書

が
サ

ー
ビ

ス
提

供
前

に
作

成
・交

付
さ

れ
て

い
な

い
。
（

訪
問

看
護

の
内

容
に

つ
い

て
、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

す
る

説
明

が
行

わ
れ

て
お

ら

ず
、
同

意
を

得
て

い
な

い
場

合
を

含
む

。
）

○
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
を

作
成

し
て

お
ら

ず
、
主

治
医

に
提

出
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・平
成

3
0
年

度
よ

り
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

訪
問

看
護

記
録

書
の

参
考

様
式

が
変

更
さ

れ
て

い
る

の
で

確
認

す
る

こ
と
。

○
介

護
予

防
訪

問
看

護
計

画
書

に
、
「サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

う
期

間
」が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。

○
介

護
予

防
訪

問
看

護
計

画
書

の
実

施
状

況
の

把
握

（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

 　
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

の
管

理
者

は
、
主

治
の

医
師

の
指

示
に

基
づ

き
適

切
な

指
定

訪
問

看
護

が
行

わ

れ
る

よ
う
必

要
な

管
理

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

は
、
指

定
訪

問
看

護
の

提
供

の
開

始
に

際
し

、
主

治
の

医
師

に
よ

る
指

示
を

文

書
で

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
　
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

は
、
主

治
の

医
師

に
次

条
第

一
項

に
規

定
す

る
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

同
条

第
五

項
に

規
定

す
る

訪
問

看
護

報
告

書
を

提
出

し
、
指

定
訪

問
看

護
の

提
供

に
当

た
っ
て

主
治

の
医

師
と
の

密
接

な
連

携
を

図
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
指

示
書

の
内

容
が

現
状

と
合

っ
て

い
な

い
。

○
指

示
書

の
期

限
が

切
れ

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・指
示

書
は

主
治

の
医

師
以

外
の

複
数

の
医

師
か

ら
交

付
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

・訪
問

看
護

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
慎

重
な

状
況

判
断

が
要

求
さ

れ
る

こ
と
を

踏
ま

え
、
主

治
の

医
師

と
の

密
接

か
つ

適
切

な
連

携
を

図
る

こ
と
。

　
 指

定
訪

問
看

護
事

業
者

は
、
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

ご
と
に

、
当

該
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

の
看

護
師

等
に

よ
っ
て

指
定

訪
問

看
護

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

〇
当

該
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

の
理

学
療

法
士

で
な

く、
委

託
先

の
理

学
療

法
士

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

行
わ

れ
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・指
定

訪
問

看
護

の
提

供
は

、
当

該
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

の
看

護
師

等
に

よ
っ
て

行
う
こ

と
。

　
 指

定
訪

問
看

護
事

業
者

は
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

す
る

指
定

訪
問

看
護

を
提

供
し

た
際

に

は
、
そ

の
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

一
部

と
し

て
、
当

該
指

定
訪

問
看

護
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
か

ら
当

該
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

に
支

払
わ

れ
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
の

額
を

控
除

し
て

得
た

額
の

支
払

い
を

受
け

る
も

の
と
す

る
。

〇
衛

生
材

料
費

を
徴

収
し

て
い

た
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・指
定

訪
問

看
護

の
提

供
に

係
る

衛
生

材
料

費
を

利
用

者
か

ら
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

・「
指

定
訪

問
看

護
事

業
所

が
卸

売
販

売
業

者
か

ら
購

入
で

き
る

医
薬

品
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」（
平

成
2
3
年

5
月

1
3
日

厚
生

労
働

省
医

薬
食

品
局

総
務

課
／

老
健

局
老

人
保

健
課

／
保

健
局

医
療

課
　
事

務
連

絡
）

を
確

認
す

る
こ

と
。

【
訪

問
看

護
費

】

  
 所

要
時

間
の

算
定

は
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

現
に

要
し

た
時

間
で

は
な

く、
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
内

容
の

指

定
訪

問
看

護
を

行
う
の

に
要

す
る

標
準

的
な

時
間

で
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
通

院
に

よ
る

リ
ハ

ビ
リ
が

困
難

な
利

用
者

で
は

な
い

の
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
し

て
い

た
。
（

別
の

病
院

に
は

通
う
な

ど
し

て
い

る
）

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・通
院

に
よ

り
同

様
の

サ
ー

ビ
ス

が
担

保
さ

れ
る

の
で

あ
れ

ば
、
通

院
サ

ー
ビ

ス
を

優
先

す
る

こ
と
。

・通
院

の
可

否
に

か
か

わ
ら

ず
、
療

養
生

活
を

送
る

上
で

の
居

宅
で

の
支

援
が

不
可

欠
な

者
に

対
し

て
、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

結
果

、
訪

問
看

護
の

提
供

が
必

要
と
判

断
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
こ

と
を

適
切

に
記

録
す

る
こ

と
。

・適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

よ
り
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

【
准

看
護

師
が

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
場

合
】

  
 准

看
護

師
が

訪
問

す
る

こ
と
と
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、
事

業
所

の
事

情
に

よ
り
准

看
護

師
以

外
の

看
護

師
等

が

訪
問

す
る

こ
と
に

な
っ
た

場
合

に
は

所
定

単
位

数
に

1
0
0
分

の
9
0
を

乗
じ

て
得

た
単

位
数

を
算

定
す

る
こ

と
。
ま

た
、
准

看
護

師
以

外
の

看
護

師
等

が
訪

問
す

る
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、
准

看
護

師
が

訪
問

す
る

場
合

も
減

算
し

た
単

位
数

を
算

定
す

る
こ

と
。

○
准

看
護

師
が

訪
問

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
所

定
単

位
数

に
1
0
0
分

の
9
0
を

乗
じ

て
得

た
単

位
数

を
算

定
し

て
い

な
い

。

訪
問

看
護

・介
護

予
防

訪

問
看

護

【介
護

報
酬

の
算

定
及

び

取
扱

い
】

訪
問

看
護

・介
護

予
防

訪

問
看

護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

101



項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

【
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

に
つ

い
て

】

①
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

は
、
そ

の
訪

問
が

看
護

業
務

の
一

環
と

し
て

の
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
を

中
心

と
し

た
も

の
で

あ
る

場
合

に
、
看

護
職

員
の

代
わ

り
に

訪
問

さ
せ

る
と
い

う
位

置
付

け
の

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
言

語
聴

覚
士

に
よ

る
訪

問
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

も
の

は
、
あ

くま
で

看
護

業
務

の
一

部
で

あ
る

こ
と
か

ら
、

言
語

聴
覚

士
の

業
務

の
う
ち

保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
3
号

）
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

業
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
と
さ

れ
て

い
る

診
療

の
補

助
行

為
（

言
語

聴
覚

士
法

（
平

成
９

年
法

律
第

1
3
2

号
）

第
4
2
条

第
１

項
）

に
限

る
。

②
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

は
、
１

回
当

た
り
2
0
分

以
上

訪
問

看

護
を

実
施

す
る

こ
と
と
し

、
1
人

の
利

用
者

に
つ

き
週

に
6
回

を
限

度
と
し

て
算

定
す

る
。

③
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

訪
問

看
護

を
提

供
し

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
毎

回
の

訪
問

時
に

お
い

て
記

録
し

た
訪

問
看

護
記

録
書

等
を

用
い

、
適

切
に

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

職
員

及

び
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

若
し

く
は

言
語

聴
覚

士
間

で
利

用
者

の
状

況
、
実

施
し

た
内

容
を

共
有

す
る

と

と
も

に
、
訪

問
看

護
計

画
書

（
以

下
、
「計

画
書

」と
い

う
。
）

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
（

以
下

、
「報

告
書

」と

い
う
。
）

は
、
看

護
職

員
（

准
看

護
師

を
除

く
）

と
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

若
し

く
は

言
語

聴
覚

士
が

連

携
し

作
成

す
る

こ
と
。
ま

た
、
主

治
医

に
提

出
す

る
計

画
書

及
び

報
告

書
は

理
学

療
法

士
、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

実
施

し
た

内
容

も
一

体
的

に
含

む
も

の
と
す

る
こ

と
。

④
複

数
の

訪
問

看
護

事
業

所
か

ら
訪

問
看

護
を

受
け

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

、
計

画
書

及
び

報
告

書
の

作

成
に

あ
た

っ
て

は
当

該
複

数
の

訪
問

看
護

事
業

所
間

に
お

い
て

十
分

な
連

携
を

図
っ
た

う
え

で
作

成
す

る
こ

と
。

⑤
計

画
書

及
び

報
告

書
の

作
成

に
あ

た
っ
て

は
、
訪

問
看

護
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

開
始

時
及

び
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

合
わ

せ
、
定

期
的

な
看

護
職

員
に

よ
る

訪
問

に
よ

り
利

用
者

の
状

態
の

適
切

な
評

価
を

行
う
こ

と
。

⑥
⑤

に
お

け
る

、
訪

問
看

護
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

開
始

時
と
は

、
利

用
者

が
過

去
２

月
間

（
暦

月
）

に
お

い
て

当

該
訪

問
看

護
事

業
所

か
ら

訪
問

看
護

（
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

を
含

む
。
）

の
提

供
を

受
け

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
新

た
に

計
画

書
を

作
成

す
る

場
合

を
い

う
。
ま

た
、
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

合
わ

せ
た

定
期

的
な

訪
問

と
は

、
主

治
医

か
ら

の
訪

問
看

護
指

示
書

の
内

容
が

変
化

す
る

場
合

や
利

用
者

の
心

身
状

態
や

家
族

等

の
環

境
の

変
化

等
の

際
に

訪
問

す
る

こ
と
を

い
う
。

【
タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
に

つ
い

て
】

  
 タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
を

受
け

る
利

用
者

に
つ

い
て

、
2
4
時

間
連

絡
で

き
る

体
制

を
確

保
し

て
お

り
、
か

つ
必

要
に

応
じ

て
指

定
訪

問
看

護
を

行
う
こ

と
が

で
き

る
体

制
が

整
備

で
き

て
い

る
こ

と
。

  
 主

治
医

と
の

連
携

の
も

と
に

、
訪

問
看

護
に

お
け

る
タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
に

係
る

計
画

及
び

支
援

体
制

に
つ

い
て

利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

を
行

い
、
同

意
を

得
て

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
を

行
う
こ

と
。

  
 タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
の

提
供

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
身

体
の

状
況

の
変

化
等

必
要

な
事

項
が

適
切

に
記

録
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

○
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

同
意

が
得

ら
れ

て
い

な
い

。

○
訪

問
看

護
計

画
書

に
タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
の

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

次
に

掲
げ

る
事

項
を

訪
問

看
護

記
録

書
に

記
録

す
る

こ
と
。

・終
末

期
の

身
体

症
状

の
変

化
及

び
こ

れ
に

対
す

る
看

護
に

つ
い

て
の

記
録

・療
養

や
死

別
に

関
す

る
利

用
者

及
び

家
族

の
精

神
的

な
状

況
の

変
化

及
び

こ
れ

に
対

す
る

ケ
ア

の
経

過
に

つ
い

て
の

記
録

・看
取

り
を

含
め

た
タ

ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
の

各
プ

ロ
セ

ス
に

お
い

て
利

用
者

及
び

家
族

の
意

向
を

把
握

し
、
そ

れ
に

基
づ

くア
セ

ス
メ

ン
ト

及
び

対
応

の
経

過
の

記
録

○
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

に
つ

い
て

、
そ

の
訪

問
が

看
護

業
務

の
一

環
と
し

て
の

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
を

中
心

と
し

た
も

の
で

あ

る
場

合
に

、
看

護
職

員
（

准
看

護
師

を
除

く）
の

代
わ

り
に

訪
問

さ
せ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
等

を
利

用
者

に
説

明
し

た
上

で
同

意
を

得
て

い
な

い
。

○
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

に
つ

い
て

、
看

護
職

員
が

定
期

的
な

訪
問

に
よ

り
利

用
者

の
状

態
の

適
切

な
評

価
を

行
っ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・同
意

に
係

る
様

式
や

方
法

は
問

わ
な

い
が

、
口

頭
で

得
た

場
合

に
は

同
意

を
得

た
旨

の
記

録
を

行
う
こ

と
。

・訪
問

看
護

サ
ー

ビ
ス

の
「利

用
開

始
時

」に
つ

い
て

は
、
利

用
者

の
心

身
の

状
態

等
を

評
価

す
る

観
点

か
ら

、
初

回
の

訪
問

は
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
の

所
属

す
る

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

職
員

が
行

う
こ

と
を

原
則

と
す

る
。
ま

た
、
「定

期
的

な
看

護
職

員
に

よ
る

訪
問

」に
つ

い
て

は
、
少

な
くと

も
概

ね
3
ヶ
月

に

１
回

程
度

行
う
こ

と
。
な

お
、
当

該
訪

問
は

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

位
置

づ
け

訪
問

看
護

費
の

算
定

ま
で

を
求

め
る

も
の

で
は

な
い

が
、
訪

問
看

護
費

を
算

定
し

な
い

場
合

は
、
訪

問

日
、
訪

問
内

容
等

を
記

録
す

る
こ

と
。

訪
問

看
護

・介
護

予
防

訪

問
看

護

【介
護

報
酬

の
算

定
及

び

取
扱

い
】

〈令
和
３
年
度
改
正

〉

③
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

は
、
１

日
２

回
を

超
え

て
（

３
回

以
上

）
行

う
場

合
に

は
１

回
に

つ
き

所
定

の
単

位
数

の
1
0
0

分
の

9
0
（

介
護

予
防

訪
問

看
護

1
0
0
分

の
5
0
）

に
相

当
す

る
単

位
数

を
算

定
す

る
。
な

お
、
当

該
取

扱
い

は
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

連

続
し

て
３

回
以

上
訪

問
看

護
を

行
っ
た

場
合

だ
け

で
な

く、
例

え
ば

午
前

中
に

２
回

、
午

後
に

１
回

行
っ
た

場
合

も
、
同

様
で

あ
る

。

（
例

）
１

日
の

訪
問

看
護

が
３

回
で

あ
る

場
合

の
訪

問
看

護
費

１
回

単
位

数
×

（
9
0
×

1
0
0
）

×
３

回

改
正

前
③

以
降

繰
下

げ

④
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

訪
問

看
護

を
提

供
し

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
毎

回
の

訪
問

時
に

お
い

て
記

録
し

た
訪

問
看

護
記

録
書

等
を

用
い

、
適

切
に

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

職
員

及
び

理
学

療
法

士
、
作

業
療

法
士

若
し

くは
言

語
聴

覚
士

間
で

利
用

者
の

状
況

、
実

施
し

た
内

容
を

共
有

す
る

と
と
も

に
、

訪
問

看
護

計
画

書
（

以
下

、
「計

画
書

」と
い

う
。
）

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
（

以
下

、
「
報

告
書

」
と
い

う
。
）

は
、
看

護
職

員
（

准
看

護
師

を
除

く
）

と
理

学
療

法
士

、

作
業

療
法

士
若

し
くは

言
語

聴
覚

士
が

連
携

し
作

成
す

る
こ

と
。
ま

た
、
主

治
医

に
提

出
す

る
計

画
書

は
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

実
施

し
た

内

容
も

一
体

的
に

記
載

す
る

も
の

と
し

、
報

告
書

に
は

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

提
供

し
た

訪
問

看
護

の
内

容
と
そ

の
結

果
等

を
記

載
し

た
文

書

を
添

付
す

る
こ

と
。
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

  
 指

定
通

所
介

護
事

業
所

は
、
食

堂
、
機

能
訓

練
室

、
静

養
室

、
相

談
室

及
び

事
務

室
を

有
す

る
ほ

か
、
消

火
設

備
そ

の
他

の
非

常
災

害
に

際
し

て
必

要
な

設
備

並
び

に
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
必

要
な

そ
の

他
の

設

備
及

び
備

品
等

を
備

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
 　

前
項

に
掲

げ
る

設
備

の
基

準
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

一
 　

食
堂

及
び

機
能

訓
練

室

イ
　
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

は
、
そ

れ
ぞ

れ
必

要
な

広
さ

を
有

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
合

計
し

た
面

積
は

、
三

平
方

メ
ー

ト
ル

に
利

用
定

員
を

乗
じ

て
得

た
面

積
以

上
と
す

る
こ

と
。

ロ
　
イ

に
か

か
わ

ら
ず

、
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

は
、
食

事
の

提
供

の
際

に
は

そ
の

提
供

に
支

障
が

な
い

広
さ

を
確

保
で

き
、
か

つ
、
機

能
訓

練
を

行
う
際

に
は

そ
の

実
施

に
支

障
が

な
い

広
さ

を
確

保
で

き
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
同

一
の

場
所

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

二
 　

相
談

室
　
遮

へ
い

物
の

設
置

等
に

よ
り
相

談
の

内
容

が
漏

え
い

し
な

い
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

3
 　

第
一

項
に

掲
げ

る
設

備
は

、
専

ら
当

該
指

定
通

所
介

護
の

事
業

の
用

に
供

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

通
所

介
護

の
提

供
に

支
障

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

4
 　

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
（

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

第
一

項
に

掲
げ

る
設

備
を

利
用

し
、
夜

間
及

び
深

夜
に

指
定

通
所

介
護

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

場
合

に
限

る
。
）

に
は

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

を
当

該

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

開
始

前
に

当
該

指
定

通
所

介
護

事
業

者
に

係
る

指
定

を
行

っ
た

都
道

府
県

知
事

（
指

定

都
市

及
び

中
核

市
に

あ
っ
て

は
、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

の
市

長
。
以

下
同

じ
。
）

に
届

け
出

る
も

の
と
す

る
。

【事
故

の
未

然
防

止
に

つ
い

て
】

○
利

用
者

の
手

の
届

く
範

囲
に

、
洗

剤
等

を
置

い
て

い
る

。

○
事

務
所

内
の

掲
示

に
押

し
ピ

ン
、
小

さ
な

マ
グ

ネ
ッ
ト

等
を

使
用

し
て

い
る

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・押
し

ピ
ン

、
小

さ
な

マ
グ

ネ
ッ
ト

等
は

誤
飲

等
、
事

故
の

恐
れ

が
あ

る
の

で
、
使

用
し

な
い

よ
う
に

す
る

こ
と
。

【宿
泊

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

】

〇
宿

泊
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
所

管
庁

に
届

出
を

行
っ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・
宿
泊
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
未
届
で
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
指
導
対
象
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

【設
備

の
変

更
】

○
届

出
て

い
る

平
面

図
と
大

幅
に

実
態

が
異

な
っ
て

い
た

。

○
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

に
事

務
区

画
等

が
あ

る
が

、
当

該
事

務
区

画
等

の
面

積
を

食
堂

及
び

機
能

訓
練

室
の

面
積

か
ら

除
い

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・速
や

か
に

所
管

庁
へ

変
更

届
を

提
出

す
る

こ
と
。

5
 　

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

第
九

十
三

条
第

一
項

第
三

号
に

規
定

す
る

第
一

号
通

所
事

業
に

係
る

指
定

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

、
か

つ
、
指

定
通

所
介

護
の

事
業

と
当

該
第

一
号

通
所

事
業

と
が

同
一

の
事

業
所

に
お

い
て

一
体

的
に

運
営

さ
れ

て
い

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

の
定

め
る

当
該

第
一

号
通

所
事

業
の

設
備

に
関

す
る

基
準

を
満

た
す

こ
と
を

も
っ
て

、
第

一
項

か
ら

第
三

項
ま

で
に

規
定

す
る

基
準

を
満

た
し

て
い

る
も

の

と
み

な
す

こ
と
が

で
き

る
。

指
定

通
所

介
護

の
事

業
を

行
う
者

（
以

下
「
指

定
通

所
介

護
事

業
者

」
と
い

う
。
）

が
当

該
事

業
を

行
う
事

業

所
（

以
下

「
指

定
通

所
介

護
事

業
所

」
と
い

う
。
）

ご
と
に

置
くべ

き
従

業
者

（
以

下
こ

の
節

か
ら

第
四

節
ま

で
に

お
い

て
「
通

所
介

護
従

業
者

」と
い

う
。
）

の
員

数
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

一
 　

生
活

相
談

員
　
指

定
通

所
介

護
の

提
供

日
ご

と
に

、
当

該
指

定
通

所
介

護
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
に

生
活

相
談

員
（

専
ら

当
該

指
定

通
所

介
護

の
提

供
に

当
た

る
者

に
限

る
。
）

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
合

計
数

を
当

該
指

定
通

所
介

護
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
の

時
間

数
で

除
し

て
得

た
数

が
一

以
上

確
保

さ
れ

る
た

め
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

数

二
 　

看
護

師
又

は
准

看
護

師
（

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「
看

護
職

員
」と

い
う
。
）

　
指

定
通

所
介

護
の

単
位

ご

と
に

、
専

ら
当

該
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
る

看
護

職
員

が
一

以
上

確
保

さ
れ

る
た

め
に

必
要

と
認

め
ら

れ

る
数

三
 　

介
護

職
員

　
指

定
通

所
介

護
の

単
位

ご
と
に

、
当

該
指

定
通

所
介

護
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
に

介
護

職
員

（
専

ら
当

該
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
る

者
に

限
る

。
）

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
合

計
数

を
当

該
指

定
通

所
介

護
を

提
供

し
て

い
る

時
間

数
（

次
項

に
お

い
て

「
提

供
単

位
時

間
数

」と
い

う
。
）

で
除

し
て

得

た
数

が
利

用
者

（
当

該
指

定
通

所
介

護
事

業
者

が
法

第
百

十
五

条
の

四
十

五
第

一
項

第
一

号
 ロ

に
規

定

す
る

第
一

号
 通

所
事

業
（

旧
法

第
八

条
の

二
第

七
項

 に
規

定
す

る
介

護
予

防
通

所
介

護
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
市

町
村

が
定

め
る

も
の

に
限

る
。
）

に
係

る
指

定
事

業
者

の
指

定
を

併
せ

て
受

け
、
か

つ
、
指

定
通

所
介

護
の

事
業

と
当

該
第

一
号

通
所

事
業

と
が

同
一

の
事

業
所

に
お

い
て

一
体

的
に

運
営

さ
れ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

指
定

通
所

介
護

又
は

当
該

第
一

号
通

所
事

業
の

利
用

者
。
以

下
こ

の
節

及
び

次
節

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
数

が
十

五
人

ま
で

の
場

合
に

あ
っ
て

は
一

以
上

、
十

五
人

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は

十
五

人
を

超
え

る
部

分
の

数
を

五
で

除
し

て
得

た
数

に
一

を
加

え
た

数
以

上
確

保
さ

れ
る

た
め

に
必

要
と
認

め
ら

れ
る

数

○
管

理
者

が
介

護
保

険
外

の
（

宿
泊

）
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

し
て

い
る

為
、
通

所
介

護
事

業
所

の
常

勤
専

従
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

○
生

活
相

談
員

に
必

要
な

人
員

数
が

配
置

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。

○
看

護
職

員
の

員
数

が
基

準
を

満
た

し
て

い
る

か
確

認
で

き
な

か
っ
た

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

①
確

保
す

べ
き

生
活

相
談

員
の

勤
務

延
時

間
数

の
計

算
式

　
提

供
日

ご
と
に

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数
＝

提
供

時
間

数
（

サ
ー

ビ
ス

提
供

開
始

時
刻

か
ら

終
了

時
刻

ま
で

）

②
確

保
す

べ
き

介
護

職
員

の
勤

務
延

時
間

数
の

計
算

式

・利
用

者
1
5
人

ま
で

　
　
単

位
ご

と
に

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

平
均

提
供

時
間

数
（

利
用

者
ご

と
の

提
供

時
間

数
の

合
計

を
利

用
者

数
で

除
し

て
得

た
数

）

・　
〃

　
　
1
6
人

以
上

　
　
単

位
ご

と
に

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

（
（

利
用

者
数

－
1
5
）

÷
5
＋

1
）

×
平

均
提

供
時

間
数

（
利

用
者

ご
と
の

提
供

時
間

数
の

合
計

を
利

用
者

数
で

除
し

て
得

た
数

）

③
看

護
師

又
は

准
看

護
師

に
つ

い
て

は
、
単

位
ご

と
に

専
ら

当
該

指
定

通
所

介
護

の
提

供
に

当
た

る
職

員
が

1
以

上
確

保
さ

れ
る

た
め

に
必

要
と
認

め
ら

れ
る

数
を

配
置

す
る

こ
と
。
な

お
、
専

従
す

る
必

要
は

な
い

が
、
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

密
接

か
つ

適
切

な
連

携
を

図
る

こ
と
。

　
【配

置
例

】

　
・併

設
施

設
・他

の
職

務
と
の

兼
務

　
・病

院
・診

療
所

・訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

連
携

④
看

護
師

又
は

准
看

護
師

の
配

置
が

必
要

な
事

業
所

に
お

い
て

、
当

該
看

護
師

又
は

准
看

護
師

が
機

能
訓

練
指

導
員

と
兼

務
し

て
い

る
場

合
は

、
勤

務
時

間
を

明
確

に
切

り
分

け
る

こ
と
。

四
 　

機
能

訓
練

指
導

員
　
一

以
上

通
所

介
護

【人
員

に
関

す
る

基
準

】

通
所

サ
ー

ビ
ス

共
通

【設
備

に
関

す
る

基
準

】
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

指
定

通
所

介
護

事
業

者
は

、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

す
る

指
定

通
所

介
護

を
提

供
し

た
際

に
は

、
そ

の
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

一
部

と
し

て
、
当

該
指

定
通

所
介

護
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
か

ら

当
該

指
定

通
所

介
護

事
業

者
に

支
払

わ
れ

る
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

の
額

を
控

除
し

て
得

た
額

の
支

払
を

受

け
る

も
の

と
す

る
。

2
 　

指
定

通
所

介
護

事
業

者
は

、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

し
な

い
指

定
通

所
介

護
を

提
供

し
た

際
に

そ
の

利
用

者
か

ら
支

払
を

受
け

る
利

用
料

の
額

と
、
指

定
通

所
介

護
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額

と
の

間
に

、
不

合
理

な
差

額
が

生
じ

な
い

よ
う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

3
 　

指
定

通
所

介
護

事
業

者
は

、
前

二
項

の
支

払
を

受
け

る
額

の
ほ

か
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

額
の

支

払
を

利
用

者
か

ら
受

け
る

こ
と
が

で
き

る
。

一
 　

利
用

者
の

選
定

に
よ

り
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
以

外
の

地
域

に
居

住
す

る
利

用
者

に
対

し
て

行
う
送

迎
に

要
す

る
費

用

二
 　

指
定

通
所

介
護

に
通

常
要

す
る

時
間

を
超

え
る

指
定

通
所

介
護

で
あ

っ
て

利
用

者
の

選
定

に
係

る
も

の
の

提
供

に
伴

い
必

要
と
な

る
費

用
の

範
囲

内
に

お
い

て
、
通

常
の

指
定

通
所

介
護

に
係

る
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

用
基

準
額

を
超

え
る

費
用

三
 　

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用

四
 　

お
む

つ
代

五
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
お

い
て

提
供

さ
れ

る
便

宜
の

う
ち

、
日

常
生

活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
そ

の
利

用
者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と
が

適
当

と
認

め
ら

れ

る
費

用

4
 　

前
項

第
三

号
に

掲
げ

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
別

に
知

事
が

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

○
食

事
代

及
び

お
む

つ
代

以
外

で
、
利

用
者

の
個

別
事

由
に

関
わ

ら
な

い
、
日

常
生

活
費

に
つ

い
て

は
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

○
介

護
に

必
要

な
福

祉
用

具
の

費
用

や
洗

濯
代

に
つ

い
て

、
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

（
参

照
：

通
所

介
護

等
に

お
け

る
日

常
生

活
に

要
す

る
費

用
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」（

H
1
2
.3

.3
0
　
老

企
第

5
4
号

）

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・費
用

徴
収

が
で

き
る

場
合

は
、
利

用
者

の
希

望
に

よ
っ
て

、
身

の
回

り
品

又
は

教
養

娯
楽

と
し

て
日

常
生

活
に

必
要

な
も

の
を

事
業

者
が

提
供

す
る

場
合

と
す

る
こ

と
。

・洗
濯

代
は

日
常

生
活

費
に

含
ま

れ
て

い
る

の
で

、
事

業
所

で
負

担
す

る
こ

と
。
（

利
用

者
の

個
別

事
由

に
よ

ら
な

い
洗

濯
代

を
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
）

5
 　

指
定

通
所

介
護

事
業

者
は

、
第

三
項

の
費

用
の

額
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、
あ

ら
か

じ
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

説
明

を
行

い
、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
指

定
通

所
介

護
事

業
者

は
、
災

害
対

策
に

関
す

る
具

体
的

な
計

画
を

作
成

し
、
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び

連
携

の
た

め
の

体
制

を
整

備
し

、
並

び
に

こ
れ

ら
を

定
期

的
に

従
業

者
に

周
知

す
る

と
と
も

に
、
定

期
的

に
避

難
、

救
助

等
の

訓
練

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

〇
非

常
災

害
に

関
す

る
具

体
的

計
画

を
策

定
し

て
い

な
い

。

〇
防

火
管

理
者

が
選

任
さ

れ
て

い
な

い
。

〇
避

難
訓

練
を

年
に

２
回

以
上

実
施

し
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・計
画

の
策

定
、
防

火
管

理
者

の
選

任
及

び
避

難
訓

練
の

通
知

に
つ

い
て

は
、
消

防
機

関
に

届
出

を
す

る
こ

と
。

通
所

介
護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

短
期

入
所

生
活

(療
養

)介

護
・介

護
予

防
短

期
入

所

生
活

(療
養

)介
護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

 　
指

定
短

期
入

所
生

活
介

護
事

業
者

は
、
指

定
短

期
入

所
生

活
介

護
の

提
供

の
開

始
に

際
し

、
あ

ら
か

じ

め
、
利

用
申

込
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
第

百
六

十
五

条
に

規
定

す
る

運
営

規
程

の
概

要
、
短

期
入

所
生

活

介
護

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
そ

の
他

の
利

用
申

込
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

重
要

事
項

を
記

し
た

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

及
び

利
用

期
間

等
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

2
 　

第
十

条
第

二
項

か
ら

第
六

項
ま

で
の

規
定

は
、
前

項
の

規
定

に
よ

る
文

書
の

交
付

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

3
 　

指
定

短
期

入
所

生
活

介
護

事
業

者
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

額
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

一
 　

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
（

法
第

五
十

一
条

の
三

第
一

項
 の

規
定

に
よ

り
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
が

利
用

者
に

支
給

さ
れ

た
場

合
は

、
同

条
第

二
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

食
費

の
基

準
費

用
額

（
同

条

第
四

項
 の

規
定

に
よ

り
当

該
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
が

利
用

者
に

代
わ

り
当

該
指

定
短

期
入

所
生

活

介
護

事
業

者
に

支
払

わ
れ

た
場

合
は

、
同

条
第

二
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

食
費

の
負

担
限

度
額

）
を

限
度

と
す

る
。
）

二
 　

滞
在

に
要

す
る

費
用

（
法

第
五

十
一

条
の

三
第

一
項

 の
規

定
に

よ
り
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
が

利
用

者
に

支
給

さ
れ

た
場

合
は

、
同

条
第

二
項

第
二

号
 に

規
定

す
る

居
住

費
の

基
準

費
用

額
（

同
条

第
四

項
 の

規
定

に
よ

り
当

該
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
が

利
用

者
に

代
わ

り
当

該
指

定
短

期
入

所
生

活
介

護

事
業

者
に

支
払

わ
れ

た
場

合
は

、
同

条
第

二
項

第
二

号
 に

規
定

す
る

居
住

費
の

負
担

限
度

額
）

を
限

度
と

す
る

。
）

三
 　

知
事

の
定

め
る

基
準

に
基

づ
き

利
用

者
が

選
定

す
る

特
別

な
居

室
の

提
供

を
行

っ
た

こ
と
に

伴
い

必
要

と
な

る
費

用

四
 　

知
事

の
定

め
る

基
準

に
基

づ
き

利
用

者
が

選
定

す
る

特
別

な
食

事
の

提
供

を
行

っ
た

こ
と
に

伴
い

必
要

と
な

る
費

用
五

 　
送

迎
に

要
す

る
費

用
（

知
事

が
別

に
定

め
る

場
合

を
除

く
。
）

六
 　

理
美

容
代

七
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
指

定
短

期
入

所
生

活
介

護
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

の
う
ち

、
日

常
生

活
に

お
い

て
も

通
常

必
要

と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
そ

の
利

用
者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

5
　
指

定
短

期
入

所
生

活
介

護
事

業
者

は
、
第

三
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、
あ

ら
か

じ
め

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

及
び

費
用

を
記

し
た

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
同

項
第

一
号

か
ら

第
四

号
ま

で
の

費

用
に

係
る

同
意

に
つ

い
て

は
、
文

書
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

指
定

短
期

入
所

生
活

（
療

養
）

介
護

事
業

所
の

管
理

者
は

、
相

当
期

間
以

上
に

わ
た

り
継

続
し

て
入

所
す

る

こ
と
が

予
定

さ
れ

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
希

望
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
を

踏
ま

え
て

、
指

定
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
の

提
供

の
開

始
前

か
ら

終
了

後
に

至
る

ま
で

の
利

用
者

が
利

用

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
継

続
性

に
配

慮
し

て
、
他

の
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
従

業
者

と
協

議
の

上
、
サ

ー
ビ

ス

の
目

標
、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記
載

し
た

短
期

入
所

生
活

（
療

養
）

介
護

計
画

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

2
　
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
は

、
既

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
当

該

計
画

に
適

合
す

る
よ

う
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

3
　
指

定
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
事

業
所

の
管

理
者

は
、
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
の

作
成

に
当

た
っ
て

は
、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。

4
　
指

定
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
事

業
所

の
管

理
者

は
、
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、
当

該
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【短
期

入
所

生
活

（
療

養
）

介
護

計
画

の
作

成
に

つ
い

て
】

○
管

理
者

及
び

そ
の

他
の

短
期

入
所

生
活

(療
養

)介
護

従
業

者
と
の

協
議

の
上

、
短

期
入

所
生

活
(療

養
)介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
な

い
。

○
相

当
期

間
（

概
ね

4
日

間
）

以
上

に
わ

た
り
継

続
し

て
入

所
す

る
利

用
者

に
対

し
て

、
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
な

い
。
又

は
、
作

成
し

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
説

明
し

、
同

意
を

得
て

い
な

い
、
あ

る
い

は
交

付
し

て
い

な
い

。

○
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
計

画
に

基
づ

い
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

○
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
計

画
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
期

間
等

を
記

載
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・相
当

期
間

以
上

継
続

し
て

入
所

す
る

こ
と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
短

期
入

所
生

活
（

療
養

）
介

護
の

提
供

前
か

ら
終

了
後

に
至

る
ま

で
の

サ
ー

ビ
ス

の
継

続
性

に
配

慮
し

、
管

理
者

及
び

他
の

従
業

者
と
の

協
議

の
上

、
短

期
入

所
生

活
(療

養
)介

護
計

画
を

作
成

す
る

こ
と
。

・短
期

入
所

生
活

（
療

養
）

介
護

計
画

に
は

サ
ー

ビ
ス

の
目

標
、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。
ま

た
そ

の
内

容
を

利
用

者
ま

た
は

家
族

へ
説

明
し

、
同

意
を

得
る

こ
と
。

・短
期

入
所

生
活

（
療

養
）

介
護

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
こ

と
。

・サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
期

間
等

を
記

載
し

た
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
計

画
を

作
成

す
る

こ
と
。

○
利

用
料

、
そ

の
他

費
用

に
つ

い
て

説
明

さ
れ

て
い

な
い

。

○
利

用
料

、
そ

の
他

費
用

の
額

等
が

適
切

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

○
利

用
料

等
の

支
払

い
を

受
け

る
に

あ
た

っ
て

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
、
利

用
料

等
の

明
細

を
記

載
し

た
重

要
事

項
説

明
書

等
に

よ
り
説

明
を

行
っ
て

い
な

い
、
又

は
同

意
を

得
た

上
で

交
付

し
て

い
な

い
。

○
ト

ロ
ミ
剤

に
つ

い
て

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
外

で
別

途
徴

収
し

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・利
用

料
等

の
支

払
い

を
受

け
る

に
あ

た
っ
て

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
、
利

用
料

等
の

明
細

を
記

載
し

た
文

書
を

交
付

し
て

説
明

を
行

い
、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

こ
と
。

・利
用

料
の

支
払

い
の

ほ
か

に
イ

～
ト

に
か

か
る

費
用

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と
は

可
能

で
あ

る
が

、
保

険
給

付
対

象
の

サ
ー

ビ
ス

と
明

確
に

区
分

さ
れ

な
い

あ
い

ま
い

な
名

目

に
よ

る
費

用
の

徴
収

は
認

め
ら

れ
な

い
。

イ
、
食

費
　
ロ

、
滞

在
費

　
ハ

、
特

別
な

居
室

代
　
ニ

、
特

別
な

食
事

代
　
ホ

、
送

迎
費

　
ヘ

、
理

美
容

代
　
ト

、
利

用
者

の
希

望
に

よ
っ
て

、
身

の
回

り
品

又
は

教
養

娯
楽

と
し

て
日

常
生

活
に

必
要

な
も

の
を

事
業

者
が

提
供

す
る

場
合

に
係

る
費

用

（
参

考
：

通
所

介
護

等
に

お
け

る
日

常
生

活
に

要
す

る
費

用
の

取
扱

い
に

つ
い

て
　
平

成
1
2
年

3
月

3
0
日

老
企

第
5
4
号

）

・刻
み

食
、
ミ
キ

サ
ー

食
に

か
か

る
手

間
は

食
費

に
含

ま
れ

る
。

○
食

費
に

つ
い

て
、
一

食
ご

と
に

分
け

て
設

定
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・食
費

は
利

用
者

と
施

設
と
の

契
約

に
よ

り
設

定
す

る
も

の
で

あ
り
、
朝

食
・昼

食
・夕

食
と
分

け
て

設
定

す
る

こ
と
も

可
能

で
あ

る
。
特

に
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
ィ
（

短
期

入
所

生
活

介
護

・短
期

入
所

療
養

介
護

）
に

つ
い

て
は

、
入

所
の

期
間

も
短

い
こ

と
か

ら
、
原

則
と
し

て
一

食
ご

と
に

分
け

て
設

定
し

、
提

供
し

た
食

事
分

の
み

徴
収

す
る

こ
と
。

（
参

考
：

「シ
ョ
ー

ト
ス

テ
イ

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、
短

期
入

所
療

養
介

護
）

に
お

け
る

食
費

の
設

定
に

つ
い

て
」平

成
2
4
年

9
月

5
日

　
事

務
連

絡
　
老

健
局

振
興

課
・老

人
保

健
課

）
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

す
る

指
定

特
定

施
設

入

居
者

生
活

介
護

を
提

供
し

た
際

に
は

、
そ

の
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

一
部

と
し

て
、
当

該
指

定
特

定
施

設
入

居

者
生

活
介

護
に

係
る

居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
か

ら
当

該
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

者
に

支
払

わ
れ

る
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

の
額

を
控

除
し

て
得

た
額

の
支

払
を

受
け

る
も

の
と
す

る
。

2
 　

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
に

該
当

し
な

い
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
提

供
し

た
際

に
そ

の
利

用
者

か
ら

支
払

を
受

け
る

利
用

料
の

額
と
、
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
係

る
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

用
基

準
額

と
の

間
に

、
不

合
理

な
差

額
が

生
じ

な
い

よ
う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

3
 　

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、
前

二
項

の
支

払
を

受
け

る
額

の
ほ

か
、
次

に
掲

げ
る

費

用
の

額
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

一
 　

利
用

者
の

選
定

に
よ

り
提

供
さ

れ
る

介
護

そ
の

他
の

日
常

生
活

上
の

便
宜

に
要

す
る

費
用

二
 　

お
む

つ
代

三
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
提

供
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

の
う
ち

、
日

常
生

活
に

お
い

て
も

通
常

必
要

と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
そ

の
利

用
者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と
認

め
ら

れ
る

も
の

4
 　

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、
前

項
の

費
用

の
額

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ
て

は
、
あ

ら
か

じ
め

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

説
明

を
行

い
、

利
用

者
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
食

事
代

及
び

お
む

つ
代

以
外

で
、
利

用
者

の
個

別
事

由
に

関
わ

ら
な

い
、
日

常
生

活
費

に
つ

い
て

は
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

○
介

護
に

必
要

な
福

祉
用

具
の

費
用

や
洗

濯
代

に
つ

い
て

、
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

（
参

照
：

「通
所

介
護

等
に

お
け

る
日

常
生

活
に

要
す

る
費

用
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」（

H
1
2
.3

.3
0
　
老

企
第

5
4
号

）
）

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・費
用

徴
収

が
で

き
る

場
合

は
、
利

用
者

の
希

望
に

よ
っ
て

、
身

の
回

り
品

又
は

教
養

娯
楽

と
し

て
日

常
生

活
に

必
要

な
も

の
を

事
業

者
が

提
供

す
る

場
合

と
す

る
こ

と
。

・洗
濯

代
は

日
常

生
活

費
に

含
ま

れ
て

い
る

の
で

、
事

業
所

で
負

担
す

る
こ

と
。
（

利
用

者
の

個
別

事
由

に
よ

ら
な

い
洗

濯
代

を
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
）

　
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

者
は

、
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
を

図
る

た
め

、
次

に
掲

げ
る

措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
一

　
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

委
員

会
を

３
月

に
１

回
以

上
開

催
す

る
と
と
も

に
、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
、
介

護
職

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
周

知
徹

底
を

図
る

こ
と
。

　
二

　
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
指

針
を

整
備

す
る

こ
と
。

　
三

　
介

護
職

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
対

し
、
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
研

修
を

定
期

的
に

実
施

す

る
こ

と
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

【身
体

的
拘

束
適

正
化

検
討

委
員

会
】

・幅
広

い
職

種
（

例
え

ば
、
施

設
長

（
管

理
者

）
、
看

護
職

員
、
介

護
職

員
、
生

活
相

談
員

）
に

よ
り
構

成
す

る
。

・身
体

的
拘

束
等

に
つ

い
て

報
告

す
る

た
め

の
様

式
を

整
備

す
る

こ
と
。

・介
護

職
員

そ
の

他
の

従
業

者
は

、
身

体
的

拘
束

等
の

発
生

ご
と
に

そ
の

状
況

、
背

景
等

を
記

録
す

る
と
と
も

に
、
上

記
の

様
式

に
従

い
、
身

体
拘

束
等

に
つ

い
て

報
告

す

る
こ

と
。
ま

た
、
委

員
会

に
お

い
て

は
、
報

告
さ

れ
た

事
例

を
集

計
し

、
分

析
す

る
こ

と
。

・事
例

の
分

析
に

当
た

っ
て

は
、
身

体
的

拘
束

等
の

発
生

時
の

状
況

等
を

分
析

し
、
身

体
的

拘
束

等
の

発
生

原
因

、
結

果
等

を
と
り
ま

と
め

、
当

該
事

例
の

適
正

性
と
適

正
化

策
を

検
討

す
る

こ
と
。
ま

た
、
適

正
化

策
を

講
じ

た
後

に
、
そ

の
効

果
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と
。

・報
告

さ
れ

た
事

例
及

び
分

析
結

果
を

従
業

者
に

周
知

徹
底

す
る

こ
と
。

【身
体

的
拘

束
等

の
適

正
化

の
た

め
の

指
針

】 
以

下
の

項
目

を
盛

り
込

む
こ

と
。

・施
設

に
お

け
る

身
体

的
拘

束
等

の
適

正
化

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

・身
体

的
拘

束
適

正
化

検
討

委
員

会
そ

の
他

施
設

内
の

組
織

に
関

す
る

事
項

・身
体

的
拘

束
等

の
適

正
化

の
た

め
の

職
員

研
修

に
関

す
る

基
本

方
針

・施
設

内
で

発
生

し
た

身
体

的
拘

束
等

の
報

告
方

法
等

の
た

め
の

方
策

に
関

す
る

基
本

方
針

・身
体

的
拘

束
等

発
生

時
の

対
応

に
関

す
る

基
本

方
針

・入
居

者
等

に
対

す
る

当
該

指
針

の
閲

覧
に

関
す

る
基

本
方

針

・そ
の

他
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

推
進

の
た

め
に

必
要

な
基

本
方

針

【研
修

】

・指
針

に
基

づ
い

た
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

、
定

期
的

な
教

育
（

年
２

回
以

上
）

を
開

催
す

る
と
と
も

に
、
新

規
採

用
時

に
は

必
ず

身
体

的
拘

束
等

の
適

正
化

の
研

修
を

実
施

す
る

こ
と
。

・研
修

の
実

施
内

容
に

つ
い

て
も

記
録

す
る

こ
と
。

特
定

施
設

入
居

者
生

活

介
護

・介
護

予
防

特
定

施

設
入

居
者

生
活

介
護

【運
営

に
関

す
る

基
準

】
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

【
身

体
拘

束
廃

止
未

実
施

減
算

】

注
４

　
イ

に
つ

い
て

、
大

臣
基

準
告

示
第

4
2
の

２
（

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

）
に

定
め

る
基

準
を

満

た
さ

な
い

場
合

は
、
身

体
拘

束
未

実
施

減
算

と
し

て
、
所

定
単

位
数

の
1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

所

定
単

位
数

か
ら

減
算

す
る

。

（
老

企
第

4
0
号

　
第

２
の

４
(4

)）

身
体
拘
束
未
実
施
減
算
に
つ
い
て
は
、
施
設
に
お
い
て
身
体
拘
束
等
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
で
は
な
く
、
身
体

拘
束
等
を
行
う
場
合
の
記
録
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
及
び
身
体
的
拘
束
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
な
い
場
合
に
、
入
居
者
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
こ
と
と
な
る
。

具
体

的
に

は
、
記

録
を

行
っ
て

い
な

い
、
身

体
的

拘
束

の
適

正
化

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

を
３

月

に
１

回
以

上
開

催
し

て
い

な
い

、
身

体
的

拘
束

適
正

化
の

た
め

の
指

針
を

整
備

し
て

い
な

い
又

は
身

体
的

拘
束

適
正

化
の

た
め

の
定

期
的

な
研

修
を

実
施

し
て

い
な

い
事

実
が

生
じ

た
場

合
、
速

や
か

に
改

善
計

画
を

都
道

府

県
知

事
に

提
出

し
た

後
、
事

実
が

生
じ

た
月

か
ら

３
月

後
に

改
善

計
画

に
基

づ
く
改

善
状

況
を

都
道

府
県

知
事

に
報

告
す

る
こ

と
と
し

、
事

実
が

生
じ

た
月

の
翌

月
か

ら
改

善
が

認
め

ら
れ

た
月

ま
で

の
間

に
つ

い
て

、
入

居
者

全

員
に

つ
い

て
所

定
単

位
数

か
ら

減
算

す
る

こ
と
と
す

る
。

○
以

下
の

減
算

事
由

に
該

当
し

て
い

る
が

、
所

定
単

位
数

の
1
0
/1

0
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

所
定

単
位

数
か

ら
減

算
せ

ず
に

請
求

し
て

い
た

。

　
・身

体
拘

束
等

を
行

う
場

合
の

記
録

を
行

っ
て

い
な

い
。

　
・身

体
的

拘
束

適
正

化
の

た
め

の
指

針
を

整
備

し
て

い
な

い
。

　
・身

体
的

拘
束

適
正

化
の

た
め

の
定

期
的

な
研

修
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。

　
・身

体
的

拘
束

の
適

正
化

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

を
３

月
に

１
回

以
上

開
催

し
て

い
な

い
。

参
考

：
大

阪
府

の
認

知
症

・高
齢

者
虐

待
防

止
関

連
サ

イ
ト

  
  
  
  
 「

認
知

症
施

策
・高

齢
者

虐
待

防
止

」

  
  
  
  
 h

tt
p
s:

//
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

k
a
.l
g
.j

p
/k

a
ig

o
sh

ie
n
/n

in
n
sh

is
h
o
u
-g

y
a
k
u
ta

i/
in

d
e
x
.h

tm
l

　
　
　
　
　
「身

体
拘

束
ゼ

ロ
へ

の
手

引
き

」「
大

阪
府

身
体

拘
束

ゼ
ロ

推
進

標
準

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

  
  
  
  
 h

tt
p
s:

//
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

k
a
.l
g
.j

p
/k

o
re

is
h
is

e
ts

u
/k

y
o
tu

in
fo

/s
in

ta
ik

o
u
so

k
u
.h

tm
l

【
夜

間
看

護
体

制
加

算
】

施
設

基
準

二
十

三

イ
　
常

勤
の

看
護

師
を

１
名

以
上

配
置

し
、
看

護
に

係
る

責
任

者
を

定
め

て
い

る
こ

と
。

ロ
　
看

護
職

員
に

よ
り
、
又

は
病

院
若

し
く
は

診
療

所
若

し
く
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

連
携

に
よ

り
、
利

用
者

に
対

し

て
、
２

４
時

間
連

絡
で

き
る

体
制

を
確

保
し

、
か

つ
、
必

要
に

応
じ

て
健

康
上

の
管

理
等

を
行

う
体

制
を

確
保

し
て

い
る

こ

と
。

ハ
　
重

度
化

し
た

場
合

に
お

け
る

対
応

に
係

る
指

針
を

定
め

、
入

居
の

際
に

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

等
に

対
し

て
、
当

該

指
針

の
内

容
を

説
明

し
、
同

意
を

得
て

い
る

こ
と
。

○
常

勤
の

看
護

師
が

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。

○
看

護
に

係
る

責
任

者
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い

。

○
入

居
の

際
に

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

等
に

対
し

、
重

度
化

し
た

場
合

に
お

け
る

対
応

に
係

る
指

針
の

内
容

を
説

明
し

、
同

意
を

得
て

い
な

い
。

【
医

療
機

関
連

携
加

算
】

注
1
0
　
イ

に
つ

い
て

、
看

護
職

員
が

、
利

用
者

ご
と
に

健
康

の
状

況
を

継
続

的
に

記
録

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、

当
該

利
用

者
の

同
意

を
得

て
、
協

力
医

療
機

関
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

基
準

第
１

９
１

条
第

１
項

に
規

定

す
る

協
力

医
療

機
関

を
い

う
。
）

又
は

当
該

利
用

者
の

主
冶

の
医

師
に

対
し

て
、
当

該
利

用
者

の
健

康
の

状
況

に
つ

い
て

月
に

１
回

以
上

情
報

を
提

供
し

た
場

合
は

、
医

療
機

関
連

携
加

算
と
し

て
、
１

月
に

つ
き

８
０

単
位

を
所

定
単

位
数

に
加

算
す

る
。

○
医

療
機

関
に

対
し

て
情

報
提

供
を

行
う
こ

と
に

つ
い

て
、
利

用
者

か
ら

同
意

を
得

た
こ

と
が

確
認

さ
れ

な
い

。

○
医

療
機

関
に

対
し

て
情

報
提

供
を

行
っ
た

場
合

は
、
協

力
医

療
機

関
の

医
師

等
か

ら
、
署

名
あ

る
い

は
そ

れ
に

代
わ

る
方

法
に

よ
り
受

領
の

確
認

を
得

る
こ

と
と
さ

れ
て

い

る
が

、
受

領
の

確
認

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。

○
あ

ら
か

じ
め

、
指

定
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

者
と
協

力
医

療
機

関
等

で
、
情

報
提

供
の

期
間

及
び

利
用

者
の

健
康

の
状

況
の

著
し

い
変

化
の

有
無

等
の

提
供

す
る

情
報

の
内

容
に

つ
い

て
定

め
て

お
く必

要
が

あ
る

と
こ

ろ
、
そ

れ
ら

の
内

容
が

確
認

さ
れ

な
い

。

参
照

：
H

1
2
.3

.1
　
老

企
第

3
6
号

第
２

の
４

(6
)

【
口

腔
衛

生
管

理
体

制
加

算
】

大
臣

基
準

告
示

・六
十

八

イ
　
事

業
所

に
お

い
て

歯
科

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
指

示
を

受
け

た
歯

科
衛

生
士

の
技

術
的

助
言

及
び

指
導

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
口

腔
ケ

ア
・マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

係
る

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

ロ
　
人

員
基

準
欠

如
に

該
当

し
て

い
な

い
こ

と
。

○
介

護
職

員
に

対
す

る
口

腔
ケ

ア
に

係
る

技
術

的
助

言
及

び
指

導
又

は
入

居
者

の
口

腔
ケ

ア
・マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

係
る

計
画

に
関

す
る

技
術

的
助

言
及

び
指

導
を

行
う
に

あ
た

り
、
歯

科
訪

問
診

療
又

は
訪

問
歯

科
衛

生
指

導
の

実
施

時
間

外
の

時
間

帯
に

行
っ
た

こ
と
が

確
認

で
き

な
い

。

参
照

：
H

1
2
.3

.8
　
老

企
第

4
0
号

第
２

の
４

(1
1
)

特
定

施
設

入
居

者
生

活

介
護

・介
護

予
防

特
定

施

設
入

居
者

生
活

介
護

【介
護

報
酬

の
算

定
及

び

取
扱

い
】
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項
目

（
大
阪
府
）
条
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

福
祉

用
具

貸
与

・介
護

予

防
福

祉
用

具
貸

与

福
祉

用
具

販
売

・介
護

予

防
福

祉
用

具
販

売

【人
員

に
関

す
る

基
準

】

 　
指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下
「
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

」
と
い

う
。
）

が
当

該
事

業
を

行
う
事

業
所

（
以

下
「指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

」
と
い

う
。
）

ご
と
に

置
くべ

き
福

祉
用

具
専

門
相

談

員
（

介
護

保
険

法
施

行
令

第
四

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）

の
員

数
は

、
常

勤
換

算
方

法
で

、
二

以
上

と
す

る
。

2
 　

指
定

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
が

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

る
場

合
で

あ
っ
て

、

当
該

指
定

に
係

る
事

業
と
指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

事
業

と
が

同
一

の
事

業
所

に
お

い
て

一
体

的
に

運
営

さ
れ

て
い

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

業
者

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

掲
げ

る
規

定

に
基

づ
く人

員
に

関
す

る
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

も
っ
て

、
前

項
に

規
定

す
る

基
準

を
満

た
し

て
い

る
も

の
と
み

な
す

こ

と
が

で
き

る
。

一
 　

指
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
（

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
条

例
第

二
百

四
十

条

第
一

項
 に

規
定

す
る

指
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
を

い
う
。
以

下
同

じ
。
）

　
指

定
介

護
予

防

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
条

例
第

二
百

四
十

条
第

一
項

二
 　

指
定

特
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

販
売

事
業

者
（

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
条

例
第

二
百

五

十
七

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
指

定
特

定
介

護
予

防
福

祉
用

具
販

売
事

業
者

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）

　
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

第
条

例
第

二
百

五
十

七
条

第
一

項

三
 　

指
定

特
定

福
祉

用
具

販
売

事
業

者
　
第

二
百

六
十

八
条

第
一

項

（
管

理
者

）

・
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

は
、
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

ご
と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

の
管

理
上

支
障

が
な

い
場

合

は
、
当

該
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

の
他

の
職

務
に

従
事

し
、
又

は
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他

の
事

業
所

、

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と
す

る
。

○
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

が
常

勤
換

算
方

法
で

2
以

上
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

参
考

：
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

の
経

過
措

置
の

終
了

に
つ

い
て

　
平

成
2
7
年

度
の

介
護

保
険

制
度

改
正

に
伴

い
、
平

成
2
7
年

4
月

1
日

よ
り
、
　
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、
介

護
職

員
養

成
研

修
修

了
者

（
介

護
職

員
基

礎
研

修
課

程
・1

級
課

程
・2

級
課

程
の

修
了

者
、
介

護
職

員
初

任
者

研
修

課
程

の
修

了
者

）
を

要
件

か
ら

除
き

、
福

祉
用

具
に

関
す

る
知

識
を

有
し

て
い

る
国

家
資

格
保

有
者

及
び

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
指

定
講

習
修

了
者

に
限

定
さ

れ
る

に
あ

た
り
、
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

時
点

で
、
介

護
職

員
養

成
研

修
修

了
者

（
介

護
職

員
基

礎
研

修
課

程
・1

級
課

程
・2

級
課

程
修

了
者

、
介

護
職

員
初

任
者

研
修

修
了

者
）

が
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

と
し

て
助

言
を

行
っ
て

選
定

さ
れ

た
福

祉
用

具
の

貸

与
又

は
販

売
に

つ
い

て
は

、
期

間
限

定
で

引
き

続
き

有
効

で
あ

る
と
の

経
過

措
置

が
取

ら
れ

て
い

た
が

、
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

を
も

っ
て

終
了

し
て

い
る

。

福
祉

用
具

貸
与

・介
護

予

防
福

祉
用

具
貸

与

福
祉

用
具

販
売

・介
護

予

防
福

祉
用

具
販

売

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
の

行
う
福

祉
用

具
貸

与
の

方
針

は
、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

一
　
指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

提
供

に
当

た
っ
て

は
、
福

祉
用

具
貸

与
計

画
に

基
づ

き
、
福

祉
用

具
が

適
切

に

選
定

さ
れ

、
か

つ
、
使

用
さ

れ
る

よ
う
、
専

門
的

知
識

に
基

づ
き

相
談

に
応

じ
る

と
と
も

に
、
目

録
等

の
文

書
を

示
し

て
福

祉
用

具
の

機
能

、
使

用
方

法
、
利

用
料

、
全

国
平

均
貸

与
価

格
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
し

、
個

別
の

福
祉

用
具

の
貸

与
に

係
る

同
意

を
得

る
も

の
と
す

る
。

二
～

五
　
省

略

六
　
指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

提
供

に
当

た
っ
て

は
、
同

一
種

目
に

お
け

る
機

能
又

は
価

格
帯

の
異

な
る

複
数

の

福
祉

用
具

に
関

す
る

情
報

を
利

用
者

に
提

供
す

る
も

の
と
す

る
。

○
全

国
平

均
貸

与
価

格
に

関
す

る
情

報
が

提
供

さ
れ

て
い

な
い

。

○
同

一
種

目
に

お
け

る
機

能
又

は
価

格
帯

の
異

な
る

複
数

の
福

祉
用

具
に

関
す

る
情

報
が

提
供

さ
れ

て
い

な
い

。

○
特

に
福

祉
用

具
貸

与
計

画
の

更
新

時
に

上
記

の
情

報
が

提
供

さ
れ

て
い

な
い

。

全
国

平
均

貸
与

価
格

に
関

す
る

情
報

の
提

供
は

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

か
ら

適
用

。

　
参

考
：

貸
与

価
格

の
上

限
の

公
表

に
つ

い
て

１
　
基

準
の

性
格

　
基

準
に

お
い

て
は

、
福

祉
用

具
の

貸
与

価
格

が
、
当

該
福

祉
用

具
の

全
国

平
均

貸
与

価
格

に
当

該
福

祉
用

具
の

全
て

の
貸

与
価

格
の

標
準

偏
差

を
加

え
る

こ
と
で

算

出
さ

れ
る

額
（

以
下

「貸
与

価
格

の
上

限
」と

い
う
。
）

を
超

え
な

い
こ

と
と
し

て
い

る
。
こ

れ
を

超
え

て
福

祉
用

具
貸

与
を

行
っ
た

場
合

、
福

祉
用

具
貸

与
費

は
算

定
し

な

い
。

２
　
運

用
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項

(1
)　

商
品

ご
と
の

全
国

平
均

貸
与

価
格

の
公

表
及

び
貸

与
価

格
の

上
限

設
定

に
つ

い
て

は
、
平

成
3
0
年

1
0
月

か
ら

適
用

す
る

。
平

成
3
1
年

度
以

降
、
新

商
品

に
つ

い
て

も
、
3
月

に
1
度

の
頻

度
で

同
様

の
取

扱
い

と
す

る
。

(2
)　

公
表

さ
れ

た
全

国
平

均
貸

与
価

格
及

び
設

定
さ

れ
た

貸
与

価
格

の
上

限
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
1
年

度
以

降
、
お

お
む

ね
1
年

に
1
度

の
頻

度
で

見
直

し
を

行
う
。

(3
)　

全
国

平
均

貸
与

価
格

の
公

表
及

び
貸

与
価

格
の

上
限

設
定

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、
月

平
均

1
0
0
件

以
上

の
貸

与
件

数
と
な

っ
た

こ
と
が

あ
る

商
品

に
つ

い
て

適
用

す
る

。

(4
)　

(1
)か

ら
(3

)に
つ

い
て

は
、
施

行
後

の
実

態
も

踏
ま

え
つ

つ
、
実

施
し

て
い

くこ
と
と
す

る
。

（
参

照
：

福
祉

用
具

貸
与

及
び

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

の
基

準
に

つ
い

て
［

平
成

3
0
年

3
月

2
2
日

　
老

高
発

0
3
2
2
第

1
号

］
）

※
全

国
平

均
貸

与
価

格
及

び
上

限
価

格
が

適
用

さ
れ

る
商

品
及

び
そ

の
価

格
の

掲
載

先
に

つ
い

て

　
掲

載
先

（
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

）
h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.j

p
/s

tf
/s

e
is

a
k
u
n
it
su

it
e
/b

u
n
y
a
/0

0
0
0
2
1
2
3
9
8
.h

tm
l
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福
祉

用
具

貸
与

・介
護

予

防
福

祉
用

具
貸

与

福
祉

用
具

販
売

・介
護

予

防
福

祉
用

具
販

売

【運
営

に
関

す
る

基
準

】

　
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、
福

祉
用

具
貸

与
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、
当

該
福

祉
用

具
貸

与
計

画
を

利

用
者

及
び

当
該

利
用

者
に

係
る

介
護

支
援

専
門

員
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○
介

護
支

援
専

門
員

に
福

祉
用

具
貸

与
計

画
を

交
付

し
て

い
な

い
。
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居
宅

介
護

支
援

事
業

項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

人
員

に
関

す
る

基
準

第
２

条
　
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、
当

該
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

ご
と
に

一
以

上
の

員
数

の

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
提

供
に

当
た

る
介

護
支

援
専

門
員

で
あ

っ
て

常
勤

で
あ

る
も

の
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

２
　
前

項
に

規
定

す
る

員
数

の
基

準
は

、
利

用
者

の
数

が
三

十
五

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

一
と
す

る
。

第
３

条
　
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

ご
と
に

常
勤

の
管

理
者

を
置

か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

2
　
管

理
者

は
、
主

任
介

護
支

援
専

門
員

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
主

任
介

護
支

援
専

門
員

の
確

保
が

著
し

く困
難

で
あ

る
等

や
む

を
得

な
い

理
由

が
あ

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
介

護
支

援
専

門
員

（
主

任
介

護
支

援

専
門

員
を

除
く
。
）

を
前

項
に

規
定

す
る

管
理

者
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
【適

用
の

猶
予

】令
和

３
年

３
月

3
1
日

時
点

で
主

任
介

護
支

援
専

門
員

で
な

い
者

が
管

理
者

で
あ

る
居

宅

介
護

支
援

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
当

該
管

理
者

が
管

理
者

で
あ

る
限

り
、
管

理
者

を
主

任
介

護
支

援
専

門
員

と
す

る
要

件
の

適
用

を
令

和
９

年
３

月
3
1
日

ま
で

猶
予

す
る

。

3
　
管

理
者

は
、
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

者
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
次

に
掲

げ
る

場
合

は
、
こ

の
限

り

で
な

い
。

一
　
管

理
者

が
そ

の
管

理
す

る
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

の
職

務
に

従
事

す
る

場

合 二
　
管

理
者

が
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他

の
事

業
所

の
職

務
に

従
事

す
る

場
合

(そ
の

管
理

す
る

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
の

管
理

に
支

障
が

な
い

場
合

に
限

る
。
)

○
利

用
者

の
数

が
 3

5
 人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

介
護

支
援

専
門

員
を

増
や

す
こ

と
。

五
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

の
開

始
に

当
た

っ
て

は
、
利

用
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

よ
う
、
当

該
地

域
に

お
け

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用

料
等

の
情

報
を

適
正

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

提
供

す
る

も
の

と
す

る
。

○
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

の
開

始
に

際
し

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
、
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
文

書
を

交
付

の
上

、
説

明
を

行
う
と
と
も

に
、
そ

れ
を

理
解

し
た

こ
と
に

つ
い

て
利

用
者

か
ら

署
名

を
得

て
い

な
か

っ
た

。

・複
数

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
を

紹
介

す
る

よ
う
求

め
る

こ
と
が

で
き

る
こ

と

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
た

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
選

定
理

由
の

説
明

を
求

め
る

こ
と
が

で
き

る
こ

と

六
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

に
当

た
っ
て

は
、
適

切
な

方
法

に
よ

り
、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
既

に
提

供
を

受
け

て
い

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
等

の
評

価
を

通
じ

て
利

用
者

が
現

に
抱

え
る

問
題

点
を

明
ら

か
に

し
、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と
が

で
き

る
よ

う
に

支
援

す
る

上
で

解
決

す
べ

き
課

題
を

把
握

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【課
題

分
析

の
実

施
】

○
課

題
分

析
に

不
備

が
あ

る
。

○
課

題
分

析
標

準
項

目
す

べ
て

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
な

い
。

○
認

定
調

査
票

を
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

代
え

て
い

る
。

○
課

題
分

析
標

準
項

目
に

よ
ら

な
い

方
法

に
よ

り
課

題
分

析
を

実
施

し
て

い
る

。

○
居

宅
を

訪
問

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

っ
て

い
な

い
。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

時
・更

新
認

定
時

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
、
も

し
くは

記
録

が
無

い
。
変

更
の

あ
っ
た

項
目

の
み

を
記

録
に

残
し

て
い

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
居

宅
（

現
に

居
住

し
て

い
る

場
所

で
あ

っ
て

、
家

族
や

親
戚

等
の

居
宅

で
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ
て

は
当

該
居

宅
）

に
お

け
る

住
居

環
境

、
地

理
的

状
況

、
段

差
を

は
じ

め
と
す

る
生

活
環

境
な

ど
も

踏
ま

え
て

行
う
こ

と
か

ら
、
原

則
と
し

て
居

宅
を

訪
問

し
、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
面

接
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

運
営

に
関

す
る

基
準
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

七
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
前

号
に

規
定

す
る

解
決

す
べ

き
課

題
の

把
握

(以
下

「
ア

セ
ス

メ
ン

ト
」と

い
う
。
)に

当
た

っ
て

は
、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
面

接
し

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ

の

場
合

に
お

い
て

、
介

護
支

援
専

門
員

は
、
面

接
の

趣
旨

を
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
対

し
て

十
分

に
説

明
し

、

理
解

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

八
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
利

用
者

の
希

望
及

び
利

用
者

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

に
基

づ
き

、
利

用

者
の

家
族

の
希

望
及

び
当

該
地

域
に

お
け

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

が
提

供
さ

れ
る

体
制

を
勘

案
し

て
、
当

該

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
よ

り
把

握
さ

れ
た

解
決

す
べ

き
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
最

も
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
組

合
せ

に
つ

い

て
検

討
し

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、
総

合
的

な
援

助
の

方
針

、
生

活
全

般
の

解
決

す

べ
き

課
題

、
提

供
さ

れ
る

サ
ー

ビ
ス

の
目

標
及

び
そ

の
達

成
時

期
、
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

、
内

容
及

び
利

用
料

並
び

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
】

１
．

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
（

第
1
表

）
に

つ
い

て

○
通

院
等

乗
降

介
助

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

○
生

活
援

助
中

心
型

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

２
．

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
(第

2
表

)に
つ

い
て

○
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
具

体
的

に
捉

え
ら

れ
て

い
な

い
。

○
長

期
、
短

期
目

標
が

設
定

さ
れ

て
い

な
い

。

○
長

期
、
短

期
目

標
の

内
容

や
目

標
達

成
ま

で
の

期
間

が
同

じ
で

あ
る

。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

援
助

期
間

が
過

ぎ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

更
新

し
て

い
な

い
。

○
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。

○
 院

内
介

助
の

必
要

性
が

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
お

け
る

短
期

目
標

は
、
解

決
す

べ
き

課
題

及
び

長
期

目
標

に
段

階
的

に
対

応
し

、
解

決
に

結
び

つ
け

る
も

の
と
し

、
長

期
、
短

期
目

標
と
も

わ
か

り

や
す

い
具

体
的

な
表

現
と
す

る
こ

と
。
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

目
標

が
曖

昧
だ

と
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

の
個

別
計

画
書

の
目

標
も

曖
昧

に
な

り
が

ち
で

あ
る

。
評

価
を

す

る
こ

と
で

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ
プ

し
て

い
け

る
よ

う
な

目
標

の
設

定
が

必
要

で
あ

る
。

・利
用

者
の

日
常

生
活

全
般

を
支

援
す

る
観

点
か

ら
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

（
医

療
、
配

食
サ

ー
ビ

ス
等

）
に

つ
い

て
も

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
る

よ
う
努

め
る

こ

と
。

九
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

(介
護

支
援

専
門

員
が

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
の

た

め
に

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
参

加
を

基
本

と
し

つ
つ

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
た

指
定

居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
担

当
者

(以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「
担

当
者

」と
い

う
。
)を

召
集

し
て

行
う
会

議
を

い
う
。
以

下
同

じ
。
)の

開
催

に
よ

り
、
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
担

当
者

と
共

有
す

る
と
と
も

に
、
当

該
居

宅
サ

ー
ビ

ス

計
画

の
原

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
担

当
者

か
ら

、
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意
見

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
、
担

当
者

に
対

す
る

照
会

等
に

よ
り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す

る
。

【サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

】

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
前

に
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
原

案
を

作
成

し
て

い
な

い
。

○
認

定
情

報
の

主
治

医
意

見
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

特
記

事
項

の
情

報
共

有
の

不
十

分
さ

が
み

ら
れ

る
。

○
利

用
者

が
利

用
す

る
全

て
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
を

召
集

し
て

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
担

当
者

と
共

有
す

る
と
と
も

に
、

当
該

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
原

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

か
ら

の
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意
見

を
求

め
て

い
な

い
。
（

た
だ

し
、
や

む
を

得
な

い
事

情
の

あ
る

場
合

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
対

す
る

意
見

照
会

に
よ

り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

出
来

る
。
）

ま
た

、
そ

の
結

果
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

（
や

む
を

得
な

い
場

合
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
）

が
、
更

新
認

定
時

や
区

分
変

更
認

定
時

に
行

わ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
計

画

の
変

更
の

必
要

性
の

意
見

を
求

め
た

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

十
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
た

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
い

て
、
保

険
給

付
の

対
象

と
な

る
か

ど
う
か

を
区

分
し

た
上

で
、
当

該
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
文

書
に

よ
り
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

十
一

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、
当

該
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

利
用

者
及

び
担

当
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

十
二

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

た
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

て
、
訪

問
介

護
計

画
等

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
に

お
い

て
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

計
画

の
提

出
を

求
め

る
も

の
と
す

る
。

【居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
説

明
、
同

意
】

○
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

の
開

始
に

際
し

、
説

明
日

、
同

意
日

が
空

欄
と
な

っ
て

い
る

。

【居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
交

付
】

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

利
用

者
及

び
利

用
者

が
利

用
す

る
、
す

べ
て

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
交

付
さ

れ
て

い
な

い
。

○
同

一
法

人
で

同
じ

場
所

に
併

設
さ

れ
る

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

担
当

者
へ

の
交

付
を

省
略

し
て

い
る

。

○
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

て
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

の
提

出
を

求
め

て
い

な
い

。

〇
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

を
受

領
し

て
い

る
が

、
内

容
を

確
認

し
て

お
ら

ず
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

の
内

容
と
の

相
違

が
見

受
け

ら
れ

る
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・原
則

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
前

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
（

利
用

者
の

同
意

の
あ

る
も

の
）

を
す

べ
て

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
担

当
者

に
交

付
す

る
こ

と
。

・担
当

者
に

対
す

る
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

提
出

依
頼

を
行

う
こ

と
。

運
営

に
関

す
る

基
準

「介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
の
様
式
及
び
課
題
分
析
標
準
項
目
の
提
示
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
令
和
３
年
３
月
３
１
日
介
護
保
険
最
新
情
報
V
o
l.

９
５
８
）に
よ
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
標
準
様
式
及
び
記
載
要
領
が
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

十
三

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

後
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
）

を
行

い
、
必

要
に

応
じ

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

と
の

連
絡

調
整

そ
の

他
の

便
宜

の
提

供
を

行
う
も

の
と
す

る
。

十
四

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
前

号
に

規
定

す
る

実
施

状
況

の
把

握
(以

下
「
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
」と

い
う
。
)に

当
た

っ

て
は

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と
し

、
特

段
の

事
情

の
な

い
限

り
、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

イ
　
少

な
くと

も
一

月
に

一
回

、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、
利

用
者

に
面

接
す

る
こ

と
。

ロ
　
少

な
くと

も
一

月
に

一
回

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

を
記

録
す

る
こ

と
。

【モ
ニ

タ
リ
ン

グ
】

○
１

月
に

１
回

以
上

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

○
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

、
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
い

な
い

。

○
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

記
録

に
不

備
が

あ
る

。

○
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

捉
え

ら
れ

て
い

な
い

。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

変
更

す
る

に
至

っ
た

経
過

や
原

因
等

が
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・ 
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

お
い

て
は

、
利

用
者

の
有

す
る

解
決

す
べ

き
課

題
に

即
し

た
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
組

み
合

わ
せ

て
利

用
者

に
提

供
し

続
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

・ 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
作

成
後

も
、
少

な
くと

も
１

月
に

１
回

は
利

用
者

の
居

宅
で

面
接

を
行

い
、
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

に
変

化
が

な
い

か
ど
う
か

を
把

握
し

、
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

認
め

ら
れ

る
場

合
、
必

要
に

応
じ

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

等
が

必
要

と
な

る
。

①
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
意

向
・満

足
度

等

②
援

助
目

標
の

達
成

度

③
事

業
者

と
の

調
整

内
容

④
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
必

要
性

等

こ
れ

ら
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

記
述

が
な

い
状

況
で

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
必

要
性

が
不

明
な

た
め

、
不

十
分

で
あ

る
。
ま

た
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
で

定
め

た
援

助
目

標
が

達
成

さ
れ

て
い

る
か

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

は
適

切
で

あ
る

か
等

を
検

証
し

た
結

果
の

記
録

が
必

要
で

あ
る

。

十
五

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
次

に
掲

げ
る

場
合

に
お

い
て

は
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
に

よ
り
、
居

宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
の

必
要

性
に

つ
い

て
、
担

当
者

か
ら

、
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意
見

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
、
担

当
者

に
対

す
る

照
会

等
に

よ
り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と
す

る
。

イ
　
要

介
護

認
定

を
受

け
て

い
る

利
用

者
が

法
第

二
十

八
条

第
二

項
に

規
定

す
る

要
介

護
更

新
認

定
を

受
け

た
場

合

ロ
　
要

介
護

認
定

を
受

け
て

い
る

利
用

者
が

法
第

二
十

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

要
介

護
状

態
区

分
の

変
更

の
認

定
を

受
け

た
場

合

十
六

　
第

三
号

か
ら

第
十

二
号

ま
で

の
規

定
は

、
第

十
三

号
に

規
定

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

つ
い

て

準
用

す
る

。

【居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
】

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

時
に

再
度

ア
セ

ス
メ

ン
ト

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

意
見

照
会

等
を

行
っ
て

い
な

い
。

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

に
際

し
、
必

要
な

手
続

き
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

○
新

た
に

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
る

種
類

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
追

加
や

終
了

、
福

祉
用

具
貸

与
の

品
目

の
追

加
等

を
「軽

微
な

変
更

」と
み

な
し

、
居

宅
サ

ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
及

び
そ

の
必

要
な

手
続

き
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

際
し

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
実

施
す

る
こ

と
。

①
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、
利

用
者

及
び

家
族

に
面

接
し

て
、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

す
る

こ
と
。

②
利

用
者

の
希

望
及

び
利

用
者

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
家

族
の

希
望

及
び

地
域

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
が

提
供

さ
れ

る
体

制

を
勘

案
し

て
、
解

決
す

べ
き

課
題

に
対

応
す

る
た

め
の

最
も

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
の

組
み

合
わ

せ
に

つ
い

て
検

討
し

た
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

を
作

成
す

る
こ

と
。

③
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
等

に
よ

り
、
担

当
者

か
ら

専
門

的
な

見
地

か
ら

の

意
見

を
求

め
る

こ
と
。

④
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

原
案

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
文

書
に

よ
り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

こ
と
。

⑤
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

つ
い

て
、
利

用
者

か
ら

同
意

を
得

た
と
き

は
、
遅

滞
な

く利
用

者
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

担
当

者
へ

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
交

付
す

る
こ

と
。

参
考
：
介
護
保
険
最
新
情
報
V
o
l.
1
5
5
（
平
成
2
2
年
7
月
3
0
日
）

四
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

に
当

た
っ
て

は
、
利

用
者

の
日

常
生

活
全

般
を

支
援

す
る

観
点

か
ら

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

（
法

第
2
4
条

第
2
項

に
規

定
す

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。
）

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
、
当

該
地

域
の

住
民

に
よ

る
自

発
的

な
活

動
に

よ

る
サ

ー
ビ

ス
等

の
利

用
も

含
め

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

に
位

置
付

け
る

よ
う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

十
七

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
適

切
な

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

及
び

福
祉

サ
ー

ビ
ス

が
総

合
的

か
つ

効
率

的
に

提

供
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

も
、
利

用
者

が
そ

の
居

宅
に

お
い

て
日

常
生

活
を

営
む

こ
と
が

困
難

と
な

っ
た

と
認

め
る

場

合
又

は
利

用
者

が
介

護
保

険
施

設
へ

の
入

院
又

は
入

所
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
介

護
保

険
施

設
へ

の
紹

介

そ
の

他
の

便
宜

の
提

供
を

行
う
も

の
と
す

る
。

【総
合

的
な

計
画

の
作

成
】

○
保

健
医

療
福

祉
サ

ー
ビ

ス
及

び
家

族
や

地
域

等
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
支

援
を

含
め

た
、
総

合
的

な
計

画
と
な

っ
て

い
な

い
。

（
ポ

イ
ン

ト
）

適
切

な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
い

て
は

、
家

族
や

親
族

等
に

よ
る

介
護

、
保

健
所

又
は

保
健

セ
ン

タ
ー

な
ど
に

よ
る

保
健

指
導

、
配

食
サ

ー
ビ

ス
な

ど
の

市
町

村
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

、
近

隣
住

民
や

民
生

委
員

な
ど
に

よ
る

見
守

り
の

状
況

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど
に

よ
る

施
設

職
員

の
見

守
り
な

ど
、
利

用
者

の
支

援
に

か
か

わ
る

様
々

な

機
関

や
個

人
と
の

連
携

が
必

要
で

あ
り
、
こ

れ
ら

の
情

報
を

総
合

的
に

把
握

し
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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す
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

十
九

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
利

用
者

が
訪

問
看

護
、
通

所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
等

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を

希
望

し
て

い
る

場
合

そ
の

他
必

要
な

場
合

に
は

、
利

用
者

の
同

意
を

得
て

主
治

の
医

師
等

の
意

見
を

求
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

十
九

の
二

　
前

号
の

場
合

に
お

い
て

、
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、
当

該

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
主

治
の

医
師

等
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【主
治

医
等

の
意

見
等

】

○
主

治
の

医
師

等
に

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
交

付
し

て
い

な
い

。

○
交

付
し

た
こ

と
が

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・主
治

の
医

師
等

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

交
付

し
た

際
は

、
そ

の
こ

と
が

確
認

で
き

る
記

録
を

残
す

こ
と
。

・交
付

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
対

面
の

ほ
か

、
郵

送
や

メ
ー

ル
等

に
よ

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

。

・意
見

を
求

め
る

「主
治

の
医

師
等

」に
つ

い
て

は
、
要

介
護

認
定

の
申

請
の

た
め

に
主

治
医

意
見

書
を

記
載

し
た

医
師

に
限

定
さ

れ
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と
。

二
十

　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

訪
問

看
護

、
通

所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
等

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
を

位
置

付
け

る
場

合
に

あ
っ
て

は
、
当

該
医

療
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

主
治

の
医

師
等

の
指

示
が

あ
る

場
合

に
限

り
こ

れ
を

行
う
も

の
と
し

、
医

療
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
を

位
置

付
け

る
場

合
に

あ
っ
て

は
、
当

該
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
主

治
の

医
師

等
の

医
学

的
観

点
か

ら
の

留
意

事
項

が
示

さ
れ

て
い

る
と
き

は
、
当

該

留
意

点
を

尊
重

し
て

こ
れ

を
行

う
も

の
と
す

る
。

【主
治

医
等

の
意

見
等

】

○
医

療
サ

ー
ビ

ス
（

訪
問

看
護

、
訪

問
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
、
通

所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョン
、
居

宅
療

養
管

理
指

導
、
短

期
入

所
療

養
介

護
、
定

期
巡

回
・随

時
対

応
型

訪

問
介

護
看

護
（

訪
問

看
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
に

限
る

。
）

及
び

「看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
（

訪
問

看
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
に

限
る

）
を

位
置

付
け

る
際

に
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
認

め
た

主
治

の
医

師
等

の
指

示
内

容
（

サ
ー

ビ
ス

の
必

要
性

、
具

体
的

な
実

施
方

法
、
実

施
期

間
等

）
を

確
認

し
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・医
療

系
サ

ー
ビ

ス
を

位
置

付
け

る
際

は
、
予

め
利

用
者

の
同

意
を

得
て

主
治

の
医

師
等

の
意

見
を

求
め

る
こ

と
。

二
十

二
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

福
祉

用
具

貸
与

を
位

置
付

け
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

利
用

の
妥

当
性

を
検

討
し

、
当

該
計

画
に

福
祉

用
具

貸
与

が
必

要
な

理
由

を
記

載
す

る
と
と
も

に
、
必

要

に
応

じ
て

随
時

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

し
、
継

続
し

て
福

祉
用

具
貸

与
を

受
け

る
必

要
性

に
つ

い
て

検
証

を
し

た
上

で
、
継

続
し

て
福

祉
用

具
貸

与
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

そ
の

理
由

を
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

二
十

三
　
介

護
支

援
専

門
員

は
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

特
定

福
祉

用
具

販
売

を
位

置
付

け
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
そ

の
利

用
の

妥
当

性
を

検
討

し
、
当

該
計

画
に

特
定

福
祉

用
具

販
売

が
必

要
な

理
由

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

福
祉

用
具

貸
与

・特
定

福
祉

用
具

販
売

の
計

画
へ

の
反

映
】

○
福

祉
用

具
貸

与
・特

定
福

祉
用

具
販

売
を

位
置

づ
け

る
場

合
に

、
そ

の
必

要
性

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

・福
祉

用
具

貸
与

（
貸

与
と
い

う
）

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

（
販

売
と
い

う
）

に
つ

い
て

、
必

要
性

を
十

分
に

検
討

せ
ず

に
選

定
し

た
場

合
、
利

用
者

の
自

立
支

援

が
阻

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

検
討

の
経

過
を

記
録

す
る

こ
と
。
こ

の
た

め
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

貸
与

及
び

販
売

を
位

置
づ

け
る

場
合

に
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、
当

該
計

画
に

そ
の

必
要

性
を

記
載

す
る

こ
と
。

な
お

貸
与

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

て
随

時
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、
利

用
者

が
継

続
し

て
貸

与
を

受
け

る
必

要
性

に
つ

い
て

検
証

し
、
必

要
性

が
あ

る
場

合

に
は

そ
の

理
由

を
再

び
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

記
載

す
る

こ
と
。

・軽
度

者
（

要
介

護
１

、
要

支
援

２
、
要

支
援

１
）

に
貸

与
を

位
置

づ
け

る
場

合
に

は
「厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

利
用

者
等

」（
平

成
2
7
年

厚

生
労

働
省

告
示

第
9
4
号

）
第

3
1
号

の
イ

で
定

め
る

状
態

像
の

利
用

者
で

あ
る

こ
と
を

確
認

す
る

た
め

、
当

該
軽

度
者

の
「要

介
護

認
定

等
基

準
時

間
の

推
計

の
方

法
」別

表
第

１
の

調
査

票
に

つ
い

て
必

要
な

部
分

（
実

施
日

時
、
調

査
対

象
者

等
の

時
点

の
確

認
及

び
本

人
確

認
が

で
き

る
部

分
並

び
に

基
本

調
査

の
回

答
で

当
該

軽
度

者
の

状
態

像
の

確
認

が
必

要
な

部
分

）
の

写
し

を
市

町
村

か
ら

入
手

す
る

こ
と
。
た

だ
し

、
当

該
軽

度
者

が
こ

れ
ら

の
結

果
を

介
護

支
援

専
門

員
に

提
示

す
る

こ
と

に
、
あ

ら
か

じ
め

同
意

し
て

い
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
当

該
軽

度
者

の
調

査
票

の
写

し
を

本
人

に
情

報
開

示
さ

せ
そ

れ
を

入
手

す
る

こ
と
。
さ

ら
に

、
介

護
支

援
専

門
員

は

当
該

軽
度

者
の

調
査

票
の

写
し

を
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
提

示
す

る
こ

と
に

同
意

を
得

た
上

で
、
入

手
し

た
調

査
票

の
写

し
に

つ
い

て
、
そ

の
内

容
が

確
認

で
き

る
文

書
を

指
定

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
へ

送
付

す
る

こ
と
。

第
１

７
条

　
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
管

理
者

は
、
当

該
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

そ
の

他
の

従
業

者
の

管
理

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

利
用

の
申

し
込

み
に

係
る

調
整

、
業

務
の

実

施
状

況
の

把
握

そ
の

他
の

管
理

を
一

元
的

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
管

理
者

は
、
当

該
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
法

令
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
も

の
と
す

る
。

【管
理

者
の

責
務

】

○
管

理
者

の
責

務
を

果
た

し
て

い
な

い
。

○
管

理
者

が
各

介
護

支
援

専
門

員
の

業
務

の
実

施
状

況
を

把
握

で
き

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

①
従

業
者

の
管

理
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

利
用

の
申

し
込

み
に

係
る

調
整

、
業

務
の

実
施

状
況

の
把

握
を

一
元

的
に

行
う
こ

と
。

②
従

業
者

に
基

準
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
の

必
要

な
指

揮
命

令
を

行
う
こ

と
。

運
営

に
関

す
る

基
準
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

【
特

定
事

業
所

集
中

減
算

】

 判
定

期
間

が
前

期
の

場
合

に
つ

い
て

は
9
月

1
5
日

ま
で

に
、
判

定
期

間
が

後
期

の
場

合
に

つ
い

て
は

3
月

1
5
日

ま
で

に
、
す

べ
て

の
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
必

要
事

項
を

記
載

し
た

書
類

を
作

成
し

、
算

定
の

結
果

8
0
％

を

超
え

た
場

合
に

つ
い

て
は

当
該

書
類

を
所

管
庁

に
提

出
す

る
こ

と
。

〇
特

定
事

業
所

集
中

減
算

の
確

認
を

行
っ
て

い
な

い
。

〇
確

認
の

結
果

、
所

定
の

割
合

を
超

え
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
正

当
な

理
由

が
あ

る
と
勝

手
に

判
断

し
、
所

管
庁

へ
の

提
出

を
行

っ
て

い
な

い
。

○
特

定
事

業
所

集
中

減
算

に
つ

い
て

、
必

要
事

項
を

記
載

し
た

書
類

を
作

成
し

、
算

定
の

結
果

8
0
％

を
超

え
た

場
合

に
つ

い
て

は
当

該
書

類
を

所
管

庁
に

提
出

す
る

こ

と
。
ま

た
、
8
0
％

を
超

え
な

か
っ
た

場
合

に
つ

い
て

も
、
当

該
書

類
を

５
年

間
保

存
す

る
こ

と
。

○
8
0
％

を
超

え
た

サ
ー

ビ
ス

の
み

提
出

し
て

い
る

。

○
提

出
期

限
内

の
提

出
が

徹
底

さ
れ

て
い

な
い

。

【
運

営
基

準
減

算
】

大
臣

基
準

告
示

第
8
2
号

（
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
）

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

合
は

、
所

定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
5
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

す
る

。

ま
た

、
運

営
基

準
減

算
が

２
月

以
上

継
続

し
て

い
る

場
合

に
は

、
所

定
単

位
数

を
算

定
し

な
い

。

◎
利

用
者

自
身

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

１
　
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

の
開

始
に

際
し

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
に

対
し

て
、

・
利

用
者

は
複

数
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

を
紹

介
す

る
よ

う
求

め
る

こ
と
が

で
き

る
こ

と

・
利

用
者

は
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

た
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

選
定

理
由

の
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と

に
つ

い
て

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
っ
て

い
な

い
場

合
に

は
、
契

約
月

か
ら

当
該

状
態

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
の

前
月

ま
で

減
算

す
る

。

◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

新
規

作
成

及
び

変
更

1
 居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

新
規

作
成

及
び

そ
の

変
更

に
当

た
っ
て

は
、
次

の
場

合
に

減
算

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ

と
。

①
 当

該
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

が
、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
面

接
し

て

い
な

い
場

合
に

は
、
当

該
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

係
る

月
（

以
下

「
当

該
月

」と
い

う
。
）

か
ら

当
該

状
態

が
解

消

さ
れ

る
に

至
っ
た

月
の

前
月

ま
で

減
算

す
る

。

②
 当

該
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

が
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
等

を
行

っ
て

い
な

い
場

合
（

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

く。
以

下
同

じ
。
）

に
は

、
当

該
月

か
ら

当
該

状
態

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

前
月

ま
で

減
算

す
る

。

○
以

下
の

減
算

事
由

に
該

当
し

て
い

る
が

、
所

定
単

位
の

1
0
0
分

の
5
0
に

相
当

す
る

単
位

数
で

算
定

し
て

い
な

い
。

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
に

当
た

り
、
利

用
者

か
ら

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

て
、
複

数
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
紹

介
を

求
め

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
こ

と

を
、
文

書
を

交
付

し
て

説
明

し
て

い
な

い
。

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

原
案

に
位

置
付

け
た

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
選

定
理

由
の

説
明

を
求

め
る

こ
と
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

、
文

書
を

交
付

し
て

説
明

し
て

い
な

い
。

・ア
セ

ス
メ

ン
ト

時
に

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

及
び

家
族

に
面

接
し

て
い

な
い

。

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
新

規
作

成
及

び
変

更
作

成
時

に
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
等

に
よ

り
、
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意

見
を

求
め

て
い

な
い

。

・居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
利

用
者

及
び

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

交
付

し
て

い
な

い
。

・モ
ニ

タ
リ
ン

グ
に

お
い

て
、
少

な
くと

も
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
利

用
者

に
面

接
し

て
い

な
い

。

・少
な

くと
も

１
月

に
１

回
以

上
、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

・更
新

認
定

・区
分

変
更

を
受

け
た

利
用

者
に

対
す

る
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見

照
会

に
よ

り
、
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意
見

を
求

め
て

い
な

い
。

○
運

営
基

準
減

算
に

該
当

す
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
初

回
加

算
を

算
定

し
て

い
る

。

○
運

営
基

準
減

算
が

2
月

以
上

継
続

し
て

い
る

場
合

は
所

定
単

位
数

を
算

定
で

き
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
算

定
し

て
い

る
。

◎
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

2
 次

に
掲

げ
る

場
合

に
お

い
て

は
、
当

該
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

が
、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

行
っ

て
い

な
い

と
き

に
は

、
当

該
月

か
ら

当
該

状
態

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
の

前
月

ま
で

減
算

す
る

。

①
　
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

新
規

に
作

成
し

た
場

合

②
　
要

介
護

認
定

を
受

け
て

い
る

利
用

者
が

要
介

護
更

新
認

定
を

受
け

た
場

合

③
　
要

介
護

認
定

を
受

け
て

い
る

利
用

者
が

要
介

護
状

態
区

分
の

変
更

の
認

定
を

受
け

た
場

合

◎
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

3
 居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

後
、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
（

以
下

「モ
ニ

タ
リ
ン

グ
」と

い

う
。
）

に
当

た
っ
て

は
、
次

の
場

合
に

減
算

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
。

①
 当

該
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

が
１

月
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

に
面

接
し

て
い

な
い

場

合
に

は
、
特

段
の

事
情

の
な

い
限

り
、
そ

の
月

か
ら

当
該

状
態

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
の

前
月

ま
で

減
算

す

る
。

②
　
当

該
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

が
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

を
記

録
し

て
い

な
い

状
態

が
1
月

以
上

継
続

す

る
場

合
に

は
、
特

段
の

事
情

の
な

い
限

り
、
そ

の
月

か
ら

当
該

状
態

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
の

前
月

ま
で

減
算

す
る

。

介
護

報
酬

に
関

す
る

事
項

〈令
和

３
年

度
改

正
：

減
算

項
目

追
加

〉

・前
６

月
間

に
当

該
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

に
お

い
て

作
成

さ
れ

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

総
数

の
う
ち

に
訪

問
介

護
、
通

所
介

護
、
福

祉
用

具
貸

与
及

び
地

域
密

着
型

通
所

介
護

が
そ

れ
ぞ

れ
位

置
づ

け
ら

れ
た

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
数

が
占

め
る

割
合

及
び

前
６

月
間

に
当

該
指

定
預

託
介

護
支

援
事

業
所

に
お

い
て

作
成

さ
れ

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
訪

問
介

護
、
通

所
介

護
、
福

祉
用

具
貸

与
及

び
地

域
密

着
型

通
所

介
護

ご
と
の

回
数

の
う
ち

に
同

一
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
又

は
指

定
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

よ
っ
て

提
供

さ
れ

た
も

の
が

占
め

る
割

合
に

つ
い

て
文

書
を

交
付

し
て

説
明

を
行

っ
て

い
な

い
場

合
。
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

【
特

定
事

業
所

加
算

】

大
臣

基
準

告
示

第
8
4
号

（
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
）

に
定

め
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
と
し

て

市
町

村
長

に
届

け
出

た
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

は
、
当

該
基

準
に

掲
げ

る
区

分
に

従
い

、
１

月
に

つ
き

次
に

掲
げ

る
所

定
単

位
数

を
加

算
す

る
。
た

だ
し

、
特

定
事

業
所

加
算

Ⅰ
か

ら
特

定
事

業
所

加
算

Ⅲ
ま

で
に

い

ず
れ

か
の

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、
特

定
事

業
所

加
算

Ⅰ
か

ら
特

定
事

業
所

加
算

Ⅲ
ま

で
の

そ

の
他

の
加

算
は

算
定

し
な

い
。

厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

基
準

（
抜

粋
）

(６
)当

該
指

定
事

業
所

に
お

け
る

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

、
計

画
的

に
研

修
を

実
施

し
て

い
る

こ
と
。

(1
2
)他

の
法

人
が

運
営

す
る

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
と
共

同
で

事
例

検
討

会
、
研

修
会

等
を

実
施

し

て
い

る
こ

と
。

特
定

事
業

所
加

算
制

度
は

、
中

重
度

者
や

支
援

困
難

ケ
ー

ス
へ

の
積

極
的

な
対

応
や

、
専

門
性

の
高

い
人

材
の

確
保

、
医

療
・介

護
連

携
へ

の
積

極
的

な
取

組
等

を

総
合

的
に

実
施

す
る

こ
と
に

よ
り
質

の
高

い
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
る

事
業

所
を

評
価

し
、
地

域
に

お
け

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

質
の

向
上

に
資

す
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
も

の
で

あ
る

。

特
定

事
業

所
加

算
（

Ⅰ
）

、
（

Ⅱ
）

又
は

（
Ⅲ

）
〈
令
和
３
年
度
改
正

：
（

A
)追

加
〉
の

対
象

と
な

る
事

業
所

に
つ

い
て

は
、

・公
正

中
立

性
を

確
保

し
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
主

体
か

ら
も

実
質

的
に

独
立

し
た

事
業

所
で

あ
る

こ
と

・常
勤

か
つ

専
従

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

及
び

介
護

支
援

専
門

員
が

配
置

さ
れ

、
ど
の

よ
う
な

支
援

困
難

ケ
ー

ス
で

も
適

切
に

処
理

で
き

る
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
、

い
わ

ば
モ

デ
ル

的
な

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
で

あ
る

こ
と

【研
修

等
計

画
の

作
成

】

特
定

事
業

所
加

算
Ⅰ

～
Ⅲ

〈
令
和
３
年
度
改
正

：
（

A
)追

加
〉の

算
定

要
件

の
一

部
と
し

て
、

(６
) 

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
に

お
け

る
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、
計

画
的

に
研

修
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

(1
2
)他

の
法

人
が

運
営

す
る

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
と
共

同
で

事
例

検
討

会
、
研

究
会

等
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

　
　
〈
令
和
３
年
度
改
正

：
（

A
)に

つ
い

て
は

、
（

6
）

（
1
2
）

の
要

件
に

つ
い

て
、
連

携
先

事
業

所
と
の

共
同

開
催

に
よ

る
研

修
実

施
も

可
能

で
あ

る
〉

　
が

定
め

ら
れ

て
お

り
、
こ

れ
ら

の
研

修
に

つ
い

て
は

毎
年

度
少

な
くと

も
次

年
度

が
始

ま
る

ま
で

に
次

年
度

の
計

画
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

、
年

度
の

途
中

で
加

算
取

得

の
届

出
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
 届

出
を

行
う
ま

で
に

当
該

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
に

な
っ
て

い
る

が
、
策

定
さ

れ
て

い
な

い
。

※
作

成
い

た
だ

い
た

計
画

に
つ

い
て

の
提

出
の

必
要

は
な

い
が

が
、
事

業
所

で
の

保
管

を
お

願
い

し
ま

す
。
（

保
険

者
の

よ
っ
て

は
、
提

出
を

必
要

と
し

て
い

る
場

合
も

あ
り
ま

す
。
各

所
在

地
保

険
者

へ
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

）

 　
（

改
善

の
ポ

イ
ン

ト
）

様
式

は
任

意
と
な

り
ま

す
が

、
次

の
事

項
の

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

(6
)に

つ
い

て
は

、
介

護
支

援
専

門
員

に
つ

い
て

・個
別

具
体

的
な

研
修

の
目

標

・研
修

の
内

容

・研
修

期
間

・実
施

時
期

 (
1
2
)に

つ
い

て
は

、

・事
例

検
討

会
等

の
内

容

・実
施

時
期

・共
同

で
実

施
す

る
他

事
業

所
（

法
人

）

介
護

報
酬

に
関

す
る

事
項

〈令
和
３
年
度
改
正

：
要

件
追

加
(Ⅰ

)、
(Ⅱ

)、
(Ⅲ

)又
は

(A
)〉

(1
3
)必

要
に

応
じ

て
、
多

様
な

主
体

に
よ

り
提

供
さ

れ
る

利
用

者
の

日
常

生
活

全
般

を
支

援
す

る
サ

ー
ビ

ス
（

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

保
険

医
療

サ
ー

ビ
ス

又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
、
当

該
地

域
の

住
民

に
よ

る
自

発
的

な
活

動
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

等
の

こ
と
）

が
包

括
的

に
提

供
さ

れ
る

よ
う
な

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

て
い

る
こ

と
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項
目

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
3
8
号
）
等
（
抜
粋
）

指
導
し
た
際
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
改
善
ポ
イ
ン
ト

【
退

院
・
退

所
加

算
】

　
病

院
若

し
くは

診
療

所
に

入
院

し
て

い
た

者
又

は
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

若
し

くは
介

護
保

険
施

設
に

入
所

し
て

い
た

者
が

退
院

又
は

退
所

(指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

準
(平

成
1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2
6
号

)別
表

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
介

護
給

付
費

単
位

数
表

の
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

ヨ
又

は
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

に
要

す
る

費
用

の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

(平
成

1
2
年

厚
生

省
告

示
第

2
1
号

)別
表

指
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

等
介

護
給

付
費

単
位

数
表

の
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

ワ
の

在
宅

・
入

所
相

互
利

用
加

算
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く。
)し

、

そ
の

居
宅

に
お

い
て

居
宅

サ
ー

ビ
ス

又
は

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
利

用
者

の

退
院

又
は

退
所

に
当

た
っ
て

、
当

該
病

院
、
診

療
所

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

保
険

施
設

の
職

員
と
面

談
を

行
い

、
当

該
利

用
者

に
関

す
る

必
要

な
情

報
の

提
供

を
受

け
た

上
で

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス

計
画

を
作

成
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
又

は
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
調

整
を

行
っ
た

場
合

(同
一

の

利
用

者
に

つ
い

て
、
当

該
居

宅
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
開

始
月

に
調

整
を

行
う
場

合
に

限
る

。
)に

は
、
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

掲
げ

る
区

分
に

従
い

、
入

院
又

は
入

所
期

間
中

に
つ

き

1
回

を
限

度
と
し

て
所

定
単

位
数

を
加

算
す

る
。
た

だ
し

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
加

算
を

算
定

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、
次

に
掲

げ
る

そ
の

他
の

加
算

は
算

定
し

な
い

。
ま

た
、
初

回
加

算
を

算
定

す
る

場
合

は
、
当

該
加

算
は

算
定

し
な

い
。

病
院

又
は

診
療

所
の

職
員

か
ら

利
用

者
に

か
か

る
必

要
な

情
報

提
供

を
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
よ

り
受

け
る

場
合

に
、

①
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
メ

ン
バ

ー
が

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。

④
「利

用
者

又
は

家
族

に
提

供
し

た
文

書
の

写
し

」を
入

手
し

て
い

な
い

。

（
改

善
の

ポ
イ

ン
ト

）

①
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
メ

ン
バ

ー
に

つ
い

て
は

、
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

　
別

表
第

一
医

科
診

療
報

酬
点

数
表

の
退

院
時

共
同

指
導

料
２

の
注

３
の

要
件

を
満

た
す

も
の

（
下

記
参

照
）

と
さ

れ
て

い
る

こ
と
か

ら
、
入

院
中

の
医

療
機

関
の

医
師

又
は

看
護

師
等

（
保

健
師

、
助

産
師

、
看

護
師

、
准

看
護

師
）

と
は

別
に

在
宅

医
療

機
関

の

医
師

又
は

看
護

師
等

、
歯

科
医

師
若

し
くは

そ
の

指
示

を
受

け
た

歯
科

衛
生

士
、
保

険
薬

剤
師

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
看

護
師

（
准

看
護

師
は

除
く）

、
理

学

療
法

士
、
作

業
療

法
士

若
し

くは
言

語
聴

覚
士

、
介

護
支

援
専

門
員

、
相

談
支

援
専

門
員

の
う
ち

三
者

が
必

要
で

あ
る

。

　
通

常
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

よ
う
に

訪
問

介
護

事
業

所
や

福
祉

用
具

貸
与

事
業

所
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
と
行

う
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

は
対

象
と
な

ら
な

い
。
ま

た
、
通

所

介
護

事
業

所
の

看
護

師
、
理

学
療

法
士

等
は

訪
問

看
護

事
業

所
で

な
い

た
め

該
当

し
な

い
。

　
➡

入
院

中
の

病
院

等
の

医
師

又
は

看
護

師
等

（
必

須
）

の
ほ

か
に

、
次

の
う
ち

 3
 者

以
上

い
れ

ば
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
メ

ン
バ

ー
要

件
と
な

る

　
　
・患

者
の

退
院

後
の

在
宅

療
養

を
担

う
保

険
医

療
機

関
の

医
師

若
し

くは
看

護
師

等

　
　
・保

険
医

で
あ

る
歯

科
医

師
若

し
くは

そ
の

指
示

を
受

け
た

歯
科

衛
生

士

　
　
・保

険
薬

局
の

薬
剤

師

　
　
・訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
訪

問
看

護
師

等
（

准
看

護
師

を
除

く）
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

若
し

くは
言

語
聴

覚
士

　
　
・介

護
支

援
専

門
員

 （
必

須
）

　
　
・相

談
支

援
専

門
員

【
単

位
数

】

イ
　
退

院
・
退

所
加

算
(Ⅰ

)イ
　
4
5
0
単

位

ロ
　
退

院
・
退

所
加

算
(Ⅰ

)ロ
　
6
0
0
単

位

ハ
　
退

院
・退

所
加

算
(Ⅱ

)イ
　
6
0
0
単

位

ニ
　
退

院
・退

所
加

算
(Ⅱ

)ロ
　
7
5
0
単

位

ホ
　
退

院
・退

所
加

算
(Ⅲ

)　
9
0
0
単

位

◎
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準

ロ
　
退

院
・
退

所
加

算
（

Ⅰ
）

ロ

病
院

、
診

療
所

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

保
険

施
設

の
職

員
か

ら
利

用
者

に
係

る
必

要
な

情
報

の
提

供
を

カ
ン

フ
ァ
レ

ン
ス

に
よ

り
１

回
受

け
て

い
る

こ
と
。

ニ
　
退

院
・退

所
加

算
（

Ⅱ
）

ロ

病
院

、
診

療
所

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

保
険

施
設

の
職

員
か

ら
利

用
者

に
係

る
必

要
な

情
報

の
提

供
を

２
回

受
け

て
お

り
、
う
ち

１
回

以
上

は
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
よ

る
こ

と
。

ホ
  
退

院
・退

所
加

算
（

Ⅲ
）

ロ

病
院

、
診

療
所

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

保
険

施
設

の
職

員
か

ら
利

用
者

に
係

る
必

要
な

情
報

の
提

供
を

３
回

受
け

て
お

り
、
う
ち

１
回

以
上

は
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
よ

る
こ

と
。
病

院
等

の
職

員
か

ら
の

情
報

収
集

を
３

回
以

上
行

っ
て

い
る

場
 合

で
あ

っ
て

、
う
ち

１
回

以
上

が
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
よ

る
こ

と
。

④
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
参

加
し

た
場

合
は

、
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
日

時
、
開

催
場

所
、
出

席
者

、
内

容
の

要
点

等
に

つ
い

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
等

に
記

録
し

、
利

用
者

又
は

家

族
に

提
供

し
た

文
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と
と
さ

れ
て

い
る

が
、
こ

の
文

書
の

写
し

と
は

診
療

報
酬

の
退

院
時

共
同

指
導

料
算

定
方

法
で

い
う
「病

院
の

医
師

や
看

護
師

等
と
の

共
同

で
退

院
後

の
在

宅
療

養
に

つ
い

て
指

導
を

行
い

、
患

者
に

情
報

提
供

し
た

文
書

」を
指

す
（

平
成

2
4
年

度
介

護
報

酬
改

定
Ｑ

＆
Ａ

）
こ

と
か

ら
、
入

院
中

の
医

療
機

関
等

か
ら

当
該

文
書

を
入

手
し

、
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
記

録
に

添
付

し
て

お
くこ

と
。

《参
照

　
　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

　
抜

粋
》　

（
看

護
師

等
と
は

、
保

健
師

、
助

産
師

、
看

護
師

、
准

看
護

師
）

注
１

）
保

険
医

療
機

関
に

入
院

中
の

患
者

に
つ

い
て

、
当

該
保

険
医

療
機

関
の

保
険

医
又

は
看

護
師

等
、
薬

剤
師

、
管

理
栄

養
士

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚

士
若

し
く
は

社
会

福
祉

士
が

、
入

院
中

の
患

者
に

対
し

て
、
当

該
患

者
の

同
意

を
得

て
、
退

院
後

の
在

宅
で

の
療

養
上

必
要

な
説

明
及

び
指

導
を

、
在

宅
療

養
担

当
医

療
機

関
の

保

険
医

若
し

く
は

当
該

保
険

医
の

指
示

を
受

け
た

看
護

師
等

、
薬

剤
師

、
管

理
栄

養
士

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

 覚
士

若
し

く
は

社
会

福
祉

士
又

は
在

宅
療

養
担

当

医
療

機
関

の
保

険
医

の
指

示
を

受
け

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
看

護
師

等
（

准
看

護
師

を
除

く
。
）

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

若
 し

く
は

言
語

聴
覚

士
と
共

同
し

て
行

っ
た

上
で

、
文

書
に

よ
り
情

報
提

供
し

た
場

合
に

、
当

該
患

者
が

入
院

し
て

い
る

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
当

該
入

院
中

１
回

に
限

り
算

定
す

る
。
た

だ
し

、
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る

疾
病

等
の

患
者

に
つ

い
て

は
、
当

該
患

者
が

入
院

し
て

 い
る

保
険

医
療

機
関

の
保

険
医

又
は

看
護

師
等

が
、
在

宅
療

養
担

当
医

療
機

関
の

保
険

医
若

し
く
は

当
該

保
険

医
の

指
示

を
受

け
た

看
護

師
等

又
は

在
宅

療
養

担
当

医
療

機
関

の
保

険
医

の
指

示
を

受
け

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
看

護
師

等
准

看
護

師
を

除
く
。
）

と
１

回
以

上
、
 共

同
し

て
行

う
場

合

は
、
当

該
入

院
中

２
回

に
限

り
算

定
で

き
る

。

注
３

）
 注

１
の

場
合

に
お

い
て

、
入

院
中

の
保

険
医

療
機

関
の

保
険

医
又

は
看

護
師

等
が

、
在

宅
療

 養
担

当
医

療
機

関
の

保
険

医
若

し
く
は

看
護

師
等

、
保

険
医

で
あ

る
歯

科

医
師

若
し

く
は

そ
の

指
示

を
受

け
た

歯
科

衛
生

士
、
保

険
薬

局
の

保
険

薬
剤

師
、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
看

護
師

等
（

准
看

護
師

を
除

く
。
）

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

若

し
く
は

言
語

聴
覚

士
、
介

護
支

援
専

門
員

（
介

護
保

険
法

第
７

条
第

５
項

に
規

定
す

る
介

護
支

援
専

門
員

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）

又
は

相
談

支
援

専
門

員
（

障
害

者
の

日
常

生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

 た
め

の
法

律
に

基
づ

く
指

定
計

画
相

談
支

援
の

事
業

の
人

員
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

2
4
年

厚
生

労
働

省
令

第
2
8
号

）
第

３

条
第

１
項

又
は

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
指

定
障

害
児

相
談

 支
援

の
事

業
の

人
員

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
2
4
年

厚
生

労
働

省
令

第
2
9
号

）
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

相
談

支
援

専
門

員
を

い
う
。
以

下
同

じ
。
）

の
う
ち

い
ず

れ
か

３
者

以
上

と
共

同
し

て
指

導
を

行
っ
た

場
合

に
、
多

機
関

共
同

指
導

加
算

と
し

て
、
2
,0

0
0
点

を
所

定
点

数
に

加
算

す
る

。

◎
老

企
第

3
6
号

　
第

３
の

1
3

①
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

は
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

イ
　
病

院
又

は
診

療
所

　
 診

療
報

酬
の

算
定

方
法

（
平

成
 2

0
 年

厚
生

労
働

省
告

示
第

 5
9
 号

）
別

表
第

 1
 医

科
診

療
報

酬

点
数

表
の

退
院

時
共

同
指

導
料

 2
 の

注
 3

 の
要

件
を

満
た

す
も

の
。

④
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

に
参

加
し

た
場

合
は

、
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
日

時
、
開

催
場

所
、
出

席
者

、
内

容
の

要
点

等
に

つ

い
て

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
に

記
録

し
、
利

用
者

又
は

家
族

に
提

供
し

た
文

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

《介
護

保
険

最
新

情
報

V
o
l.
2
7
3
　
「平

成
2
4
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
V
o
l.
２

）
（

平
成

2
4
年

4
月

2
5
日

）
の

送
付

に
つ

い
て

》

（
問

2
1
）

入
院

中
の

担
当

医
等

と
の

会
議

（
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

）
に

参
加

し
た

場
合

に
、
当

該
会

議
等

の
日

に
、
開

催
場

所
、
出

席
者

、
内

容
の

要
点

等
に

つ
い

て
記

録
し

、
「利

用

者
又

は
家

族
に

提
供

し
た

文
書

の
写

し
」を

添
付

す
る

こ
と
に

な
っ
て

い
る

が
、
こ

の
文

書
の

写
し

と
は

診
療

報
酬

の
退

院
時

共
同

指
導

料
算

定
方

法
で

い
う
「病

気
の

医
師

や
看

護
師

等
と
共

同
で

退
院

後
の

在
宅

療
養

に
つ

い
て

指
導

を
行

い
、
患

者
に

情
報

を
提

供
し

た
文

書
」を

指
す

と
解

釈
し

て
よ

い
か

。

（
答

）
そ

の
と
お

り

介
護

報
酬

に
関

す
る

事
項

〈令
和
３
年
度
改
正

〉
上

記
カ

ン
フ
ァ
レ

ン
ス

の
メ

ン
バ

ー
要

件
を

満
た

し
、
退

院
後

に
福

祉
用

具
の

貸
与

が
見

込
ま

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

や
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

作
業

療
法

士
等

が
参

加
す

る
も

の
。
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【問い合わせ先】 
大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 06-6944-7095(直通) 

介護人材の確保・定着のために雇用環境の改善を 
するにあたり、予算不足などお悩みはありませんか？ 

 

  大阪府では、介護現場における介護ソフト、タブレット端末等（以下「ＩＣＴ」という。）の導入支援を 
行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減等に 
よる雇用環境の改善、離職防止及び定着促進に資することを目的に、ＩＣＴ導入支援事業補助金を 
交付します。 

令和 3 年度の予算額は大幅に増え〔令和 2 年度 56,335 千円→令和３年度 347,803 千円〕、 
さらに LIFE に対応する場合は、補助率が 3/4 に増えます。 

 

■補 助 対 象 者：介護保険法による指定又は許可を大阪府内で受け、介護サービスを提供する事業者 

■補 助 割 合：以下の事業所規模に応じた補助額を上限に対象経費の 3／4(*)又は 1／2 を補助 

*LIFE にデータを提供、又は事業所内・事業所間で居宅サービス計画等のデータ連携を行っている場合（予定を含む） 

職員数 補助上限額 

１名以上 10名以下 1,000,000 円 

11 名以上 20名以下 1,600,000 円 

21 名以上 30名以下 2,000,000 円 

31 名以上 2,600,000 円 

■補助対象機器：タブレット端末、スマートフォン、ソフトウェア、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、 

保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策に要する経費等 

■申 請 期 間：令和３年 7 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日 

※令和 3年 4月 1日以降に購入した ICT 全般を補助対象経費として申請をすることが可能です。 

※先着順ではありません。申請額が予算額を超える場合は、「抽選」又は「交付額の調整」を行う場合があり

ます。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請方法や要件などの詳細は、大阪府ホームページにて掲載しています。（「大阪府 ICT」で検索）  

      http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/ict/index.html 

参考ｲﾗｽﾄ： ｢居宅サービス事業所におけるＩＣＴ機器・ソフトウェアの導入に関する手引き 厚生労働省」から 

 

～ ＩＣＴ化に取り組む介護事業所を支援します！！ ～ 

ＩＣＴを導入することにより、業務
の効率化、生産性の向上に取組んで
みませんか？ 

介護記録や請求業務等に割く時
間を短縮することにより、利用者へより
質の高いケアを行う時間も確保できま
す。 

ぜひＩＣＴ導入支援事業補助金
の活用をご検討ください。 
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１．ロボットの定義 

● 情報を感知（センサー系） 

● 判断し（知能・制御系） 

● 動作する（駆動系） 

２．ロボット技術が応用され利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に役立つ介護機器 

 

 

 

 

 

大阪府では、介護ロボットをはじめとする福祉機器の普及促進を図ることにより、介護従事者の

負担軽減等による雇用環境の改善、離職防止及び定着促進に資することを目的に、介護ロボット導

入活用支援事業補助金を交付します。 

 

＜補助対象＞ 

① 移乗、移動、排泄、見守り・コミュニケーション、入浴、介護業務支援のいずれかの場面に 

おいて使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボット 

 

 

 

 

装着型移乗支援   非装着型移乗支援     移動支援       排泄支援       見守り     入浴支援 等  

イラスト：「ロボット介護機器開発・導入促進事業研究基本計画」経済産業省（H29.10）抜粋 

 

    

 
  
 
 
 

② 見守り機器の導入に伴う通信環境整備（Wi-Fi 環境整備、インカム、介護ロボット機器を用い
て得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費） 
 

＜支援内容＞ 

■予 算 総 額： 17,715万円（昨年度 4,700 万円 ⇒ 13,015 万円増額！） 

■補助対象者： 大阪府内の介護事業者 （居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者は除く） 

■補 助 割 合： 導入費の３/４（*）又は 1/2を補助 ただし上限あり 

      ＊ 導入計画書において目標とする人員配置を明確にした上で、少なくとも「見守りセンサー」、「イ

ンカム・スマートフォン等のＩＣＴ機器」、「介護記録ソフト」を活用し、介護職員等の人員体制

の効率化を行うことを予定し、職員の負担軽減等を図る場合 

・移乗支援（装着型・非装着型）、入浴支援：上限 100 万円／台 

・上記以外：上限 30 万円／台 

・見守り機器の導入に伴う通信環境整備（Wi-Fi、インカム、見守りセンサー
等の情報を介護記録にシステム連動させる情報連携のネットワーク構築経
費）：上限 750 万円／事業所 

■申 請 受 付： 令和３年７月１日（木）～８月 31 日（火） 
                    （当日消印有効） 

※令和３年４月１日以降に購入した介護ロボットも申請可能ですが、補助対象外の機器には補助
できませんので、上記「介護ロボットとは？？」に該当するかご確認ください。（電話でお問い
合わせをいただいてもパンフレット等を確認しないと判断できない場合があります。） 

※先着順ではありません。申請総額が予算を超える場合、「抽選」又は「交付額の調整（減額）」
を行うことがあります。 

 

【問い合わせ先】 

大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課 整備調整グループ 06-6944-7104（直通） 

導入活用支援事業    

介護事業者の機器導入費 

を支援します！ 

大阪府 介護ロボット で検索 

この３つの要素技術を有する、知能化 

した機械システム 

介護ロボット 

とは？？ 

 

厚生労働省ホームページより 
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本加算は、介護職員の確保・定着につなげていくため、令和元年
10⽉、従来の処遇改善加算に加えて創設されたもので、次の基本
的な考え⽅により届出要件等が定められています。

(1) 経験・技能のある介護職員に重点化しつつ
(2) 職員の更なる処遇改善を⾏うとともに
(3) ⼀定程度他の職種の処遇改善も⾏うことができる柔軟な運⽤
を認めること

様式・記⼊例、提出⽅法は、各指定権者のホームページで確認！

出典：厚生労働省老健局老人保健課
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出典：厚生労働省老健局老人保健課

ハードルは高くありません。未取得の事業所は一度
ご検討を！

•「勤続10年以上の介護福祉⼠」がいなくても算定可能
•「⽉額８万円の賃上げ⼜は年収440万円までの賃⾦増」は⾏え
なくても加算は算定可能（例外的取扱いあり）
•「A:経験・技能のある介護職員」グループを設定しないことは
可能（介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合
は設定しなくてよい）
•「A:経験・技能のある介護職員」の賃⾦改善を「B:その他の介
護職員」の「2倍以上とすること」は不要
（令和３年度報酬改定により「AはBより⾼くすること」に変更されました）
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介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
制

度
に

つ
い

て
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
制

度
と

は
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

者
や

そ
の

家
族

等
が

適
切

に
サ

ー

ビ
ス

を
選

択
で

き
る

機
会

を
提

供
す

る
た

め
に

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

か
ら

報
告

が
あ

っ
た

事
業

所
・
施

設
の

情
報

を
、
国

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

提
供

す
る
「

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

」

に
お

い
て

公
表

す
る

制
度

で
す

。
 

介
護

保
険

法
第

1
15

条
の

3
5
に

よ
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
は

報
告

の
義

務
が

課
せ

ら
れ

て

い
ま

す
。

 

   

 ■
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
対

象
事

業
者

 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
は

、
毎

年
度

、
大

阪
府

が
策

定
す

る
計

画
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
ま

す
。
 

報
告

対
象

事
業

者
は

、
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

適
正

な
報

告
を

行
う

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

【
報

告
対

象
事

業
者

】
 

①
 
計

画
に

定
め

る
基

準
日

前
の

1
年

間
に

お
い

て
、

提
供

を
行

っ
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

支
払

い
を

受
け

た
金

額
が

1
0
0
万

円
を

超
え

る
事

業
者

 

②
 
新

規
に

指
定

又
は

許
可

を
受

け
て

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

開
始

す
る

事
業

者
 

 ■
 

情
報

公
表

手
数

料
 

１
サ

ー
ビ

ス
に

つ
き

2
,
00
0
円

の
手

数
料

が
必

要
で

す
。

 

大
阪

市
、

堺
市

も
同

額
で

す
。（

令
和

３
年

４
月

現
在

）
 

 ■
 

公
表

事
務

の
流

れ
 

①
 
７

月
か

ら
1
0
月

に
か

け
て

順
次

、
大

阪
府

指
定

情
報

公
表

セ
ン

タ
ー

か
ら

報
告

対
象

事
業

者
に

、

情
報

を
入

力
す

る
た

め
に

必
要

な
Ｉ

Ｄ
・

パ
ス

ワ
ー

ド
を

記
載

し
た

通
知

文
書

、
手

数
料

の
払

込

票
等

を
送

付
し

ま
す

。
 

②
 
報

告
対

象
事

業
者

は
、

公
表

シ
ス

テ
ム

に
ロ

グ
イ

ン
し

、
情

報
を

入
力

し
、

期
限

ま
で

に
報

告
を

完
了

し
ま

す
。

併
せ

て
、

送
付

さ
れ

た
払

込
票

に
よ

り
、

コ
ン

ビ
ニ

で
手

数
料

を
納

付
し

ま
す

。
 

③
 
指

定
情

報
公

表
セ

ン
タ

ー
で

の
手

数
料

の
入

金
及

び
報

告
内

容
の

確
認

が
完

了
す

る
と

、
公

表
シ

ス
テ

ム
上

で
報

告
内

容
が

公
表

さ
れ

ま
す

。
 

※
報

告
対

象
事

業
者

に
は

通
知

文
書

が
送

付
さ

れ
ま

す
の

で
、
届

か
な

か
っ

た
事

業
者

は
報

告
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。
た

だ
し

、
指

定
情

報
公

表
セ

ン
タ

ー
に

自
ら

申
請

し
、
手

数
料

を
納

付
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

表
シ

ス
テ

ム
上

で
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
を

公
表

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

こ
こ

で
は

大
阪

府
の

取
扱

い
を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

 

政
令

指
定

都
市
（

大
阪

市
、
堺

市
）
に

所
在

す
る

事
業

所
、
施

設
に

つ
い

て
は

、
両

市
が

情
報

公
表

事
務

の
権

限
を

有
し

て
い

ま
す

の
で

、
取

扱
い

が
異

な
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

  詳
し

く
は

大
阪

府
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
御

覧
く

だ
さ

い
。

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.p

re
f.

o
sa

k
a

.l
g
.j

p
/j

ig
y
o
sh

id
o
/k

o
h

y
o
_
to

p
/i

n
d

e
x
.h

tm
l 

 

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

 

 
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

・
施

設
情

報
の

 
閲

覧
・

比
較

、
選

択
 

大
阪

府
指

定
情

報
公

表
セ

ン
タ

ー
 

（
民

間
事

業
者

）
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
 

②
情

報
の

入
力

(
報

告
)
 

 

②
情

報
公

表
手

数
料

の
納

付
 

 

公 表 手 数 料 の 払 込 み 

大
阪

府
 

公 表 事 務 の 委 託 

①
Ｉ

Ｄ
・

ﾊ
ﾟ
ｽ
ﾜ
ｰ
ﾄ
ﾞ
の

発
行

 

③
情

報
の

確
認

・
 

公
表

 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
の

流
れ
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訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
皆

さ
ま

 

 

厚
生

労
働

省
 

近
畿

厚
生

局
指

導
監

査
課

 

  

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

（
医

療
保

険
）

の
取

扱
い

に
関

す
る

留
意

点
に

つ
い

て
 

 

平
素

か
ら

、
社

会
保

険
医

療
行

政
の

推
進

に
格

別
の

ご
高

配
を

賜
り

厚
く

御
礼

申
し

上
げ

ま
す

。
 

さ
て

、
訪

問
看

護
事

業
者

が
介

護
保

険
法

の
指

定
を

受
け

た
と

き
は

、
原

則
、

健
康

保
険

法
の

指
定

も
受

け
た

も
の

と
み

な
さ

れ
ま

す
の

で
、

次
の

点
に

ご
留

意
願

い
ま

す
。

 

  ★
 訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

適
切

な
運

営
に

ご
協

力
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
 

〇
 

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

が
遵

守
す

べ
き

事
項

は
、 「

指
定

訪
問

看
護

の
事

業
の

人
員

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

に
 

つ
い

て
」
（

令
和

２
年

３
月

５
日

保
発

0
3

0
5

第
４

号
厚

生
労

働
省

保
険

局
長

通
知

）
に

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

〇
 

厚
生

労
働

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
て

、
上

記
通

知
名

を
サ

イ
ト

内
検

索
し

て
ご

確
認

の
上

、
引

き
続

き

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
適

切
な

運
営

に
ご

協
力

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

  ★
 訪

問
看

護
療

養
費

の
適

切
な

請
求

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

〇
 

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
算

定
に

関
す

る
留

意
事

項
は

、 「
訪

問
看

護
療

養
費

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
の

費
用

の

額
の

算
定

方
法

の
一

部
改

正
に

伴
う

実
施

上
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」（
令

和
２

年
３

月
５

日
保

発
０

３
０

５
第

３
号

厚
生

労
働

省
保

険
局

長
通

知
）

に
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

〇
 

留
意

事
項

や
請

求
に

関
す

る
詳

細
に

つ
い

て
は

通
知

に
記

載
が

あ
り

ま
す

の
で

、
厚

生
労

働
省

の
ホ

ー

ム
ペ

ー
ジ

に
て

、
上

記
通

知
名

を
サ

イ
ト

内
検

索
し

て
ご

確
認

の
上

、
訪

問
看

護
療

養
費

の
適

切
な

請
求

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

  ★
 介

護
保

険
に

係
る

届
出

と
は

別
に

、
近

畿
厚

生
局

へ
届

出
が

必
要

な
場

合
が

あ
り

ま
す

。 

〇
 

届
け

出
し

た
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

や
基

準
が

設
け

ら
れ

た
項

目
を

算
定

す
る

場
合

は
、

市
町

村

（
介

護
保

険
）

へ
の

届
出

と
は

別
に

、
近

畿
厚

生
局

（
医

療
保

険
）

に
も

届
出

が
必

要
で

す
。

 

（
詳

細
は

裏
面

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。
）

 

届
出

様
式

は
、

近
畿

厚
生

局
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

て
い

ま
す

。
 

近
畿

厚
生

局
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

h
tt

p
s
:/

/
k
o
u

s
e
ik

yo
k
u

.m
h

lw
.g

o
.jp

/
k
in

k
i/

in
d

e
x
.h

tm
l）

 

→
 保

険
医

療
機

関
、

保
険

薬
局

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

み
な

さ
ま

へ
 →

 訪
問

看
護

事
業

者
の

方
へ

 

近
畿

厚
生

局
か

ら
医

療
保

険
の

届
出

に
関

す
る

お
知

ら
せ

 

 

    

   

    

   
※

管
理

者
以

外
の

職
員

に
係

る
変

更
（

採
用

、
退

職
、

死
亡

、
氏

名
変

更
）

に
つ

い
て

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

届
出

が
不

要
と

な
り

ま
し

た
。

 

※
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

休
止

・
廃

止
・

再
開

す
る

場
合

は
「

訪
問

看
護

事
業

の
休

止
・

廃
止

・
再

開

届
」

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  

 

     

 【
照

会
先

】
厚

生
労

働
省

 
近

畿
厚

生
局

指
導

監
査

課
 

○
 

指
定

、
届

出
事

項
の

変
更

及
び

基
準

の
届

出
に

つ
い

て
 
 

 
0

6
-
7

6
6

3
-
7

6
6

4
（

審
査

グ
ル

ー
プ

）
 

○
 

訪
問

看
護

療
養

費
の

算
定

に
つ

い
て

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
0

6
-
7

6
6

3
-
7

6
6

5
（

指
導

第
１

グ
ル

ー
プ

） 

次
に

該
当

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

「
訪

問
看

護
事

業

変
更

届
」

の
提

出
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

 
 

①
 

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
名

称
・

所
在

地
の

変
更

 

 
 

②
 

開
設

者
(法

人
等

)の
名

称
・

所
在

地
の

変
更

 

 
 

③
 

法
人

等
の

代
表

者
の

氏
名

・
住

所
の

変
更

 

 
 

④
 

法
人

等
の

定
款

・
寄

附
行

為
・

条
例

の
変

更
 

 
 

⑤
 

法
人

等
が

他
に

開
設

し
て

い
る

介
護

老
人

保
健

施
設

等
の

名
称

・
所

在
地

・
施

設
内

容
の

変

更
、

廃
止

 

 
 

⑥
 

管
理

者
の

変
更

(交
替

)、
氏

名
・

住
所

の
変

更
 

 
 

⑦
 

運
営

規
程

の
変

更

「
訪

問
看

護
事

業
変

更
届

」
に

つ
い

て
 

基
準

の
届

出
に

つ
い

て
 

次
の

項
目

を
算

定
す

る
場

合
は

、
事

前
に

届
出

が
必

要

で
す

。
 

 
 

○
 

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

 

 
 

○
 

2
4

時
間

対
応

体
制

加
算

 

 
 

○
 

特
別

管
理

加
算

 

 
 

○
 

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
の

注
２

及
び

注
４

に
規

定
す

る
専

門
の

研
修

を
受

け
た

看
護

師
 

 
 

○
 

精
神

科
複

数
回

訪
問

加
算

 

 
 

○
 

精
神

科
重

症
患

者
支

援
管

理
連

携
加

算
 

 
 

○
 

機
能

強
化

型
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

１
・

２
・

３
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づき介護職員による喀痰吸引等（喀痰吸引や経

管栄養）を実施する場合には、利用者の安全のため、次の点に注意し、適切に実施

してください。 

 

１．登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者） 

 

 

 

 

（注）事業者登録申請日当日の喀痰吸引等は原則実施できません。必要な体制、書

類等を準備し、余裕をもって申請してください。 

※登録喀痰吸引等事業者・・・介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者で、介護福祉士に

対する実地研修が実施できる事業者 

※登録特定行為事業者・・・・認定特定行為業務従事者（「認定証」を持った介護職員）

が特定行為（喀痰吸引等）を行う事業者 

 

２ 喀痰吸引等を実施できる介護職員 

 

 

  

 

（注）特別養護老人ホーム等における経過措置による認定者は胃ろうによる経管

栄養の接続、注入はできません。 

 

喀痰吸引等（特定行為）の実施に当たっては、適切な業務運営がなされるよう、

定期的（年 1 回以上）に自主点検を行い、その結果の保存をお願いします。詳しく

は大阪府のホームページを御覧ください。 

 

【高齢介護室 喀痰吸引等業務登録申請についてのお知らせ】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/tankyuin_futokutei/ 

 

                                          

《相談・受付窓口（高齢者福祉サービスに関するもの）》 

大阪府福祉部高齢介護室施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当 

☎06-6941-0351 内線 4495 

介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項 

 

◎喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です 

◎社会福祉士及び介護福祉士法に定められた要件に従って実施する必要が 

あります 

◎登録研修機関等において一定の研修を受け、都道府県による認定を受け

た職員 

◎公益財団法人社会福祉振興・試験センターで喀痰吸引等行為の登録を行

った介護福祉士 
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「生活保護法に基づく介護について」（居宅）R3.4月版 

大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課 

１ 生活保護法とは 

 

  憲法第２５条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国

は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならない」とあります。 

  生活保護法は、この憲法の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その

困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

することを目的としています。 

 

２ 介護機関の指定について 

 

（１） 指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助を行うため、介護を担当する機関をい

い、都道府県知事、政令市または中核市の市長が管内の事業者について、その事業ごと

に指定します。 

 

（２） 平成 26 年７月 1 日以降に介護保険法の指定を受けた事業者は、生活保護法等による

指定を受けたものとみなされることになりました（みなし指定）。よって改めて指定申

請を行う必要はありません。なお、みなし指定が不要な場合は、別段の申出を行う必要

があります。 

 

（３） 平成 26 年６月 30 日までに介護保険法の指定を受けた事業について、平成 26 年７月

１日以降、新たに生活保護法等の指定を受ける場合は、生活保護法指定介護機関の指定

申請が必要です（みなし指定とはなりません）。 

 

（４） 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援の事業者は、介護保険法上平成

27 年４月１日において、新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の指定

を受けたとみなされた時に、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされ

ています。したがって、みなし指定された新しい総合事業の指定事業者は、生活保護法 

   の指定申請をする必要はありません。 

 

（５） 全ての生活保護法等指定介護機関（みなし指定を含む）は、事業者・事業所の名称・

住所の変更等、生活保護法施行規則第 14 条に規定されている事項に変更等があった場

合は、介護保険法だけでなく生活保護法においても別に変更等の届出が必要です。 

※近年、変更届等の記載内容や添付資料についての不備が多く見受けられます。 

※変更届等の書類を記入する際は、事業所及び事業者の名称等、代表者及び管理者の氏 

名等、所在地及び郵便番号、介護事業者番号等について介護保険法での届出書の内 

容と相違がないか、誓約書が指定介護機関用の様式になっているか（指定医療機関 

用の様式もありますので間違わないで下さい）等を必ずご確認下さい。 

    ※申請や変更、廃止届等に関する詳細については下記の URL から確認できますので 

記入前に必ずご確認下さい。 

URL：http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=633 

 

３ 指定介護機関の義務（生活保護法第５０条） 

 

（１）生活保護法の規定により指定を受けた介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ（指定
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介護機関介護担当規程）により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりませ

ん。 

 

（２）指定介護機関は、被保護者の介護について、厚生労働大臣又は都道府県知事、政令市及

び中核市の市長の行う指示に従わなければなりません。 

 

４ 指定介護機関における留意事項 

 

（１）介護扶助はサービスを受ける保護受給者の生活保護を実施している福祉事務所から委託

されることにより現物給付していただくことになります。福祉事務所から送付される介

護券を確認のうえサービスを行ってください。（受給者番号、有効期間、本人支払額等の

確認） 

 

（２）介護券からレセプト（介護給付費明細書）へ必要事項の転記を正確に行ってください。 

 

（３）介護券については、福祉事務所におけるレセプトの点検が終了するまで（6 ヶ月間）保

管してください。点検終了後は介護機関において適正な処分をしてください。 

 

（４）介護券に本人支払額の記載がある場合は、本人から当該金額を徴収し、残額を介護報酬

として大阪府国民健康保険団体連合会（国保連）に請求してください。 

  居宅介護の場合の本人支払額の上限は、15,000円です。もし、本人支払額の全額が徴収

できない場合は、速やかに福祉事務所へ連絡のうえ調整をお願いします。 

 

（５）生活保護制度においては最低限度の生活の保障という観点から、介護保険の対象となる

範囲についてのみ給付を行います。なお、平成 27 年度からは新しい介護予防・日常生

活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業についても給付対象となって

います。 

 

（６）介護予防・生活支援サービスを指定事業者が実施する場合は介護券を発券します。また

委託、補助（助成）、直接実施の方法による場合は、償還払い又は被保護者からの請求

に基づく福祉事務所からの代理納付となります。 

 

（７）都道府県、政令市及び中核市は、被保護者の処遇が効果的に行われるよう福祉事務所と

指定介護機関相互の協力体制を確保することを主眼として、指定介護機関個別指導を行

っています。被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況（介護扶助に対

する理解・報酬請求について）等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談

形式で実施しますので、ご協力をお願いします。 

 

（８）生活保護法による指定を受ける際、同時に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下、「中国残

留邦人等支援法」という）による指定も受けることとなります。中国残留邦人等支援法

にかかる介護支援給付は生活保護の介護扶助に準じた方法で実施されますが、詳細につ

いてはサービスを受ける受給者の支援給付を実施している福祉事務所へご確認くださ

い。 
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（参考） 

【介護扶助制度の概要】 
  

６５歳以上介護保険被保険者 

（第１号被保険者） 

４ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満 

（第２号被保険者） 

４０歳以上６５歳未満 

（介護保険の被保険者以外） 

 

 

介護保険被保険者（第２号被保険者） 
被保険者以外の者  

（ 2 号みなし） 

給 

付 

対 

象 

者 

 ○要介護者 

特に介護を必要とする 

状態 

 

 ○要支援者 

介護の必要はないが、日常

生活に支援が必要な状態 

 

○基本チェックリスト該当者 

 要介護または要支援状態と

なる可能性の高い状態 

  

○介護保険法施行令第２条各号の特定疾病 (老化が原因とされ

る病気)により要介護状態または要支援状態になった者。 

 

保 

険 

料 

 ○保険料は各市町村ごとに 

  所得別に設定されるが、 

  生活保護では、最も低い 

  段階が適用される。 

 ○保険料は加入している医療保険者 

ごとに所得額に応じて設定される。 

 ○介護保険の被保険者

ではないため、保険料

の負担はない。 
納 

付 

方 

法 

 ○市町村が徴収(普通徴収) 

 ○月１万５千円以上の 

老齢基礎年金等受給者は 

年金からの天引き(特別徴収) 

 ○加入している医療保険の保険料と 

一括して徴収 

 （健保の被扶養者は、医療保険被保

険者全体で負担するので、直接負

担はない） 

  

【介護扶助の内容】 介護扶助の部分を公費（生活保護：公費法別番号 12）にて給付します。 

 

（１）介護保険被保険者（第１号被保険者及び第２号被保険者） 

  居宅サービス 

介護保険給付（９割） 介護扶助（１割） 

 

  

（２）被保険者以外の者（２号みなし） 

  居宅サービス 

介 護 扶 助（10割） 

            介 護 サ ー ビ ス 

    

※ 介護扶助と「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自

立支援給付等との適用関係等について 

2 号みなしの方については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」の自立支援給付等が生活保護の介護扶助に優先して適用されます。 

 

 

             介 護 サ ー ビ ス 

 
末期がん（医師が判断した者に限る）、関節リウマチ、 
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、 
初老期における認知症、進行性核上性麻痺、 
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、 
脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、 
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患(外傷性を除く)、 
閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、 
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

特定疾病 
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指定介護機関に関するお問い合わせ先 

 

（大阪府）※政令市・中核市を除く 

 

◎指定介護機関に関する情報を下記の大阪府ホームページに提供しています。ご留意いただく

とともに、お問い合わせいただく前には、ご参照ください。 

※政令市＜大阪市・堺市＞・中核市＜高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋

川市・吹田市＞に所在する事業所の指定については各当該市が指定していますので、そ

ちらにお問い合わせください。 

 

「大阪府 生活保護法指定介護機関の申請等について」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/260325kaigositetop/index.html 

※大阪府ホームページ上部の検索バーより「生活保護 介護機関」でご検索ください。 

 

大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課生活保護審査・指導グループ 電話番号 06-6944-6666 

（大阪市） 

大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループ  

電話番号 06‐6208‐8021 

（堺市） 

堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課  

電話番号  072‐228‐7412 

（高槻市） 

高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課  

電話番号 072‐674‐7177 

（東大阪市） 

東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課  

電話番号 06‐4309‐3226 

（豊中市） 

豊中市福祉部福祉事務所医療介護係  

電話番号 06‐6842‐3577 

（枚方市） 

枚方市健康福祉部地域健康福祉室生活福祉担当  

電話番号 072‐841‐1546 

（八尾市） 

 八尾市地域福祉部生活支援課 

 電話番号 072‐924‐3904 

（寝屋川市） 

 寝屋川市福祉部保護課 

 電話番号 072‐824‐1181 

（吹田市） 

吹田市福祉部生活福祉室 

電話番号 06‐6384‐1334 
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介
護

支
援

専
門

員
に

対
す

る
処

分
事

例
に

つ
い

て
 

 

◆
証

の
有

効
期

間
切

れ
 

□
介

護
支

援
専

門
員

証
の

有
効

期
間

を
更

新
せ

ず
、

有
効

期
間

満
了

後
に

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
等

の
作

成
を

行
う

な
ど

介
護

支
援

専
門

員
と

し
て

の
業

務
を

行
っ

た
。

 

 
 

（
更

新
研

修
は

受
講

し
て

い
た

が
、

証
の

更
新

手
続

き
を

忘
れ

て
い

た
場

合
も

含
む

。）
 

 

□
介

護
支

援
専

門
員

証
の

有
効

期
間

を
更

新
せ

ず
、

有
効

期
間

満
了

後
に

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
管

理
者

と
し

て
業

務
を

行
っ

た
。

 

 
（

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
の

作
成

を
行

わ
ず

、
管

理
者

と
し

て
の

業
務

を
行

っ
て

い
た

場
合

も
含

む
。）

 

 ■
処

分
：

指
示

・
命

令
、

情
状

が
重

い
場

合
は

消
除

 

（
介

護
保

険
法

改
正

（
平

成
30

年
6
月

2
7
日

）
）
 

・
必

要
な

指
示

や
研

修
受

講
命

令
（

介
護

保
険

法
第

69
条

の
3
8
第

２
項

）
 

・
介

護
支

援
専

門
員

の
登

録
を

消
除
（
介

護
保

険
法

第
69

条
の

39
第

３
項

第
３

号
)
 

 

 

◆
不

適
切

な
給

付
管

理
・

不
正

請
求

等
 

□
訪

問
介

護
事

業
所

等
の

介
護

報
酬

の
不

正
請

求
に

自
ら

関
与

し
、

不
適

切
な

給
付

管
理

を
行

っ
た

。
 

 
（

訪
問

介
護

事
業

所
等

の
不

正
請

求
を

知
り

な
が

ら
、

不
適

切
な

給
付

管
理

を
行

っ
た

ケ
ー

ス
）

 

 □
指

定
居

宅
介

護
支

援
等

の
事

業
の

人
員

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
1
3

条
に

定
め

る
介

護
支

援
専

門
員

業
務

を
適

切
に

行
わ

ず
に

運
営

基
準

違
反

を
行

っ
た

。
ま

た
、

運
営

基
準

減
算

に
該

当
す

る
と

分
か

っ
て

い
な

が
ら

、
居

宅
介

護
支

援
費

の
請

求
を

行
い

、
受

領
し

た
。

 

 
（

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
・
交

付
、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
等

の
介

護
支

援
専

門
員

業
務

を
実

施
し

て
お

ら
ず

、
運

営
基

準
減

算
に

該
当

す
る

こ
と

を
認

識
し

な
が

ら
、

減
算

し
て

い
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

）
 

 ■
処

分
：

消
除

 
又

は
、
法

及
び

関
連

す
る

政
令

、
省

令
等

を
遵

守
す

る
こ

と
を

指
示

 

介
護

護
保

険
法

第
69

条
の

3
4（

介
護

支
援

専
門

員
の

義
務

）
、
介

護
保

険
法

第
69

条
の

3
6（

信
用

失
墜

行
為

の
禁

止
）

に
違

反
し

た
場

合
 

・
介

護
支

援
専

門
員

に
対

す
る

必
要

な
指

示
（

介
護
保

険
法

第
69

条
の

38
第

２
項

）
 

・
介

護
支

援
専

門
員

の
登

録
を

消
除
（
介

護
保

険
法

第
69

条
の

39
第

２
項

第
1
号

）
 

そ
の

他
の

介
護

支
援

専
門

員
の

処
分

（
報

告
・

業
務

の
禁

止
・

研
修

の
受

講
）

 

□
報

 
告
 

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

、
そ

の
業

務
に

つ
い

て
必

要
な

報
告
を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
介

護
保

険
法

第
69

条
の

3
8
第

１
項

）
 

⇒
令

和
○

年
○

月
か

ら
令

和
○

年
○

月
ま

で
の

間
、

毎
月

の
介

護
支

援
専

門
員

業
務

を
法

に
則

り
、

適
切

に
行

っ
て

い
る

旨
の

報
告

を
す

る
こ

と
 

□
業

務
の

禁
止
 

介
護

支
援

専
門

員
が

指
示

又
は

命
令

に
従

わ
な

い
場

合
に

は
、

当
該

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

、
一

年
以

内
の

期
間

を
定

め
て

、
介

護
支

援
専

門
員

と
し

て
業

務
を

行
う

こ
と

を
禁

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
介

護
保

険
法

第
69

条
の

3
8
第

３
項

）
 

□
研

修
の

受
講

命
令

 

指
定

す
る

研
修

を
受

け
る

よ
う

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。
（

介
護

保
険

法
第

69
条

の
38

第
２

項
）

 

 

※
 

平
成

3
0
年

度
か

ら
指

定
都

市
に

お
い

て
業

務
を

行
う

介
護

支
援

専
門

員
に

対
す

る
指

導
権

限
は

、
業

務

都
道

府
県
か

ら
当

該
指

定
都

市
に

移
譲

さ
れ

て
い

る
。

 

【
重

要
な

お
知

ら
せ

】
 

     

介
護

支
援

専
門

員
証

の
有

効
期

間
は

５
年

で
す

。
 

ご
本
人

 
 

→
 

事
業

者
 

 
→

 

 

有
効

期
間

切
れ

で
介

護
支

援
専

門
員

の
業

務
 

（
管

理
者

業
務

も
含

む
）を

行
っ

た
場

合
 

        

更
新

研
修

を
受

講
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

更
新

手
続

き
を

忘
れ

て
 

介
護

支
援

専
門

員
の

業
務

を
行

っ
た

場
合

、
処

分
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

有
効

期
間

の
確

認
、

更
新

手
続

き
を

必
ず

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

 ※
 登

録
の
消

除
処
分

と
な
っ

た
場
合

は
、
処

分
の
日

か
ら
起

算
し
て

5
年

間
は

介
護

支
援

専
門
員

と
し
て

登
録
で

き
ま
せ

ん
。
ま
た

、
登
録
を

受
け
る

た
め
に

は
介

護
支

援
専
門

員
実
務

研
修
を

再
度
受

講
す
る

必
要
が

あ
り
ま

す
。

 

 

介
護

支
援

専
門

員
証

の
有

効
期

間
 

～
確

認
し

て
く
だ

さ
い

～
 

必
ず

1
年

に
1
回

 

有
効
期

間
の

確
認

を
！

 

介
護

保
険

法
第

6
9
条

の
3
9
第

3
項

第
3
号

に
よ

り
、

 

介
護

支
援

専
門

員
と

し
て

の
登

録
が

 
消

除
（※

）
さ

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。
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合
格

 

実  務  研  修  

 

介 護 支 援 専 門 員 資 格 登 録 簿  へ の 登 録  

介  護  支  援  専  門  員   証   の  交  付  

専
  

門
 
 
研

  
修

 
介 護 支 援 専 門 員  

実 務 研 修 受 講 試 験  

介  護  支  援  専  門  員  証  の  有  効  期  間  の  更  新  

 

更 新  

研
修
修
了

 

後
３
ヶ
月

 

以
内
に
申
請

 

主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修

 
・
実
務
経
験
５
年
以
上
で
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、
Ⅱ
を
受
講
し

て
い
る
者
（
他
受
講
要
件
あ
り
）

 

※
 
主
任
研
修
修
了
日
か
ら
５
年
間
の
主
任
の
有
効
期
間
が

付
与
さ
れ
ま
す
。

 

※
 
主
任
研
修
を
修
了
し
て
も
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効

期
間
は
更
新
で
き
ま
せ
ん
。

 

繰
り
返
し

 

★
 
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
の
更
新
に
は
「
専
門
研
修
」（

現
任
者
向
け
研
修
）
又
は
「
更
新
研
修
」
受
講
が
必
要
で
す
。

 
★

 
実
務
経
験
者
と
し
て
初
め
て
受
講
す
る
「
専
門
研
修
」
又
は
「
更
新
研
修
」
は
、
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
及
び
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
と
な
り
ま
す
。

 

★
 
実
務
経
験
者
と
し
て

2
回
目
以
降
に
受
講
す
る
「
更
新
研
修
」
又
は
「
専
門
研
修
」
は
、
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
の
み
受
講
と
な
り
ま
す
。

 
★
「
実
務
未
経
験
者
向
け
研
修
」
を
受
講
し
、
更
新
を
行
っ
た
後
、
実
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、
Ⅱ
い
ず
れ
も
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
★
「
実
務
未
経
験
者
向
け
研
修
」
は
「
再
研
修
」
と
同
様
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
す
。

 

修
了

 

申
請

 

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

 
・
就
業
後
６
ヶ
月
以
上
（
就
業
後
３

年
以
内
の
受
講
が
望
ま
し
い
）

 

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 
・
就
業
後
３
年
以
上

 

実   務   従    事   者  

 

実 務 未 経 験 者  

主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修

 
・
主
任
の
有
効
期
間
の
２
年
前
か
ら
受
講
可
（
他
受
講
要
件
あ
り
）

 
・
修
了
者
は
更
新
研
修
受
講
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

 

・
修
了
者
は
原
則
と
し
て
主
任
の
有
効
期
間
に
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
を
合
わ

せ
ま
す
。
※

 

 

登
録
後

 

５
年
以
内

 

に
申
請

 

登
録
後

 

５
年
経
過

 

再
研
修

 

・
登
録
後
５
年
を
経
過
後
又
は
介
護
支
援
専

門
員
証
失
効
後
に
介
護
支
援
専
門
員
証
の

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

 

 

更
  

新
 
 
研

  
修

 

【
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
（
現
任
者
向
け
研
修
）
】

 

 

専
門
研
修
課
程
Ⅰ
・
Ⅱ

 

・
有
効
期
間
の
２
年
前
か
ら
受
講
可

 

有
効
期
間
：
５
年
間

 

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 

・
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
を
修
了
し
た
者
で
、

 

有
効
期
間
の
２
年
前
か
ら
受
講
可

 
 

 

修
了

 

申
請

 

修
了

 

申
請

 

介
護
支
援
専
門
員
証
有
効
期
間
切
れ
・
失
効

 
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
場
合

 

介  護  支  援  専  門  員  証  の  有  効  期  間  の  更  新  

 

更 新  

実 務 従 事 者 向 け の 研 修  

を 受 講 し た 者  

実 務 未 経 験 者  

 

 

 

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 

・
専
門
研
修
又
は

 

更
新
研
修

 

有
効
期
間
：
５
年
間

 

修
了

 

申
請

 

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 

・
専
門
研
修
又
は

 

更
新
研
修
の
専
門

研
修
課
程
Ⅰ
、
Ⅱ

 

い
ず
れ
も
受
講
が

必
要
。

 

実 務 未 経 験 者 向 け 研 修  

を 受 け 更 新 し 、 そ の 後 、

実 務 に 従 事 し た 者  

修
了

 

申
請

 

実
務
未
経
験
者
向
け
研
修

 

・
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う

 

と
す
る
者

 

・
有
効
期
間
の
２
年
前
か
ら
受
講
可

 

【 証 の 有 効 期 間 に 実 務  

  に 従 事 し て い た 者 】  

実
務
未
経
験
者
向

 
け
研
修

 

修
了

 

申
請

 

介  護  支  援  専  門  員  証  の  有  効  期  間  の  更  新  

 

更 新  

修
了

 

申
請

 

主
任
を
更
新

 
す
る
場
合

 

主
任
を
更
新

 
し
な
い
場
合

 

専
 門

 
研

 修
 課

 程
 Ⅱ

 
・
証
の
更
新
の
た
め
に
は
、
専
門
研
修
又
は
更
新
研
修
を
受
講
が
必
要
で
す
。

 
・
主
任
の
有
効
期
間
内
に
主
任
更
新
研
修
が
受
講
で
き
な
い
場
合
も
受
講
が
必
要
で
す
。

 

介 護 支 援 専 門 員 証  

の 有 効 期 間 の 更 新  

主
任
を
更
新

 
す
る
場
合

 

主
任
を
更
新

 
し
な
い
場
合

 

主
任
介
護
支
援

 

専
門
員
更
新
研
修

 

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 

有
効
期
間
：
５
年
間

 

【 更 新 研 修 又 は 専 門 研 修 】  

繰
り
返
し

 

  

       
 

         
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
登
録
、
介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
・
更
新
、
法
定
研
修
等
の
対
応
関
係
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主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
に
関
し
て

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
要
件
は

主
任
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。
）

主
任
研
修
を
修
了
し
て
い
な
い
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
（
介
護
支
援
専
門
員
）
は
、

計
画
的
に
主
任
研
修
を
受
講
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
で
、
主
任
研
修
を
修
了
し
て
い
な
い
者
、
ま
た
は
、
主
任
の

有
効
期
間
が
満
了
し
た
者
は
、
主
任
研
修
を
修
了
し
な
け
れ
ば
、
経
過
措
置
期
間
終
了
以
降
、
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
経
過
措
置
】

※
令
和

3
年

4
月

1
日
以
降
、
不
測
の
事
態
で
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
管
理
者
に
で
き
な
い
場
合
、

保
険
者
の
判
断
に
よ
り
、
要
件
適
用
は

1
年
間
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
令
和

3
年

3
月

3
1
日
時
点
に
お
い
て
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
で
な
い
者
が
管
理
者
の
場
合
、

当
該
管
理
者
が
管
理
者
で
あ
る
限
り
、
要
件
適
用
は
令
和

9
年

3
月

3
1
日
ま
で
猶
予
さ
れ
ま
す
。

主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
の
受
講
要
件

１
）
共
通
要
件

１
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
第
１
～
３
表
）を
提
出
し
、
利
用
者
の
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

実
践
で
き
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２
介
護
支
援
専
門
員
研
修
の
う
ち
、
以
下
の
ど
ち
ら
か
の
実
務
経
験
者
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者

・
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
を
修
了
か
つ
、
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
を
修
了
し
て
い
る
者

・
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
実
務
経
験
者
向
け
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者

２
）
個
別
要
件

１
～
４
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１
専
任
の
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
５
年
（
６
０
ヶ
月
）以
上
で
あ
る
者
。

（
な
お
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
と
の
兼
務
は
期
間
と
し
て
算
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

２
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー
活
動
等
支
援
事
業
の
実
施
及
び
推
進
に
つ
い
て
」
(平
成
１
４
年
４
月
２
４
日

老
発
第
０
４
２
４
０
０
３
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修
を

修
了
し
た
者
又
は
日
本
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
が
認
定
す
る
認
定
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
専
任
の
介

護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
（
３
６
ヶ
月
）以
上
で
あ
る
者
（な
お
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
の
管
理
者
と
の
兼
務
は
期
間
と
し
て
算
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

３
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
１
４
０
条
の
６
６
第
１
号
の
イ
（
３
）に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
に
準
ず

る
者
と
し
て
、
現
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
配
属
さ
れ
て
い
る
者

４
そ
の
他
、
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
関
し
、
十
分
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
大
阪
府
が
適
当

と
認
め
る
者
。
（
こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
に
お
い
て
、
「
1
」
以
外
で
、
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
員
と
し

て
実
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
５
年
（６
０
ヶ
月
）以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
)

●
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（以
下
「主
任
」と
い
う
。
）は
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
（以
下
「主
任
研
修
」
と
い
う
。
）修
了
日
か
ら
5年
ご
と
の

更
新
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更
新
す
る
に
は
主
任
介
護
支
援
更
新
研
修
（
以
下
「主
任
更
新
研
修
」
と
い
う
。
）を
修
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
介
護
支
援
専
門
員
証
（以
下
「
証
」と
い
う
。
）の
有
効
期
間
内
に
主
任
更
新
研
修
を
修
了
す
れ
ば
、
介
護
支
援
専
門
員
の
更
新
研
修
は
免
除

さ
れ
ま
す
。

●
証
の
有
効
期
間
は
、
原
則
、
主
任
更
新
研
修
修
了
証
の
主
任
の
有
効
期
間
（５
年
間
）に
置
き
換
え
る
こ
と
と
し
ま
す
。
（
た
だ
し
、
置
き
換
え

を
希
望
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
別
段
の
申
出
に
よ
り
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
修
了
証
明
書
の
有
効
期
間
に
置
き
換
え
な
い
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
証
の
有
効
期
間
に
よ
っ
て
は
、
置
き
換
え
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

●
受
講
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
大
阪
府
ﾎ
ｰ
ﾑ
ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞ介
護
支
援
専
門
員
情
報
を
定
期
的
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
有
効
期
間

主
任
研
修
・
主
任
更
新
研
修
の
修
了
年
度

主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
有
効
期
間

平
成
2
7
年
度
の
主
任
研
修
修
了
者

主
任
研
修
修
了
日
か
ら
5
年
間

平
成
2
8
年
度
以
降
の

主
任
・
主
任
更
新
研
修
修
了
者

主
任
・
主
任
更
新
研
修
修
了
証
に
記
載

注
意
点

①
主
任
の
有
効
期
間
満
了
ま
で
に
主
任
更
新
研
修
を
修
了
し
て
く
だ
さ
い
。

（
有
効
期
間
満
了
の
概
ね
２
年
前
か
ら
受
講
対
象
と
な
り
ま
す
。
各
年
度
の
受
講
案
内
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
）

②
主
任
更
新
研
修
の
受
講
要
件
を
満
た
せ
ず
主
任
更
新
研
修
を
受
講
で
き
な
い
場
合
は
、
更
新
研
修
等
を
受
講
し
、
証

を
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

③
証
の
有
効
期
間
満
了
後
は
、
主
任
更
新
研
修
の
受
講
は
で
き
ま
せ
ん
。
証
の
有
効
期
間
内
に
主
任
更
新
研
修
を
修

了
で
き
な
い
場
合
は
、
先
に
更
新
研
修
等
を
受
講
し
、
証
の
有
効
期
間
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
主
任
を
更
新
し
な
か
っ
た
方
で
、
再
び
主
任
と
し
て
の
資
格
を
得
る
に
は
、
主
任
の
有
効
期
間
満
了
後
に
主
任
研
修

を
再
度
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
申
請
等
に
関
す
る
お
問
合
せ
（
登
録
移
転
を
除
く
）

公
益
社
団
法
人

大
阪
介
護
支
援
専
門
員
協
会

研
修
セ
ン
タ
ー

〒
54
0-
65
9
1

大
阪
市
中
央
区
大
手
前
１
丁
目
７
番
３
１
号

Ｏ
Ｍ
Ｍ
ビ
ル
３
階

電
話
：
０
６
－
６
３
９
０
－
４
０
１
０
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
制
度
等
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て

大
阪
府
福
祉
部
高
齢
介
護
室
介
護
支
援
課
利
用
者
支
援
グ
ル
ー
プ

〒
54
0‐
85
70

大
阪
市
中
央
区
大
手
前
２
丁
目

大
阪
府
庁
別
館

電
話
（
代
表
）

０
６
－
６
９
４
１
－
０
３
５
１

内
線
６
６
６
９
ま
た
は
４
４
７
５

◆
大
阪
府
／
介
護
支
援
専
門
員
情
報
の
ペ
ー
ジ

ht
t
p:
/
/w
w
w.
p
re
f
.o
s
ak
a
.l
g
.j
p
/k
a
ig
o
sh
i
en
/
ca
r
e/

主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
に
関
し
て
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①介護支援専門員（主任介護支援専門員）資格を喪失しない特例 

 

■特例措置の概要 

 新型コロナウイルス感染症の影響や大阪府介護支援専門員法定研修の実施状況等を

踏まえ、下記の対象者については、大阪府が認める期間内は、介護支援専門員又は主

任介護支援専門員の資格を喪失しない取扱いとします。 

 

■特例措置の対象者 

大阪府登録の介護支援専門員で、有効期間満了日が令和３年１月１日から令和５年

１２月３１日までの者（令和３年１月２９日現在） 

 

■大阪府が認める期間 

本来の有効期間満了日の翌日から２年間 

 

■特例証明の取扱い 

対象者が介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格を証明する際、以下の新型

コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明を提示することにより、有効期

間満了後であっても資格が喪失していない特例期間を証明することができます。 

 

■研修修了後の介護支援専門員証等の有効期間について 

特例措置で定めた有効期間内に研修を修了した場合、新たな介護支援専門員証及び

主任介護支援専門員の有効期間は、現在の介護支援専門員証等の有効期間満了日の翌

日から 5年間となります。 

 

（例） 

現在の有効期間満了日 特例措置の終期 新たな有効期間の始期 有効期間満了日 

令和 3年 5月 31日 令和 5年 5月 31(※) 令和 3年 6月 1日 令和 8年 5月 31日 

(※)この日までに必要な研修を修了の上、資格の更新が必要となります。 

 

■留意事項 

今回の特例措置によって、現在の有効期間満了日が２年延びるということではあり

ません。特例措置で定めた有効期間内に、必ず更新に必要な研修を受講し、更新申請

等が必要です。 
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介護⽀援
専⾨員証

①大阪府登録の介護支援専門員で、証の有効期間満了日が令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの方は、特例措
置適用期間中に、再研修ではなく、更新研修を受講して下さい。

特例措置の終期
R6.6.10

現在の有効期間満了⽇
R4.6.10

主任有効期間

②令和３年度に更新研修Ⅱを受講予定の主任介護支援専門員は 、特例措置の適用期間中に、主任更新研修を修了した場
合、証の更新研修が免除され、証及び主任の更新が可能。（※証の更新申請は別途必要になります。）

介護⽀援
専⾨員証

主任更新研修修了者は証の更新
研修が免除され、証及び主任の

有効期間の更新が可能

現在の主任の満了⽇
R6.3.29

現在の有効期間満了⽇
R4.6.10

特例措置の終期
R6.6.10

更新後の有効期間満了⽇
R9.6.10

更新後の主任の満了⽇
R11.3.29

この間は有効期間の特例措置が適⽤される
ので、更新研修を受講

更新後の有効期間満了⽇
R9.6.10

R３年度に更新研修Ⅱ
を受講予定

（例）証の有効期間満了⽇が令和４年６⽉１０⽇の場合

（例）証の有効期間満了⽇が令和４年６⽉１０⽇、主任の有効期間満了⽇が令和６年３⽉２９⽇の場合

新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明

新型コロナウイルス感染症の影響や大阪府介護支援専門員法定研修の実施状況等を
踏まえ、下記の対象者については、大阪府が認める期間内は、（介護支援専門員・主任
介護支援専門員）の資格を喪失しない取扱いとしています。

記

１ 対象者
大阪府登録の介護支援専門員で、有効期間満了日が
令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの者

２ 大阪府が認める期間
本来の有効期間満了日の翌日から２年間

※介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格を証明する際は、本紙とともに提示
してください。

令和２年８月17日

大阪府福祉部高齢介護室介護支援課

新型コロナウイルス感染症に係る資格喪失の特例適用証明

新型コロナウイルス感染症の影響や大阪府介護支援専門員法定研修の実施状況等を
踏まえ、下記の対象者については、大阪府が認める期間内は、（介護支援専門員・主任
介護支援専門員）の資格を喪失しない取扱いとしています。

記

１ 対象者
大阪府登録の介護支援専門員で、有効期間満了日が
令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの者

２ 大阪府が認める期間
本来の有効期間満了日の翌日から２年間

※介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格を証明する際は、本紙とともに提示
してください。

令和３年１月29日

大阪府福祉部高齢介護室介護支援課
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②主任介護支援専門員更新研修の受講要件に関する特例 

 

■特例措置の概要 

 新型コロナウイルス感染症の影響や資質向上研修（法定外研修）の実施状況等を踏

まえ、下記の対象者については、大阪府介護支援専門員資質向上事業実施要綱（別添 

６ 主任介護支援専門員更新研修実施要綱）に規定する受講要件（７）の大阪府が認

める者として取扱います。 

 

■特例措置の対象者 

大阪府登録の方で、主任介護支援専門員としての有効期間満了日が令和３年４月１

日から令和５年４月２６日までの者（令和２年１２月１１日現在） 

 

■受講要件の特例措置 

修了した主任・主任更新研修の翌年度から次回受講の主任更新研修申込みまでの期

間に、法定外研修を年２回以上かつ６時間以上受講した年度があり、なおかつ通算で

４回１２時間以上受講していること 

 

■次回受講の主任更新研修申込みまでに既定回数・時間数が未達成の場合の取扱い 

主任更新研修の受講修了までに、上記特例措置による既定の回数・時間数を満たし

た受講記録を提出するとした「誓約書」をもって、当該主任更新研修を受講できま

す。 

（誓約書の提出先） 公益社団法人 大阪介護支援専門員協会 
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誓 約 書

私は、「令和３年度大阪府主任介護支援専門員更新研修（以下、「主任更新研修」という。）」
の受講申込みにあたり、現在のところ、「法定外研修を年２回以上かつ6時間以上受講した
年度があり、なおかつ通算で４回１２時間以上受講していること」の要件を満たしていない
ので、主任更新研修の受講修了までに上述の要件を満たした「介護支援専門員資質向上研修
（法定外研修）受講記録」の提出を誓約します。
なお、誓約の内容が実現できない場合は、主任更新研修の受講修了が取り消されても異議
はありません。

【現在の法定外研修受講状況】

令和 年 月 日

公益社団法人 大阪介護支援専門員協会
会長 濵田 和則 様

住所 .

氏名 印
登録番号 .

携帯番号 .

電話番号 （自宅・勤務先）
FAX番号 （自宅・勤務先）

修了年月日 研修実施機関名 研修時間 研修ID 研修名称
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